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日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 諸般の報告

日程第 ４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

〔中川村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕

日程第 ５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて

〔中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕
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日程第 ８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号）〕

日程第 ９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）〕

日程第 10 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）〕

日程第 11 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）〕

日程第 12 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村水道事業会計補正予算（第４号）〕

日程第 13 議案第１号 中川村児童クラブに関する条例の一部を改正する条例の制定について
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日程第 15 議案第３号 平成 30年度中川村一般会計補正予算（第１号）

日程第 16 議案第４号 平成 30年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第 18 議案第６号 平成 30年度中川村水道事業会計補正予算（第１号）
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（２）牧ケ原集会所建設について

２番 松 澤 文 昭
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についてＰＡＲＴ２

７番 小 池 厚

（１）行政の指導性について

（２）役場窓口の対応について

８番 村 田 豊

（１）交流センターの設置は実現するか
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（３）農産物加工施設の活用をどう進めるか
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（１）食について

（２）ふるさと納税について

（３）生活保護について
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平成３０年６月中川村議会定例会

会議のてんまつ
平成３０年６月１１日 午前９時００分 開会

○事務局長 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）ご着席ください。（一同着席）

○議 長 おはようございます。（一同「おはようございます」）

ご参集ご苦労さまです。

ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達していますので、ただいまから平成

30 年６月中川村議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。

ここで村長のあいさつをお願いいたします。

○村 長 改めまして、おはようございます。（一同「おはようございます」）

中川村議会６月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、講

師にわたりご多用のところご参集賜り、まことにありがとうございます。

例年より７日～10 日ほど気候が前に進む、そのままに新緑の季節からたちまち緑が

一層濃さを増し、水田には水が張られ、田植えが終了したかと思う間もないうちに、

かつて一大産地の一端をなしておりました竜峡小梅の収穫も５月の末までにほぼ終了

するなど、陽気は非常に進んでおります。既に梅雨入りをした模様で、そして、これ

から夏本番へと進もうとしております。

５月 24 日 25 日の２日間にかけまして全国治水砂防協会通常総会と全国治水促進同

盟会連合会総会出席のため東京都に出張をしてまいりました。

全国治水促進期成同盟会の研修では、2004 年におきました台風 23 号の洪水体験を

兵庫県豊岡市長 中貝宗治氏から「災害時にトップがなすべきこと」として特別講演

をいただきました。市長であり避難勧告等を出す災害警戒本部長としての実体験と、

予想以上の速度で市街地の中心部を流れます１級河川円山川に流入する支流、この支

流があふれるということで市街地への流入の防止のために本流の河川への排水のため

揚水機場の排水ポンプを最大稼働をしておったようであります。そうしたところ、本

河川の堤防からの越流、決壊防止のために国土交通省河川事務所からの水門閉鎖を指

示をされたと、その指示をめぐっての逡巡、警戒中の消防団からの「堤防が決壊した。」

と、そういう報告と「いや、まだそれは決壊、越流はしていない。」というような錯綜

する報告、こういったものを受けながら非常に判断に迷ったというふうなことをいっ

ておられました。そして、それが住民周知の放送へのおくれと、そしてこれが混乱を

招いたということも言っていられました。本河川堤防がいよいよ決壊をしまして濁流

が市街地に流れ込んだ、そして一面水浸しと化した市街地と農地、引き水の後の大量

の土砂とともに日常生活品が水を大量に含んで、ごみの山と化して、市街地ですとか

――豊岡市っていうのは日本海の河口近くにある町であります。そして、湾内に山の

ようにそれが引き水の後残りまして、中には家畜や動物の死骸が悪臭を放つ、そうい
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う中からの復旧作業であったようであります。全国各地からボランティアの皆さんが

復旧協力があったこと、大変ありがたかったというようなことも含めてお話がありま

した。まさに鬼気迫る、聞く者にとっては被災から復旧、復興までの様子を当事者の

ように聞くことができた貴重な体験でございます。

思い返しますに、４月 11 日未明に宮崎県中津市耶馬渓町で雨も降っていないのに大

規模の土砂崩落がありまして６人の方が一瞬にして崩れ落ちた大量の土砂と岩塊の下

になりなくなるという大惨事、自然災害が発生をいたしまいた。当耶馬渓町は、土砂

災害警戒区域に一年間地域として指定された、そういう地域であるとのことでありま

す。

村でも、土砂災害警戒区域、天竜川の出水時の浸水想定区域等を航空写真の中に落

とし込んだ防災ハザードマップを新規改訂いたしまして、村民の各戸、学校、保育園

などの公共施設を初め指定避難施設、高齢者福祉施設等に配布をいたしました。雨が

降り続いたり、あるいはゲリラ豪雨と言われるような集中的に雨が降るときばかりで

なく、地盤の緩みや気づかないうちに地下水の流れの変化などによって土砂崩落、地

滑りがいつ起こるとも限らず、災害を未然に防ぐ手立てとして行政の早目の警戒準備

情報、避難勧告、避難指示は空振りに終わっても行うこと、あわせまして住民皆さん

みずからが、自分の身は自分で守ると、あるいは地域で守るということを習慣づけに

よってつくることの大切さを講演で感じた次第であります。

梅雨を迎え、気を引き締めて警戒と、いざというときの冷静な対処をシミュレーショ

ンの繰り返しの中で、マニュアルの確認など、これから進めてまいりたいと、このよ

うに考えております。

さて、本議会でご審議をいただきますのは、平成 29 年度の村一般会計の繰り越しと

なりました事業の繰越明許費繰越計算書ほか３件の報告をさせていただきます。専決

処分の報告が９件。議案につきましては、条例の一部改正１件、村道の路線認定議案

が１件及び平成 30 年度一般会計、特別会計の補正予算案４議案の合計６議案と、水道

給水人口の変更に伴います、これは長野県の認可を待って行うわけでありますけれど

も、水道事業の設置等に関する条例の改正が１件、そして、農業委員会法が公選制か

ら市町村長任命制に変わり、長野県では最後となります当村の農業委員を任命します

のに議会のご同意を賜る議案１件の８議案をご審議をいただきます。

何とぞ慎重なご審議をいただきますようお願い申し上げまして、議会開会のごあい

さつといたします。

○議 長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第 127 条の規定により８番 大原孝芳

議員及び９番 村田豊議員を指名します。

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。

本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し協議しています。

この際、議会運営委員長の報告を求めます。

○議会運営委員長 過日行いました議会運営委員会のご報告を申し上げます。
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皆さんのお手元に定例会の予定表が配付されておりますが、本定例会の会期を本日

６月 11日から 15日までの５日間とするものです。

次に日程ですが、本日は、承認第１号から承認第９号までの承認案件につきまして

上程、提案理由の説明から採決までをお願いいたします。

続いて、議案第１号の条例案件、議案第３号の道路の認定、議案第４号から第７号

の補正予算につきましては、上程、提案理由の説明から採決までをお願いいたします。

引き続き一般質問を行います。その際には、質問席の準備のための休憩をとってい

ただきますようお願いいたします。

12 日は午前９時から本会議をお願いし、一般質問を行います。

13 日は委員会の日程としますので、請願、陳情の付託を受けた委員会は、その中で

審査をお願いいたします。

14 日は議案調査といたします。

最終日の 15 日は午後２時から本会議をお願いし、議案第７号の条例案件、請願、陳

情に対する委員長報告、質疑、討論、採決を行い、意見書などの発議がありましたら

上程から趣旨説明、質疑、討論、採決を行っていただく予定です。

なお、人事案件が追加予定されておりますが、追加議案につきましては当日の日程

でお知らせをし、上程から提案理由の説明、質疑、討論、採決までをお願いする予定

です。

議会全員協議会につきましては、12 日の一般質問終了後及び 15 日、最終日の本会

議閉会後に行っていただく予定です。

なお、議場内においても夏季の軽装を適用させていただき、ノーネクタイとします

ので、ご承知おきください。

以上、今定例会の会及び日程ですが、円滑な議会運営ができますようここにお願い

をいたしまして、報告とさせていただきます。

○議 長 ただいま議会運営委員長から報告がありました。

議案第３号、道路の認定は第２号に変更をお願いいたします。

また、議案第３号から第７号は第６号の補正につきましてということで訂正をお願

いしたいと思います。

お諮りいたします。

本定例会の会期は議会運営委員長の報告のとおり本日から６月 15 日までの５日間

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月 15 日までの５日間と決定し

ました。

日程第３ 諸般の報告を行います。

まず、監査委員から例月出納検査の報告があり、写しをお手ものに配付しておきま

したので、ごらんいただき、ご了承願います。

次に、去る３月定例会において可決された核兵器禁止条約締結国への参加と批准を
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求める意見書、主要農作物種子法廃止に際し、公共財としての日本の種子を保全する

新たな法整備と積極的な施策を求める意見書、最低賃金の改善と中小企業支援策の拡

充を求める意見書については、内閣総理大臣を初め関係各機関へ提出しておきました

ので、ご了承願います。

次に、本定例会までに受理した請願、陳情については、議会会議規則第 92条の規定

によりお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託します。

次に、本定例会に提出される議案は一覧表としてお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、村長から行政報告の申し出がありました。

報告第１号から報告第３号について説明を求めます。

なお、報告第２号の中川村土地開発公社の経営状況については、後ほど時間をとり

細部についての説明を受ける予定ですので、ご承知おきください。

まず報告第１号の説明を求めます。

次に報告第２号を説明を求めます。

次に報告第３号の説明を求めます。

○総務課長 報告第１号 平成 29 年度中川村一般会計繰越明許費繰越計算書について報告いた

します。

平成 29 年度中川村一般会計補正予算（第６号）に定めました繰越明許費を別紙計算

書のように翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に

より報告します。

裏面、繰越明許費繰越計算書をごらんください。

２款 総務費、防災対策事業は、指定避難所であります基幹集落センターにエアコ

ン等を整備するもので、３月の第５号補正に計上し、設計は完了いたしましたが、電

源設備、キュービクルの改修に必要な機材の調達に時間を要したことにより、管理業

務と工事費の 881 万 3,600 円を 30年度に繰り越しました。

８款 土木費、村道新設改良事業は、村単道路改良事業大草中央線と谷田黒牛線で

工事内容の変更と補償処理に時間を要したことにより合計 5,413 万 5,600 円を繰り越

したものです。

翌年度繰越額の合計は 6,294 万 9,200 円となります。

以上、報告いたします。

○建設水道課長 報告第２号 中川村土地開発公社の経営状況について、地方自治法の規定に基づき

別紙のとおり土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出し報告するものでありま

すが、先ほど議長からお話がありましたとおり、この場におきましては、平成 29年度

の事業報告及び決算並びに平成 30年度の事業計画及び予算について、過日、理事会に

おきましてご承認いただいている旨をご報告申し上げます。

詳細につきましては場所を改めての説明とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

○総務課長 それでは、報告第３号 専決処分の報告について、地方自治法 180 条第１項の規定
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により議会において指定されている事項について別紙のように専決処分いたしました

ので、同条第２項の規定により報告します。

裏面をごらんください。

専決番号第 10号、平成 30 年５月 24日専決であります。

損害賠償の額の決定及び和解について

村道沖田牧ヶ原線、中川中学校前交差点付近における公用車荷台からの落下物によ

る衝突事故に係る損害賠償の額を次のように決定し、和解したものです。

事故発生日時は平成 29年 12 月 18 日、午前とありますが午後、午後 1時 30 分ごろ

であります。

事故発生場所は中川村片桐、村道沖田牧ヶ原線、中川中学校前交差点付近。

相手方の住所、氏名は記載のとおりで、被害車両は軽自動車であります。

事故の概要は、公用車軽トラック荷台の廃棄用長机が交差点を左折する際に道路上

に落下し、気づかずに通過した被害車両の前部が衝突、相手車両が走行不能になった

ものであります。

損害賠償額は 17 万 2,025 円です。

以上、報告いたします。

○議 長 以上で諸般の報告を終わります。

お諮りします。

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

〔中川村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕

及び

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて

〔中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について〕

を議会会議規則第 37条の規定により一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、日程第４ 承認第１号及び日程第５ 承認第２

号を一括議題とします。

なお、承認第１号については正誤表をお手元に配付してありますので、ご確認いた

だきご審議願います。

提案理由の説明を求めます。

○住民税務課長 専決第１号、中川村税条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げ

ます。

今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律及び政令等が３月末に公布され、

それに伴い中川村税条例等の一部を改正する条例を３月末で専決処分を行いましたの

で、ここに報告し、承認を求めるものでございます。

なお、改正条例は第１条から第６条までの集合条例となっています。
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例規集は第１巻 1751 ページからお願いいたします。

改正内容につきましては、お手元にＡ３横版の資料１をお配りしてありますので、

条例及び新旧対照表とあわせてごらんください。

今回の改正は、個人住民税の非課税措置の見直し、大法人の法人住民税の申告につ

いて電子申告の義務化、たばこ税率の引き上げ、加熱式たばこの課税方式の見直しが

主なものです。

それでは資料に沿ってご説明申し上げます。

最初に、中川村税条例等の一部を改正する条例、第１条 中川村税条例の一部改正

でございます。

税条例第 20 条、第 23条は、法律改正に合わせて所要の規定の整備を行うものでご

ざいます。

第 24条は、個人村民税の障害者、未成年者、寡婦等の所得割非課税措置の所得要件

を 125 万円から 135 万円への引き上げに伴う改正及び控除対象配偶者の定義変更並び

に均等割非課税限度額の引き上げについての改正でございます。

第 34条の２、第 34 条の６は、前年の合計所得が 2,500 万円を超える者の基礎控除

額の消失、調整控除額が適用されなくなるものでございます。

第 36条の２及び資料２ページの第 47 条の３、第 47 条の５は、省令の改正に伴う規

定の整備でございます。

第 48条は、法人村民税について大法人に係る外国関係法人の課税対象に対応するも

のとして計算した金額の法人税からの控除及び大法人の電子申告の義務化について規

定するものでございます。

資料３ページ、第 52条は、法人村民税の納期限延長の延滞金について、申告した後

に減額更正がされ、その後さらに増額更正があった場合、増額更正等により納付すべ

き税額のうち、延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされてい

た期間を控除して計算することの規定の改正でございます。

次に資料４ページからごらんください。

第 92条は法律の改正に合わせて製造たばこの区分の創設、第 92条の２は第 92条の

創設による条項の整備でございます。

第 93条の２は、加熱式たばこを製造たばことみなすことの法規定に合わせての新設

でございます。

第 94条は、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について重量と価

格を紙巻きたばこに換算する方式とし、平成 30年 10 月１日から５年間かけて段階的

に移行する等の規定の整備でございます。

第 95条は、たばこ税の 1,000 本当たりの税率の引き上げ、平成 30 年 10 月１日から

３段階で引き上げるものでございます。国と地方を合わせて１本当たり 1円ずつ、計

3円の引き上げに伴う改正となります。

第 96条、第 98 条は、条ずれ及び定義法を置いたことによる規定を整備するもので

ございます。
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続いて資料７ページをごらんください。

税条例、附則の改正でございます。

附則第３条の２及び第４条は、本則の第 48 条、第 52 条の改正に伴う規定の整備で

ございます。

附則第５条は、法律に改正に合わせて個人村民税の所得割非課税限度額の引き上げ

るものでございます。

附則第 10条の２は、固定資産税等の課税標準の特例措置について、わがまち特例の

割合を定める規定の改正でございます。わがまち特例とは、資料 11 ページ、表の下の

記載のとおり、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を市町村が自主

的に判断し地方税法の定める範囲内で特例割合を決定できる仕組みが導入されたこと

による特例の処置のことです。

第７項から第 11 項は、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定す

る認定発電設備に係る課税標準の特例措置についてわがまち特例を導入する規定の追

加となります。

第 18項は、生産性革命集中投資期間内に同意導入促進基本計画に基づき中小企業が

償却資産を取得した場合、申請により３年間の固定資産税相当分をゼロに軽減するも

のでございます。

資料８ページをごらんください。

附則第 10条の３は、改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告について、規定を新設するなど法令の改正に合わせ

て改正するものでございます。

附則第 11条、附則第 11条の２、附則第 12条、附則第 13条、附則第 15条、これら

は法律の改正に合わせて規定の整備をするものでございます。

附則第 17条の２は、租税特別措置法の改正に伴う条項のずれを整備するものでござ

います。

以上が第１条関係でございます。

続いて、資料 10 ページから 11 ページの第２条から第５条は、先ほど提案いたしま

した中川村税条例の一部を改正する条例となります。

第２条から第４条は、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数へ換算する方法につ

いての規定を段階的に移行するための規定の整備及びたばこ税の税率を改正するもの

でございます。

第５条は、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数へ換算する方法が段階的な意向

が最終になることに伴う関係する規定を整備するものでございます。

第６条は、平成 27年条例第 11 号中川村税条例の一部を改正する条例の一部改正で

ございます。紙巻きたばこの３級品に関する規定、税率及び経過措置の期間について

改正するものでございます。

なお、施行期日につきましては平成 30年４月１日となります。ただし、附則第１条

各号の規定は当該各号に定める日から施行となりますので、資料右側の主な改正内容
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欄にそれぞれ記載いたしました施行日をごらんください。

また、経過措置につきましては、附則第２条 村民税に関する経過措置以降をごら

んいただきますようお願いいたします。

以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

続きまして、専決第２号、中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明申し上げます。

今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律及び政令が３月末に公布され、そ

れに伴い中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を３月末で専決処分を行い

ましたので、ここに報告し、承認を求めるものでございます。

例規集は第１巻 2052 ページからとなります。

お手元にＡ３横版、資料２をお配りしてありますので、条例及び新旧対照表とあわ

せてごらんください。

今回の改正は、国民健康保険税の課税限度額の引き上げとそれに準ずる引き上げ、

軽減判定に係る算定基礎額の引き上げでございます。

課税限度額の引き上げにつきましては、基礎課税額を 54 万円から 58 万円へ引き上

げ、軽減措置による減額後の税額の上限も同様に引き上げるものでございます。

また、低所得者の負担軽減措置について、対象となる世帯の軽減判定所得の算定に

おいて被保険者の数に乗ずべき金額を５割軽減の対象となる世帯は 27万円から 27万

5,000 円に、２割軽減の対象となる世帯は 49 万円から 50 万円に引き上げ、軽減の対

象者を拡大いたします。

第 24条の２第２項は、マイナンバーによる情報連携により雇用保険受給資格証明書

の提示が不用になることによる規定の整備でございます。

施行期日は平成 30年４月１日となります。

以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

まず承認第１号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第１号は承認することに決定しました。
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次に承認第２号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第２号は承認することに決定しました。

お諮りします。

日程第６ 承認第３号から日程第 12 承認第 19 号までの承認案件６件につきまし

ては、平成 29 年度の補正予算であり、関連がありますので、議会会議規則第 37条の

規定により一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、

日程第 ６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29年度中川村一般会計補正予算（第６号）〕

日程第 ７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）〕

日程第 ８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）〕

日程第 ９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）〕

日程第 10 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）〕

日程第 11 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算

（第５号）〕

日程第 12 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29年度中川村水道事業会計補正予算（第４号）〕

以上の７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○副 村 長 それでは、初めに承認第３号、平成 20 年度中川村一般会計補正予算（第６号）につ

いてご説明をいたします。

今回の補正は、平成 29 年度予算の最終執行見込みにより予算の調整を行い、３月

30 日付で専決処分を行ったものであります。

第１条 歳入歳出予算の補正は、既定の予算額にそれぞれ 5,501 万 7,000 円を追加

し、総額を 37 億 9,831 万 7,000 円とするものであります。

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、第２表 繰越明許費補正により、第３条 地
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方債の補正は第３表 地方債補正によるものであります。

１ページ以降、第１表 歳入歳出補正予算に款項別の補正額及び補正後の予算額を

掲載してございますので、ご確認ください。

詳細につきましては事項別明細書でご説明をいたします。

６ページをごらんください。

第２表 繰越明許費補正でありますが、報告第１号でご説明をした翌年度に繰り越

しとなる事業予算の追加と変更で、追加は総務費、総務管理費の防災対策事業の 881

万 4,000 円、変更は土木費、道路橋梁費、村単道路改良事業の村道２路線であります。

７ページ、第３表 地方債補正は変更で、それぞれの事業について事業費の確定に

より起債限度額を変更するもので、全体で 180 万円の減額となります。

歳入歳出補正予算の内訳については、８ページからの事項別明細書をごらんくださ

い。

なお、最終予算執行見込みによる調整でありますので、主なもののみ説明をさせて

いただきます。

初めに歳入についてご説明をいたします。

10 ページ、第１款 村税であります。これは最終調定見込みによる増額で、村民税

は個人、法人、合わせて 402 万円、固定資産税 445 万円、軽自動車税 60 万円、村たば

こ税 47万 4,000 円、入湯税 27 万円で、全体で 981 万 4,000 円の増額であります。

11 ページ以降の国から交付される譲与税及び交付金でありますが、それぞれ額の確

定による補正で、２款 地方譲与税は、地方揮発油譲与税が 28万 6,000 円の減、自動

車重量譲与税は 167 万 8,000 円の増、12 ページ、３款 利子割交付金は 15 万 6,000

円の増、13 ページ、４款 配当割交付金は 134 万 1,000 円の増、14 ページの５款 株

式等譲与所得割交付金は 105 万 9,000 円の増、15 ページ、８款 自動車取得税交付金

は 503 万 2,000 円の増額であります。

16 ページの 12 款 地方交付税でありますが、特別交付税の交付額の確定により

3,379 万 8,000 円の増額となり、平成 29 年度地方交付税の総額は 17 億 6,732 万 5,000

円で、平成 28 年度と比較すると約 5,600 万円ほどの減であります。

17 ページ、13款 交通安全対策特別交付金は 8万 5,000 円の減額であります。

18 ページ、14款 分担金及び負担金でありますが、分担金の農林水産業費分担金は

平成 29年度分の最終的な事業費確定に伴う地元分担金の増額で、県営事業は農村災害

対策整備事業が 702 万 3,000 円、団体営事業は農地耕作条件改善事業西原地区で 27

万 2,000 円の増であります。民生費負担金は保育料、児童クラブ利用者負担金、受託

保育負担金の最終調定見込みによる補正で 323 万 9,000 円の増額であります。

19 ページから 20 ページの 15 款 使用料及び手数料は、それぞれ最終収入見込みに

よる予算の調整で、全体で 134 万 9,000 円の増であります。

21 ページから 22 ページの 16 款 国庫支出金は、それぞれの事業に係る負担金、補

助、交付金の額の確定による調整で、全体では 201 万 5,000 円の減額であります。

23 ページから 25 ページの 17 款 県支出金も同じく交付額の確定によるもので、全
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体で 374 万 1,000 円の減額であります。

26 ページ、18款 財産収入は、土地建物貸付収入、基金利子、太陽光発電売電収入

等で、全体で 106 万 8,000 円の増額であります。

27 ページ、22 款 諸収入は、いずれも収入実績による調整で、全体で 351 万 5,000

円の減額であります。

この中で 28 ページの 44 の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進交付金は 116 万 5,000

0 の減額でありますが、これは、補助金申請の流れが変わり、当該交付金が県補助金

に一本化されたため、24ページの林業費補助金、野生鳥獣総合管理対策事業に振りか

えられたため減額をするものであります。

また、46 の土地改良施設維持管理適正化事業交付金は牧ヶ原揚水施設改修事業に係

る土地改良連合会からの交付金で、事業実施年度に交付されるものでありますが、本

事業に対する今年度分の地元負担金を交付金から相殺して交付されるという手続と

なったため 1152 万を減額するものであります。したがって、後ほどご説明をいたし

ますが、歳出の農地費に予算計上してありました連合会への負担金についてもあわせ

て減額をいたします。

30 ページの 23 款 村債ですが、先ほど第３表 地方債の補正でご説明をした地方

債の変更に係るもので、全体で 180 万円の減額であります。

歳入については以上であります。

続いて歳出についてご説明をいたします。

31 ページからごらんください。

１款 議会費は、報償費、委託料の更正減で 13 万 8,000 円の減額であります。

32 ページ、２款 総務費は、総体的に執行実績による更正減でありますが、一般管

理費は 296 万 7,000 円の減で、そのうち委託料の賠償案件等弁護士委託料 50万円の減

額は、昨年度相談案件がなかったため全額を減額するものであります。

33 ページの文書広報費 208 万 2,000 円の減額でありますが、委託料の 64 万 8,000

円の減額はＣＡＴＶ伝送路高度化事業に伴う電柱等の既存施設の撤去費用で、契約実

績による減額であります。

33 ページ、文書広報費は 208 万 2,000 円の減額で、これは先ほど申し上げたとおり

であります。

34 ページ、財産管理費は 209 万 7,000 円の減額であります。06 の企画費は 531 万

7,000 円の減額でありますが、35 ページの 2257 村づくり事業は空き家改修促進事業・

美しい村づくり事業補助金等の減額で 130 万円の減であります。

36 ページ、2275 地方創生推進事業は、まち・ひと・しごと中川村総合戦略による婚

婚事業と各種補助金の関係での減額でありますが、それぞれ交付実績による減額で、

全体で 312 万 8,000 円の減額であります。

このうち３世代同居等補助金については 65 万 2,000 円の増でありますが、昨年度申

請が多かったため増額をし & 績は全体で 19 軒 1,065 万 1,000 円でござ

いましござい
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37 ページから 38 ページの徴税費、戸籍住民基本台帳費、監査委員会費は、それぞ

れ執行実績による更正減であります。

続いて 39ページ、３款 民生費、社会福祉費の社会福祉総務費は 967 万 5,000 円の

減額でありますが、4410 の障がい者支援事業は 500 万円の減額で、補助金の障がい者

にやさしい住宅改良促進事業 63 万円の減額は申請実績がなかったため減額するもの、

扶助費は給付実績により 417 万円を減額するものであります。

同じく 40 ページの 4420 高齢者福祉費給付事業は給付実績による更正減で 97 万

6,000 円の減額であります。

4101 国民健康保険費 28 万円の減額は、国保特別会計繰出金の額の確定による減額

でございます。

02 の老人福祉費は全体で 665 万 8,000 円の減額でありますが、4201 老人福祉事業は

実績による更正減で 300 万 6,000 円の減額であります。補助金の中で県の高齢者にや

さしい住宅改良促進事業、村単の住環境改善補助事業は、昨年申請がなかったため減

額するものであります。

扶助費は、総体では 92万円の減額ですが、そのうち養護老人ホームの措置費は年度

途中から入所者が増えたことにより 135 万 6,000 円の増額となり、一方、介護慰労福

祉金は要介護度の変動等により 181 万 9,000 円の減額となったものでございます。

41 ページ 4407 介護保険事業の繰出金は、介護保険事業特別会計への繰出金が確定

したことにより 265 万円の減額となります。

同じく次の 4212 後期高齢者医療運営事業の繰出金についても特別会計予算額の確

定による繰出金の減額であります。

02 児童福祉費、児童福祉施設費は 245 万 9,000 円の減額、42 ページの 4601 保育所

費は 174 万 2,000 円の減額で、そのうち賃金が 113 万 8,000 円の減額となっておりま

すが、臨時パート保育士と料理員の雇用日数が当初の見込みより少なかったことによ

り減額であります。

43 ページの４款 衛生費でありますが、保健衛生総務費は 128 万 8,000 円の減額で

あります。4809 母子保健事業は 97 万 2,000 円で、補助金及び扶助費の給付実績によ

る減額が主なものであります。

44 ページから 45 ページの環境衛生費、それから 04 の保健センター管理費は総体的

に執行実績による更正減でございます。

続いて 46ページの６款 農林水産業、農業費の関係でありますが、この中では、農

業振興費は 295 万 5,000 円の減額で、農業振興事業の補助金 49 万 2,000 円は交付実績

による減額、5107 の鳥獣被害防止対策事業補助金 181 万 1,000 円の減額は、特にニホ

ンジカの捕獲頭数が減少したことによるものであります。

47 ページの 5104 人・農地問題経血事業の交付金 50 万円の減額は中間管理事業の機

構集積協力金で、昨年度該当がなかったため減額をするものであります。

05 農地費は 759 万 7,000 円の減額でありますが、6171 村単農地事業の負担金 152

万円の減額は、先ほど歳入でご説明をいたしました土地改良維持管理適正化事業、牧ヶ

16

原の揚水施設の改修事業に係る負担金で、事業実施年度は交付金との相殺により負担

金の納付を要しないこととなったため全額を減額するものであります。

6051 農業集落排水事業費は、農業集落排水事業特別会計への繰出金の額が確定した

ことにより 700 万円の減額であります。

48 ページ、農村災害対策整備事業の負担金 92 万 3,000 円の増額は、県営千人塚た

め池整備工事の負担金で、平成 29 年度の最終事業費が確定し増額となったため増額す

るものであります。

49 ページの７款 商工費でありますが、02 商工振興費は 216 万 6,000 円の減額で、

補助金 210 万 7,000 円の減額は村の制度資金保証料及び利子補給金の利用実績による

減額と、空き店舗等活用促進事業は昨年度該当がなかったため 50 万円を減額するもの

であります。

続いて 03観光費は 96 万 4,000 円の減額でありますが、それぞれ、観光事業、地場

センター管理事業、執行実績による更正減であります。

50 ページのふれあい観光施設管理事業の工事費は望岳荘のエアコン更新等工事の

入札差金分の減額であります。

続いて 51ページ８款 土木費でありますが、道路橋梁総務費は 132 万 2,000 円、道

路維持管理費は 118 万 1,000 の減額でありますが、各費目執行実績による更正減であ

ります。

03 の道路新設改良費は 224 万 4,000 円の減額でありますが、契約・発注実績による

予算残の減額であります。

52ページ04の都市計画費の6571の公共下水道事業費は1,120万円の減額でありま

すが、公共下水道事業特別会計繰出金の額の確定によるものであります。

05 住宅費 61 万 6,000 円の減額は、執行実績、契約実績による減額であります。

53 ページの９款 消防費でありますが、02非常備消防費は 23万 9,000 円の減額で、

各費目執行実績による更正減、消防施設費の工事請負費 19万 9,000 円の減額は耐水性

防水防火水槽の新設工事の入札差金分の減額、負担金の減額は水道事業会計への負担

金の減額であります。

54 ページ 10 款 教育費の関係でありますが、これにつきましても総体的に執行実

績による更正減で、教育総務費は教育委員会費から学校給食費まで、全体で 142 万

3,000 円の減、55 ページから 57 ページの小学校費は 157 万 1,000 円の減、03 中学校

費は 42万 7,000 円の減額であります。

57 ページから 59 ページの 06 社会教育費は、社会教育総務費から文化施設管理費ま

で、全体で 224 万 1,000 円の減額、07 の保健体育費は 13 万 3,000 円の減額でありま

す。

61 ページから 62 ページの 11 款 災害復旧費は、農林施設、公共土木施設、昨年度

いずれも対象事業がなかったため全額を減額するものであります。

63 ページの 12款 公債費は、実績により一時借入金利子分 10 万円を減額するもの

であります。
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最後に 64ページでありますが、収支の差額分 1億 2,594 万 6,000 円を予備費に計上

して予算の調整を行うものであります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○保健福祉課長 それでは、承認第４号 平成 29年度中川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）をお願いします。

第１条で総額から歳入歳出それぞれ 400 万円を減額し、予算の総額を 5億 6,400 万

円とするものです。

７ページからの歳入ですが、国保税収入の見込みが確定し、一般被保険者分と退職

分を合わせて 280 万 5,000 円の増額となりました。

８ページの国庫支出金は、療養給付費等負担金と財政調整交付金等を合わせて 126

万 3,000 円の増額となりました。

９ページの療養給付費交付金は 910 万円の減額となります。

10 ページの県支出金では、財政調整交付金が 63 万 2,000 円の減額となり、全体で

52 万 6,000 円の減額となりました。

11 ページの共同事業交付金は、高額医療費、保険財政協同安定化事業を合わせて 723

万円の増額です。

13 ページの繰入金ですが、一般会計からの繰入金が出産育児一時金の実績により 28

万円減額となります。

続いて 16ページからの歳出ですが、１款の総務費から 25 ページの 11 款 諸支出金

まで、いずれも事業の実績に伴う更正減です。

26 ページの予備費で歳入額と収支を合わせました。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

続きまして、承認第５号、平成 29年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）をお願いいたします。

第１条で総額から歳入歳出それぞれ 530 万円を減額し、予算の総額を 6億 70万円と

するものです。

５ページからの歳入ですが、保険料は第１号被保険者の介護保険料の見込みが確定

し 41 万円の減額となります。

続いて６ページの国庫支出金は調整交付金の額が決定したことと地域支援事業費減

に伴うもので、全体で 189 万 1,000 円の減となります。

７ページの支払基金交付金は地域支援事業費の減によって 45 万 7,000 円の減額。

８ページの県支出金も地域支援事業費の減のために 25万 7,000 円の減額です。

10 ページの繰入金では、一般会計からの繰入金については介護サービス給付費及び

事業費等が確定したため 265 万円の減額となります。また、介護サービス給付費が見

込みを下回ったために介護給付費準備基金からの繰り入れは行わないこととしました。

12 ページからの歳出ですが、基金積立金を除いて１款の総務費から 19 ページの８

款 諸支出金まで事業に実績に伴う更正減です。

17 ページの基金積立金ですが、介護サービス給付費が見込みを下回ったため介護給

18

付費準備基金に 200 万円を積み立てるための増額補正で、このことによって基金の年

度末残高は 1,900 万円となります。

20 ページの予備費で歳入額と収支を合わせました。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

続きまして、承認第６号、平成 29 年度中川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）をお願いいたします。

第１条で総額から歳入歳出それぞれ 13 万 6,000 円を減額し、予算の総額を 5,186

万 4,000 円とするものです。

５ページからの歳入ですが、保険料では、収入額が確定し 7万 5,000 円の減額とな

ります。

７ページの繰入金では、事務費分 5万 7,000 円が減額となります。

９ページからの歳出ですが、１款の総務費から 11 ページの３款 諸支出金まで事業

の実績に伴う更正減です。

12 ページの予備費で歳入額と収支を合わせました。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

○建設水道課長 承認第７号から承認第９号までについてご説明いたします。

まず、承認第７号、平成 29年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

ですが、今回の専決補正では、歳入歳出からそれぞれ 955 万 5,000 円を減額し、総額

を 1億 8,738 万 1,000 円といたしました。いずれも実績に応じて増減したものですが、

主なものとしましては、５ページ、歳入ですが、現年分、滞納繰越分も合わせて負担

金収入を 73万円減額し、６ページ、使用料については現年分、滞納繰越分、合わせて

318 万円、手数料 1万 5,000 円を増額しました。これらに伴いまして、７ページ、一

般会計からの繰入金を 1,200 万円減額しました。

それから、９ページの歳出ですが、消費税及び地方消費税確定等に伴い総務費で 313

万 7,000 円を減額し、電気料や修繕料などの需用費や汚泥処分費等の委託料及び公共

ます設置工事費など、実績により維持管理費総額で 475 万 7,000 円を減額したもので

あります。

続いて、承認第８号、平成 29 年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第５

号）についてですが、今回の専決補正では、歳入歳出から 708 万 4,000 円を減額し、

総額を 1億 3,020 万 4,000 円といたしました。いずれも実績に応じて増減したもので

すが、主なものとしましては、５ページ、歳入ですが、負担金収入を 70万円減額し、

６ページ、使用料については現年分、滞納繰越分、合わせて 61 万 6,000 円、手数料 2

万円を増額しました。これらに伴いまして７ページの一般会計繰入金は 700 万円の減

額としました。

それから、９ページの歳出ですが、消費税及び地方消費税確定等に伴い総務費で 254

万 6,000 円を減額し、電気料や修繕料などの需用費や公共ます設置工事費及びコンポ

スト処理施設負担金など、実績により維持管理費総額で 374 万 5,000 円を減額したも

のであります。
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次に、承認第９号についてご説明をいたします。平成 29 年度中川村水道事業会計補

正予算（第４号）をお願います。

今回の専決補正は、村の一般会計補正予算に関連する予算と生活基盤施設耐震化等

交付金の確定に伴い補正したものでございます。

具体的には、６ページ、収益的収入から消火栓の更新工事に係る村負担金21万4,000

円を減額し、７ページ、資本的収入から実績のなかった遠距離給水工事に係る一般会

計からの負担金 10 万円、それから県の補助金といたしまして 31万 9,000 円を減額い

たしました。

以上、よろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

まず承認第３号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第３号は承認することに決定しました。

次に承認第４号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第４号は承認することに決定しました。

次に承認第５号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第５号は承認することに決定しました。

次に承認第６号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第６号は承認することに決定しました。

次に承認第７号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕
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○議 長 全員賛成です。したがって、承認第７号は承認することに決定しました。

次に承認第８号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第８号は承認することに決定しました。

次に承認第９号の採決を行います。

本件は承認することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、承認第９号は承認することに決定しました。

日程第 13 議案第１号 中川村児童クラブに関する条例の一部を改正する条例の

制定について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○保健福祉課長 議案第１号 中川村児童クラブに関する条例の一部を改正する条例の制定について、

それでは、議案第１号について説明をさせていただきます。

例規集は２巻の 171 ページからです。

本案は、児童クラブの開設時間以外に利用した料金を定め、新たに児童クラブの開

設時間、休業日、対象児童について明記するものです。

議案最終ページに新旧対照表を掲載してありますので、あわせてごらんください。

保護者の就労先が村外に多く、学校休業日の開設時間前に自動のみで屋外で待って

いる状況が常態化していました。児童を安全に預かる観点からも開設時間について検

討を行い、平成 29年度は試行的に午前７時 30 分から指導員を配置して対応しました。

ことし２月の児童クラブ運営委員会において特別の理由がある場合を除いて１回 200

円を徴収することに決定しました。

それからまた、条例に開設時間、休業日、それから対象児童が明記されていないた

め、より具体的に徴収の根拠をはっきりさせるため記載することとしました。

施行は公布の日からとします。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

○６ 番 （柳生 仁） 今説明の６条の時間帯ですけども、朝は７時からって言いましたけ

ど、ほかの時間帯の詳しい時間帯をもう１回教えてください。

○保健福祉課長 児童クラブの時間帯ですが、通常は修業後から６時半まで、修業していない場合は

朝８時から夕方６時半までとなっています。

以上であります。

○６ 番 （柳生 仁） さっきの６時半まで、これ勤めの方々、結構間に合うとかっていう

ことは確認してありますか。まだ勤めから帰ってこられない方もおるかもしれないん

ですが、そういったところはどのように配慮されていますか。
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○保健福祉課長 ６時半っていうのは、通常は仕事が終わって帰られる時間帯と思いますので、通常

は終わって帰宅っていうことになります。

ただ、先ほど言った通常以外というのは朝方、やはり朝８時ということですが、８

時前に来て子どもを置いていってしまう方たちが多く見受けられるということで、そ

ういったところで料金を徴収ということになっております。

○議 長 ほかに質疑ありませんか。

○４ 番 （鈴木 絹子） 料金を１回当たり 200 円っていうことなんですけれども、料金をい

ただかないっていうことも考えられたかどうかということと、近隣市町村もこのよう

な形であるのかどうかについて伺いたいと思います。

○保健福祉課長 １回 200 円の徴収ですが、昨年っていうか、ことしの２月の児童クラブ運営委員会

において検討を行ってきました。通常、近隣の町村の状況だとか、そういうことを把

握して運営委員会を開催していると思いますので、そういった状況を踏まえて１回

200 円の徴収を行うことになりました。

○議 長 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 これで質疑を終わります。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

日程第 14 議案第２号 村道路線の認定について

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○建設水道課長 それでは、議案第２号、村道路線の変更について説明いたします。

提案理由は、道路法第 10 条第３項の規定により本案を提出するものであります。

今回変更する路線は別紙のとおりの２路線で、北山方飯沼線につきましては過疎地

域自立促進特別措置法第 14 条第１項の規定により長野県の代行事業として道路改良

を行っていただいた第１期工事分であります。また、大林赤坂線につきましては村事

業の道路改良でありまして、２路線とも幅員等を変更するものであります。

位置等につきましては、変更区間を表示した資料１－１・１－２を添付しましたの

でご参照ください。

以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

22

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

日程第 15 議案第３号 平成 30 年度中川村一般会計補正予算（第１号）

日程第 16 議案第４号 平成 30 年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第 17 議案第５号 平成 30 年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）

以上の３議案について議会会議規則第 37 条の規定により一括議題としたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、日程第 15 議案第３号から日程第 17 議案第５

号までを一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○副 村 長 それでは、議案第３号 平成 30 年度中川村一般会計補正予算（第３号）についてご

説明をいたします。

第１条 歳入歳出予算の補正は、既定の予算額にそれぞれ 4,800 万円を追加し、総

額を 31億 8,500 万円とするものであります。

第２条 地方債の補正は第２表 地方債の補正によるものであります。

今回の補正予算の主な内容は、４月の人事異動に伴う職員人件費の補正のほか、地

方公共団体カーボン・マネージメント強化事業や森のエネルギー推進事業等、新たな

補助事業等に関連する予算の追加、また、さきの全員協議会でご説明をいたしました

中川村として新たに取り組むふるさと応援寄附金に関連する予算等であります。

詳細につきましては事項別明細書で説明をいたします。

初めに４ページをごらんください。

第２表 地方債補正は追加と変更であります。

追加は公共土木施設等災害復旧事業で、４月 24日の大雨により発生した村道３路線

の災害復旧工事を行うため単独災害復旧事業債 170 万円の借り入れを行うものであり

ます。
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変更は、過疎債で借り入れを予定してる県営農村災害対策整備事業片桐地区及び千

人塚のため池工事で、本年度計画事業費の増加に伴い借入限度額を110万円増額し220

万円とするものであります。

５ページ６ページに歳入歳出補正予算の事項別明細書を記載してありますので、ご

確認をお願いします。

それでは歳入からご説明をいたします。

初めに７ページ、14 款 分担金及び負担金の農業費分担金 112 万 3,000 円でありま

すが、これは県営農村災害対策正義持病方地理地区と千人塚ため池工事に係る地元分

担金で、今年度の計画事業費の増加に伴うものであります。

８ページ、15 款 使用料及び手数料、商工使用料 163 万 8,000 円でありますが、4

月に改修したショッピングセンターチャオの地場センター部分のＪＡとの賃貸料で、

５月から３月までの 11 ヶ月分であります。

９ページ、16款 国庫支出金、衛生費国庫補助金 1,000 万円は環境省の地方公共団

体カーボン・マネージメント強化事業補助金であります。これは、今年度、同補助金

を活用して地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて平成 27 年に策定をした第

１次中川村地球温暖化対策実行計画の改定を行うもので、これによりＣＯ２削減のた

めに行う公共施設の省エネ設備等の導入に対する補助金を受けることが可能になりま

す。本事業は公募型の事業で、実行計画事務事業編の改定に対する補助事業、第１号

の事業と設備導入に係る補助事業、第２号事業がありますが、本年度、中川村はこの

第１号事業に申請を上げて補助金を受けてまいりたいということであります。第１号

事業については補助率は 10 分の 10 以内で今年度まで、第２号事業については補助率

３分の２以内で、今のところ期限は平成 32 年度までであります。村としては、老朽化

している公共施設の設備を計画的に更新をして省エネを図るために、今年度、第１号

事業を申請することとし、応募をいたしているところであります。申請を上げる段階

で予算化が必要ということで今回予算計上をさせていただき、事業が採択されました

ら実施をしていくという考えでございます。

次に 10 ページの 17 款 県支出金の県補助金、農業費補助金 60万円でありますが、

小水力等発電導入支援事業補助金で、これは平成 29年度に同事業で村内３カ所の農業

用水路で実施をした小水力発電施設導入の可能性調査に基づき、その結果に基づいて、

その中で導入の可能性が見込まれる１カ所について、さらに詳細な調査を行うもので

あります。

林業費補助金のうち森林づくり推進支援金 38万円は、森林づくり県民税の木育推進

事業で小学生の木工体験として小学校校舎の腰壁の板材の張りかえを行うものであり

ます。

森のエネルギー推進事業補助金 200 万円は、県の地域主導型自然エネルギー創出支

援事業で望岳荘に導入を計画している木質バイオマスボイラー施設設計費に対する補

助で、補助率は２分の１であります。

教育費補助金の地域未来塾事業補助金 11万 8,000 円は、中学生を対象に行っている
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授業時間外の学習支援に対する補助金であります。

11 ページ、19款 寄附金でありますが、一般寄附金 25万円は村出身で県外にお住

まいの方から村の振興のためにといただいた寄附金で、60周年記念事業に充当をさせ

ていただきます。

教育費補助金 6万円は、やはり村の出身の方からいただいたもので、村の教育振興

のためにといただいたものであります。

次のふるさと応援寄附金でありますが、さきの全員協議会でご説明をしましたよう

に、本年度からふるさと納税応援寄附金の趣旨にのっとって真に中川村を応援してい

ただける方を増やしてご寄附をいただき、そのお礼として中川村のおいしい農産物や

体験、サービスなどをプレゼントする新たな応援寄附金制度に取り組むため、当面の

目標額として 300 万円を見込んで増額をするものであります。

12 ページ、21款 繰越金でありますが、前年度からの繰越金として 2,287 万 5,000

円を増額するものであります。

なお、最終的な繰越金の補正につきましては 29 年度の決算による繰越額の確定後、

９月の補正予算で計上をいたしたいと考えております。

13 ページ、22 款 諸収入、雑入は 325 万 5,000 円の増額でありますが、総合賠償保

障保険 17 万 2,000 円につきましては、先ほど報告第３号でご報告をした交通事故の損

害賠償に対する保険金であります。

コミュニティー助成事業 100 万円は、宝くじ助成事業の地域防災組織育成事業で消

防団の資機材購入に対する助成金であります。

地域イベント助成事業は、同じく宝くじ助成金で５月に開催されました中川村アー

トセッションに対する助成金であります。

92 その他振興課関係 120 万円でありますが、これは、一般財団法人地域総合整備財

団、通称ふるさと財団と言われておりますが、この地域再生マネージャー事業助成金

で、今進めております木の駅事業に対する助成金であります。

95 のその他住民税関係 36 万円は、村が業者に収集を依頼している古紙等の売却収

入として村に入れていただくものであります。

14 ページ、23 款 村債は、先ほど地方債の補正でご説明をした地方債の追加と変更

で、全体では 280 万円の増額となります。

続いて 15ページからの歳出についてご説明をいたします。

冒頭申し上げましたとおり、各費目にわたって職員人件費の補正がございますが、

これは４月人事異動に伴うものが主なものでありますので、説明は省略させていただ

きます。

15 ページ、議会費は人件費の補正であります。

16 ページ、２款 総務費、一般管理費でありますが、補償、補塡及び賠償金 17 万

3,000 円は、先ほどご報告をした交通事故の損害賠償金であります。

17 ページ、企画費の負担金 2,000 円は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議の負担

金の基準変更による増額であります。
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2255 ふるさと応援寄附金関連事業は新たに起こす事業でありますが、先ほど申し上

げたとおり本年度からふるさと応援寄附金のお礼として村の特産品や体験、サービス

などをプレゼントする考えで、その経費として当面 160 万円を予算化するものであり

ます。とりあえず今年度は最小限のメニューで試行的に実施しながら、今後、村内事

業者等にご協力いただいたり窓口体制を整えて、来年度以降、本格実施をしてまいり

たいと考えております。

次の 2257 村づくり事業でありますが、委託料 300 万円は、中川村の魅力を外、特に

都会に、都市部に向けて発信をし、村を訪れてもらったり中川村のファンを増やして、

交流人口、関係人口、定住人口の増加やふるさと応援寄附金につなげていくため、新

たなウエブサイトを構築するものであります。

19 負担金、補助及び交付金の負担金 30 万円は、日本で最も美しい村連合事務局職

員１名については、従来加盟町村からブロックごとで交代で派遣をしておりましたが、

今年度から関東中部ブロックから派遣をする予定でありましたが、派遣職員の確保が

できず臨時職員を雇用して対応することになり、関東中部ブロック 17町村で均等割で

その費用を負担するものであります。

補助金 152 万 3,000 円のうちコミュニティー助成事業補助金は、歳入でご説明をい

たしました中川村アートセッションに対する助成金 52 万 3,000 円と、空き家活用促進

事業は、新たに空き家改修等補助金の希望が上がってまいりましたので２軒分 100 万

円を追加するものであります。

2270 中川村 60 周年記念事業でありますが、これは、記念事業の中で計画をしてい

る村のプロモーション動画の制作について、当初は専門業者に委託を考えておりまし

たが、今年４月に採用した地域おこし協力隊員が着任前テレビ番組の制作会社で働い

ていたという経験もありまして、その経験と人脈を生かして協力隊を中心に自前で作

成とすることとしたため予算を組み替えるものと、美しい村連合加盟 10 周年記念事業

の音響機材等の使用料として新たに 10万 8,000 円を追加するものであります。

続いて、同じく企画費の 2282 地方創生拠点施設管理事業でありますが、平成 29年

度に整備をいたしました小平地区のお試し住宅の西側のり面が土はで崩れやすいため

土どめ工事を行うもので、84万 4,000 円を追加するものであります。

10 諸費、自治振興費補助金は 340 万円の増額でありますが、地区集会施設及び周辺

整備補助金につきまして当初 400 万円を予定しておりましたが、今年度、各地区から

の要望が多く出されてきたため増額をして対応するものであります。

15 のふるさと応援寄基金費 290 万 1,000 円は、歳入で見込んだふるさと応援寄附金

を当面基金として積み立てるものであります。

次の徴税費、住民基本台帳費、20 ページの民生費、社会福祉費は人件費の補正であ

ります。

飛んで 21ページの児童福祉費の旅費 5万 1,000 円は、県からの依頼によりみなかた

保育園で取り組んでいる信州型自然保育の事例発表とあわせて中川村のＰＲを金座Ｎ

ＡＧＳＮＯで行うことになり、そのための職員の出張旅費であります。
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役務費手数料 10 万円は、片桐保育園敷地内の樹木伐採処理の手数料。

備品購入費 6万 8,000 円は、未満児用のプールが破損したため更新を行うものであ

ります。

22 ページ、４款 衛生費、保健衛生総務費の職員給料の減額は、保健師１名が育児

休業に入ったため、その分の減額と新たに１名が産休に入る、産前産後休暇に入るた

め代替職員の賃金として 192 万 3,000 円を追加するものであります。

03 環境衛生費の委託料 1,000 万円につきましては、先ほどご説明をいたしました地

方公共団体カーボン・マネージメント強化事業に係るもので、専門業者に委託をして

公共施設のＣＯ２排出量等を再調査をして、村の地球温暖化対策実行計画の改定を行

うものであります。

償還金、利子、割引料は、片桐の村営墓地１区画の返還による還付金であります。

続いて 24 ページ、６款の農林水産業費、農業費でありますが、農業振興費、旅費

38万8,000円は都市部での農産物販売やＰＲ、就農相談等に係る出張旅費であります。

補助金 100 万円は、本年度新規事業として設けた中川村農業担い手支援事業補助金

でありますが、新たな事業要望があったため追加をするものであります。

05 農地費、農地総務費委託料 100 万円は、歳入でご説明をした小水力等発電導入支

援事業で１カ所の詳細調査を行うものであります。

団体営農地事業は、農地耕作条件改善事業、西原地区の農道舗装で、委託料と工事

費の予算の組み替えであります。

25 ページの農業集落排水事業は、農業集落排水事業特別会計への繰出金の補正で

100 万円の減額であります。

6107 農村災害対策整備事業負担金 247 万 1,000 円の増額は、県営事業片桐地区と千

人塚ため池工事の今年度事業費の増に伴う負担金の増額であります。

26 ページ、林業費の林業振興事業費、全体で 620 万円の追加でありますが、これは

歳入でご説明をいたしました県の森林づくり県民税木育推進事業と地域主導型自然エ

ネルギー創出事業及びふるさと財団の地域再生マネージャー事業に係るもので、木育

推進事業は小学校の木工体験、地域主導型自然エネルギー創出支援事業は望岳荘の木

質バイオマスボイラーの施設の設計業務、地域再生マネージャー事業は木の駅事業の

本格実施に向けた取り組みに係る費用を計上するものであります。

林道管理事業、工事請負費 250 万円の追加でありますが、この春、広域林道陣馬形

戦で路肩の崩落がありましたので、その補修工事を行うものであります。

27 ページ、７款 商工費でありますが、観光費の観光施設管理事業、修繕料 27 万

6,000 円は、陣馬形の森公園の給水施設の修繕料であります。

地場センター管理事業の使用料及び賃借料 163 万 9,000 円は、先ほど歳入でご説明

をしましたショッピングセンターチャオの改修に伴って、地場センター、村の施設の

地場センターの機能を旧農産物直売所たじまファームの場所に移したため、ＪＡの貸

付料と同額でショッピングセンター協同組合にその部分の使用料を支払うものであり

ます。
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工事請負費 231 万円は、チャオ駐車場の公衆トイレの男子トイレが和式のため利用

しにくいという声や、現実として汚されるケースが増えているため、夏の観光シーズ

ンを前に洋式化を行うものであります。

5942 のふれあい観光施設管理事業は 211 万 6,000 円の追加でありますが、報償費と

委託料は望岳荘のバイオマスボイラー導入に伴う施設改修、宿泊棟の耐震改修等、施

設改修を踏まえて、今後の施設運営と整備の方向性について検討をするための費用で

あります。

28 ページの工事請負費 166 万 4,000 円は、現在故障しております玄関の自動ドアの

修繕工事であります。

29 ページ、８款の土木費でありますが、道路橋梁費、道路橋梁総務費の賃金 134 万

3,000 円につきましては、職員１名より年度途中での退職申し出があったため、臨時

職員を雇用して補充をするものであります。

住宅費、住宅管理費、委託料 50 万円は、牧ヶ原の公営住宅の１棟でシロアリの発生

が確認されたため駆除を行うものであります。

30 ページ、９款 消防費、非常備消防費の需用費、修繕料 30 万円は消防ポンプ積

載車等の修繕料で、備品購入費 108 万円は宝くじ助成事業により山火事等の際使用す

る背負い式水のう 40機を購入するものであります。

31 ページの 10 款 教育費でありますが、教育総務費の 7004ＡＬＴ事業であります

が、現在着任をしているＡＬＴナイジェルさんが本年８月の頭で任期を終え退職する

こととなり、それに伴って、それ以降の報酬の減額と帰国する場合の旅費を費用弁償

として計上するものであります。後任のＡＬＴの確保につきましては、これまで県の

事業により紹介をしてもらってまいりましたが、スムーズにその地域や学校になじめ

る方もいれば、本人の希望と違ってトラブルを招く事例をほかでも聞いており、近年

は人材派遣会社からの派遣で確保している市町村が増えているようであります。また、

委託の場合は事前の研修や派遣後のサポート体制が整っており、なじめなかった場合

やトラブルがあった場合も途中での交代確保もできるということで、こうしたことを

踏まえて、８月以降につきましては業者へＡＬＴの派遣を委託する方向で委託料 300

万円を計上するものであります。

以下、学校給食費、社会教育費は人件費の補正であります。

33 ページ、11款の災害復旧事業費、公共土木施設災害復旧費 169 万 9,000 円の追加

でございますが、地方債の補正でご説明をいたしました単独災害復旧事業債により村

道３路線の災害復旧工事を行うものであります。

34 ページ、14款 予備費でありますが、予備費を 4万円増額をして収支の調整を行

うものであります。

以下、給与費明細書と今回の補正予算に係る調書を添付してございますので、ご確

認をお願いをいたします。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○建設水道課長 議案第４号及び第５号について提案説明いたします。
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まず議案第４号 平成 30 年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて提案説明いたします。

今回の補正は人事異動等に伴う人件費調整のための補正でありまして、歳出に係る

総務費の増額と補正額調整のための予備費を減額するもので、歳入歳出総額に増減は

ありません。

歳出は３ページをごらんください。

7801 総務費は職員手当を 2万 4,000 円増額し、４ページ、予備費を同額の 2万 4,000

円減額して収支調整をしたものであります。

続いて議案第５号 平成 30年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について提案説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ 2,400 万円を追加し、総額を 1億 6,300 万円とす

るものです。

歳入は、１ページにありますように分担金を 70 万円増額し、一般会計からの繰入金

を 100 万円減額します。

それから、三共地区下水道管路工事等により村債 2,430 万円増額を行います。

地方債の補正につきましては３ページをごらんください。

下水道事業債及び過疎対策事業債について追加及び変更をしております。

歳出は９ページをごらんください。

7901 総務費は、給料、手当等の増減に伴い 25万 6,000 円を減額し、7902 農業集落

排水建設事業は土地開発公社が進める小平地籍分譲予定地と三共地区に敷設する下水

道管路設計業務委託 260 万円と工事費 2,140 万円を計上し、11 ページ、予備費を 25

万 6,000 円増額して収支調整をしたものであります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから議案第３号から議案第５号までの質疑を行います。

質疑ありませんか。

○６ 番 （柳生 仁） 一般会計で 2001 の事故の対応ですけども、落下物、積み荷が落ちたっ

ていうことで、ちょっと運転手としてはまずいことかなあと、そんなふうに思いまし

た。今後そういった事故が起きないような対策はどのように考えているか、どういう

指導しているか伺いたいことと、もう１点、ふるさと応援基金が 300 万円ほど収入を

見込んでおって、貯金のほうを 290 万円ほどっていうふうに書いてありますが、返礼

品は 90万円となっていて、ちょっと素人判断、もらったお金と貯金と返礼品とのバラ

ンスがうまく見えないんで説明をお願いします。

○総務課長 交通事故の件でありますけれども、直接の原因は、荷台に長机を持って運んでいる

ときにロープで固定をせずに来たということが直接の原因でありまして、厳重注意を

したことはもちろんでありますが、すぐに各公用車軽トラックにはロープを配備をし

て、今後そういったことが起きないようにしているところでございます。

続きましてふるさと納税の返礼品の関係でありますが、まず総額 300 万円を目標と
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してこの事業に取り組みたいと、新たなものに取り組みたいということで計画をした

ところでございます。

それに対応しまして、歳出の関係でありますが、17 ページのふるさと応援寄附金関

連事業のほうにその分の歳出ということで見たところであります。300 万円を財源と

いいますか、300 万円に見合うものということでありまして、返礼品、通常３割をめ

どといいますか、上限と言われておりますので、その３割の 90 万円が報償費というこ

とで、いわゆるお礼、返礼品に充てる財源というふうにしたところでございます。そ

のほか、最初でありますので梱包資材あるいは募集のチラシ等が必要であるというこ

とから、その部分、資材とチラシで 50万円を計上したと、それから報償費、いわゆる

お礼とは別に、いわゆる返礼品を発送する費用として 20万円を見込んだということで

ございます。これにつきましても、送るものによって若干送料等変更があろうかとい

うふうに思いますので、この部分が変動するかなあということでありますが、300 万

円のうちの３割をいわゆる返礼品で、残り 70 万円が経費というふうにしたところでご

ざいます。

○議 長 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 これで質疑を終わります。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

まず議案第３号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

次に議案第４号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

次に議案第５号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

日程第 18 議案第６号 平成 30 年度中川村水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○建設水道課長 議案第６号 平成 30 年度中川村水道事業会計補正予算（第９号）について提案説明
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いたします。

今回の補正は人事異動等に伴う人件費調整のための補正でありまして、予算書本文

第２条にありますように収益的支出の予算額を 21 万 7,000 円増加し、水道事業費用の

総額を 1億 1,661 万 7,000 円とするものでございます。

収益的収入の補正は行いませんが、収支では収入が支出を上回っているため資金不

足となることはありません。

また、第３条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職員給与費

を 21 万 7,000 円増額し、1,760 万 8,000 円とするものです。

７ページ、予算実施計画明細書をごらんください。

収益的支出では、営業費用の総係費は手当等で 21万 7,000 円増額します。

以下、補正予算に関する説明書といたしまして予算の実施計画、予定キャッシュ・

フロー計算書、30 年度の予定貸借対照表、そして給与費明細書を添付してございます

ので、それぞれお目通しをいただきまして、提案説明とさせていただきます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩とします。再開は午前 11時 10 分とします。

［午前１０時５２分 休憩］

［午前１１時０８分 再開］

○議 長 会議を再開します。

日程第 19 一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

５番 中塚礼次郎議員。

○５ 番 （中塚礼次郎） 私は、さきに通告いたしました２問について一般質問を行います。

最初の質問は、歴史民俗資料館、そして周辺設備と資料館の保存資料の整備につい

てであります。

議会の一般質問でも取り上げられてきましたし、また課題とされてきた歴史民俗資
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料館とその周辺整備について検討のための予算づけがされましたが、歴史民俗資料館

は、建物の構造上、高齢者や体の不自由な方が利用しにくい点、また資料が保管され

ている場所も空調設備が完備されていないことなど、スペースも、展示のスペースも

少なく、催事展示にも大変な苦労をしている状況であります。現状の高齢者創作館な

どと一体となる誰もが活用できるものとして検討していく必要があるというふうに思

います。

そこで、施設の検討委員報酬と資料作成業務費としての予算が盛られました。検討

委員の設置と構成についての考えを聞きます。

○教 育 長 検討委員会では、施設利用者の意見を聞くことが利用の活性化につながるというふ

うに考えまして、関係団体からの代表者と学芸員など、事務局選出の委員で設置をし

たいというふうに考えております。人数は 10 名程度で現在調整中です。

○５ 番 （中塚礼次郎） 10名程度の委員構成ということであります。

それで、検討委員会での検討期間というのはどのくらいのめどを持っておられるか

という点についてお聞きします。

○教 育 長 検討委員会は最大２年間というふうに考えておりますけれども、次期総合計画に反

映させるためには、今年度中、外景取りまとめ場必要かなあというふうに思っており

ます。

○５ 番 （中塚礼次郎） 次にですが、歴史民俗資料館の建てかえを必要とする場合、現状で

は、駐車場から入館しづらいこと、それから道路に面しているが正面玄関前がすぐ狭

く道路となっておるという点から、通り過ごされる位置にあること、今後検討される

というふうに思いますが、現状をどのように把握されておられるかをお聞きします。

○教 育 長 現状については、ただいまのご指摘のとおりかと思います。

現在の施設利用者のほとんどの方は、あらかじめ学習のためなどの目的を持って来

館されております。観光施設のように急に寄っていただくという方は余りありません。

検討の際には、そのような現状や高齢者の利用も考慮して、バリアフリーについては

設計段階で組み込んでいく予定でおります。

○５ 番 （中塚礼次郎） ぜひ、そういう点を考慮して多くの人が利用しやすい施設というふ

うに検討を進めていっていただきたいというふうに思います。

それから、この歴史民俗資料館と周辺整備には多額な費用が必要になるというふう

に思いますが、国、県からの補助を受けられる事業として取り組めないかというふう

に思うわけでありますが、その点についての考えをお聞きします。

○教 育 長 現時点では将来構想の検討段階でありますので、費用については、まだお答えする

ところまで行っておりません。将来的に財源を確保する、そういう時点では、ご指摘

のとおり国や県などの補助制度を利用するということを考えておるわけでありますけ

れども、全国的に更新の需要も多く、また学校施設に該当をしていないために、現時

点では該当する補助事業は見当たらないところであります。周辺施設の建物すべてが

建築後 40 年を迎えておりますので、老朽化対策や機能拡大の改造、また新施設への更

新など、今後の検討事項として考えていきたいと思っております。
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○５ 番 （中塚礼次郎） 中川村合併 60 年の歴史はもちろんですが、それぞれの旧村の歴史に

至る貴重な資料が民俗資料館には保管されております。資料館の規模、構造上からも、

保管はされているものの、貴重な資料として生かされ切れない状態だというふうに思

います。資料館の建物構造にもかかわってきますが、膨大な資料が活用されるよう資

料整備をされるには、ある程度の年月をかけた取り組みが必要だというふうに考えま

す。その点についての考えをお聞きします。

○教 育 長 資料館の建物整備計画において検討し、単なる保管の保管庫ではなくて、活用でき

る施設を考えていきたいというふうに思っております。

また、学芸員による整理も、これ非常に重要で、また時間がかかるわけでありまし

て、時間については十分にかける必要を感じております。

○５ 番 （中塚礼次郎） 資料館の建てかえまでには相当な年数がかかるのではないかという

ふうに思うわけでありますが、資料の所蔵庫は、現在、空調完備がされていないこと

もあって、貴重な資料を保存する上からも、その間の間だけでも、簡易的でも空調の

設備が私は必要だというふうに考えるわけでありますが、その点についてどのように

考えるかお聞きします。

○教 育 長 工事までにはご指摘のように長い時間がかかるというふうに思いますけれども、諸

資料館等の収蔵庫の状況を調べて検討委員会で検討していきたいと思います。

○５ 番 （中塚礼次郎） 今後設置される検討委員会で、その点も十分考慮して検討を進めて

いただきたいというふうに思います。

保管の資料の中でも、特に中川村の貴重な兵事関係資料は全国的にも注目がされ、

過去にテレビでも特別番組として放送がされました。命令に従わず、当時の村担当者

により、処分がされずに貴重な資料として残されています。学校教育や生涯学習での

平和に関する面でこれらの資料が生かされるよう整備が必要ではないかというふうに

思います。教育委員会としての考えをお聞きします。

○教 育 長 兵事関係資料の中で、かつて「平和への誓い」という冊子をまとめさせていただい

ておりますけれども、その兵事関係の資料につきましては、展示館に具体物を展示す

ることで実際に見て学習を深めることができるというふうに思います。

今年度、中川中学校の２年生は、総合的な学習の時間の平和学習として初めて阿智

村の満蒙開拓平和祈念館へ見学に行くことになっております。その記念館には中川の

歴民館の資料も展示をされております。地元の歴民館でもこのような平和学習ができ

れば、戦争の現実をまさに身近な問題として学習できるようになることというふうに

期待をしているところです。

また、資料は収蔵しているだけでは見れないわけでありまして、それを写真に撮っ

てデジタル化して系統立てて資料化していくことも望まれるわけでありまして、現在、

閲覧希望の方が資料を写真に撮りたいという場合は、その写真をこちらにもいただく

ようにして積み重ねていくことにしております。資料でパネルにしたものもあります

ので、そういうものについてはリクエストに応じて外にも貸し出すことができるとい

うふうに思います。
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○５ 番 （中塚礼次郎） 大変貴重な資料でありますので、今お答えがありましたが、ぜひ大

切な資料として保管をされ、それが生かされるような方向に持っていっていただきた

いというふうに思います。

次の質問になりますが、牧ヶ原集会所建設についての質問をいたします。

３月の議会で平成 30 年度一般会計予算に計上された牧ヶ原集会所建設について議

会の予算特別委員会において予算を可決されましたが、附帯決議として「文化センター

東側の土地を将来の施設を集約する場所として位置づけ、建設予定地は文化センター

西側周辺に用地確保を求められたい。なお、文化センター西側周辺で用地確保が難し

い場合は、文化センター東側の土地の外周に用地確保を行っていただきたい。」という

ものでありました。

村内各集落の集会所においては既に耐震化とバリアフリー化がされており、地区住

民の要望としては早急の移転建設として求められているものであります。附帯決議内

容を含め、村の方向について８点ほどを考えをお聞きします。

まず最初でありますが、建設予定地とされている東側の土地は、将来の施設を建設

する場合に有効活用が難しくなるという意見がありますが、歴史民俗資料館とその周

辺の整備がされれば、今の村の人口推移から見ても統合施設や新たな施設の建設は相

当に難しいのではないかというふうにも言われております。この点について考えを聞

きます。

○村 長 改めてですね、予算特別委員会の附帯決議について、もう一度、再検討をさせてい

ただいたところでございます。

施設の西側に用地を確保することにつきましては、堀之内地区内、住宅、工場が混

在しておりまして、そのところに用地を確保するということであろうかと思います。

牧ヶ原の村営住宅からの位置関係、駐車スペースを伴う確保、接続する道路、こういっ

たところから検討を行ったところでございます。

それから、もう１点、西側に用地の確保が難しければ東側の周辺へというようなこ

とでございましたが、文化施設の東にありますテニスコート、これが一つ、周辺って

いうと考えられたわけでございますが、そうしますとですね、文化施設として今ある

まとまりの一角に食い込むことにならないだろうかということでございます。

この２点についてよく検討したわけでありますけれども、庁内の関係部署と教育委

員会事務局と協議をいたしました。やっぱり耐震化の集会施設、これは牧ヶ原地区の

１次避難施設にもなるわけでありますが、この整備につきましては、地区からの要望

でもありますし、最も優先される課題であるということ、それから、当該施設をつく

るに当たりましては社会教育ですとか村の行事等でも利用できるように地区との合意

があらかじめ進んでおりますので、その意味でも、適当な場所が今の元教員住宅の２

棟が建っていたあのスペースであるというふうに判断をしたところでございます。

公営住宅につきましては、当面、現状の場所で確保しながら、人口減少が進む中で、

建てかえの時期が来たときに、その時点での需要を踏まえて検討すべきというふうに

判断をいたしました。しかも、年度内に建設するために５月中に社会教育委員会にお
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いて説明をする必要があるだろうということで、実際、説明をさせていただいたとこ

ろであります。

まず、そういう前置きがある上でですね、今後の村の人口推移から、統合ですとか

新たな施設の建設は相当難しいんではないかということでございますが、今年度、教

育委員会においては、歴民館周辺設備の整備、この将来構想について検討していただ

くことになっております。これにつきましては、先ほど教育長がお答えをしたとおり

でございます。歴民館だけではなくて、高齢者創作館、縄文時代の竪穴式の住居の復

元、復元住居、茶室、武道館、それから、これは、もうコンクリートの建物なんです

けど、実際には、建築基準法上では、現在の法上では耐震基準を満たしていないわけ

でありますが、青年婦人会館、それから射場と的場の距離が不足しているんではない

かと言われております弓道場、それから、テニスコートが今現在２面あります。こう

いったものをトータルで文化施設のあり方を検討していただくというようなことで、

これから始まろうかと思っております。新たな施設を、そして必要がある施設をつくっ

ていく、いろんな意味で、そういうことをするよりも、これからはですね、やはり、

できるものであれば、施設の併用利用、こういったことができるんであれば、重点的

に考えていくというのは一つのおっしゃるとおりの方法だと思っておりますので、施

設の併用利用の面を重点として今後考えていきたいという考え方でございます。

○５ 番 （中塚礼次郎） 用意した一般質問の項目事項に沿って質問をしてきたいというふう

に考えて準備をしてまいりましたが、村長が大体結論的なことを言ってしまいました。

しかし、私のこれからの質問の内容は、この集会所をつくるに当たっての住民の人

たちの声として、そのことについてどう思うかということでありますので、重複する

部分がありますがお答えをいただきたいというふうに思います。

それでは、１問目をやりましたので、あともう７問ということで７つの項目につい

てお聞きしたいと思います。

文化センターの運動施設利用のための駐車場として、建設の予定地は必要という意

見があるわけでありますが、中川どんちゃん祭りを除けば文化センターでの 300 人規

模の催事の駐車場確保は現状で十分確保されておると、現状としての確保の必要はな

いのではないかというふうな意見もあるわけですが、この点についてお聞きします。

○村 長 質問をいただいたことに的確にお答えするようにいたしたいと思いますが、村民バ

レー祭、それから、昨日もありましたが中体連のバレーボールの会場としての利用、

駐車場の利用がどんちゃん祭りに続く意味で駐車場確保を考えていかなければいけな

い行事だというふうに思っております。今、議員おっしゃられたようにですね、社会

体育館周辺と、場合によっては中学校の敷地内で何とか収まります。そういう意味で、

ちょっと余談になりますけれども、300 人あれば大体のことが駐車場は確保できるだ

ろうと、これからの大きな集まりも何とか対応できるんではないかというふうに考え

ております。

○５ 番 （中塚礼次郎） 将来ですね、少子化によって東西の小学校が統合しなければならな

いようになった場合、小学校の建設予定地として確保が必要ではないかという意見も
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あるわけでありますが、耐震化もされており、どちらかの小学校を利用することがこ

れからの村の財政上からも必要だというふうに言われております。この点についてお

聞きいたします。

○村 長 少子化が進みますと、当然、人口減少につながります。そして、財政規模も縮小し

ていくと、そういう自治体運営をこれから想定をしなければならないというふうに想

像します。今、小学校２校ありますけれども、おっしゃるとおり耐震化はされており

ますので、もしですね、仮に、これから人口が、子どもの数が非常にどんどん減って

いくということになった暁にはですね、既存の小学校の教室をフルに活用する、こう

いうことで教育ができるということになれば、新たに、そういう意味ではつくってい

くということは、ちょっとまず考えられないだろうというふうに思います。新たな小

学校をつくる必要は、既存の小学校２校が別用途に利用すると、されるというふうな

ことが生じれば、どこか１カ所に新たなものをつくるっていうことは当然考えられる

わけでありますけれども、別用途に利用するという必要が生じて初めて、この話は机

上に上がってくるんではないかというふうに思っております。これは、統合して１つ

の小学校にしますよということを前提に申し上げているわけではなくて、フルにある

ものを活用していくという前提で考えていくということでございます。

○５ 番 （中塚礼次郎） 建設予定地を西側周辺という意見があって、そのことについて冒頭

のお答えで村長が触れましたので、これは質問、お答えはいただいたということであ

りますが、西側の用地が確保できない場合に文化センター東側の土地周辺ということ

で、テニスコートを含む場所がよいのではというふうな意見もあるわけであります。

体育・運動施設としてテニスコートは必要だというふうに私も考えるわけですが、教

育委員会としての考えをお聞きします。

○教 育 長 現在テニスコートは、多くはありませんけれども利用されております。今年度ひび

割れ等の補修を行い、利用は、現状、十分利用可能な状態になっております。

スポーツは、やはり時代によって、利用が多いときと、それから少ないときという

ふうにあるわけではありますけれども、生涯スポーツの観点からは、テニスは、やは

りこの先も外せないスポーツではないかなあというふうに考えております。

○５ 番 （中塚礼次郎） 関連になりますが、テニスには硬式とソフトテニスがあるわけであ

りますが、教育現場として多く取り入れられているのがソフトテニスであります。ソ

フトテニスにかわり硬式のテニスがこれから取り入れられるようになってくるんでは

ないかというふうなことも言われるわけでありますが、現状のテニスコートの活用は

さらに必要度が増すというふうに考えるわけですが、その点はいかがでありますか。

○教 育 長 ご指摘のように、中学校の学習指導要領の改定が今年度から進められていくわけで

あります。次第に内容が示されてくるというふうに思いますけれども、将来、硬式テ

ニスが中学校の学習指導要領にもし入ってきたとしましても、必ずそれを取り入れる、

授業に取り入れなければならないということではなくて、ネットを使った例、幾つか

の中から選択をして授業をするというふうになっていきます。テニスの場合は、同時

にコートに立てる人数がダブルスでも４人ということで限られてしまいますので、授
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業で扱うことは難しいというふうに考えています。

また、現在のようなハードコートは、ひざに負担がかかることから、中学生には不

向きであるというふうにも言われております。部活動では硬式テニスをやっている学

校もありますけれども、現状のテニスコートは生涯スポーツの観点で考えていこうと

いうふうに思っております。

○５ 番 （中塚礼次郎） 次にですね、建設予定地が村所有の土地であること、それから牧ヶ

原地区住民の総意であること、また、施設、駐車場も含めて地区の理解により村とし

ての利用も可能なことも言われておるわけでありますが、その点の確認の状況をお聞

きしたい。

○村 長 地区集会施設の利用が最初にまずありきでありまして、使用しないときについては、

公民館事業ですとか教育委員会関連の事業、また村の事業、体育行事での一時的な利

用につきましては、牧ヶ原地区はおおむね合意を、地区とは合意を得ております。

○５ 番 （中塚礼次郎） 牧ヶ原地区の理解も得て十分な活用ができればというふうに思いま

す。

牧ヶ原集会所の建設地として、将来的な見通し、建設にかかわる費用の面、新たな

土地確保の面や集会所施設として先延ばしができないことから、予算に計上された建

設用地に建設すべきというふうな声もあるわけでありますが、このことにつきまして

は最初の答弁で村長が触れられておりますので、予算に計上された現在の土地に建設

を考えておるというお答えをいただきました。村の村としての考えをお聞きしたわけ

でありますが、新しい牧ヶ原集会所施設が地区住民のよりどころの施設として、また

災害時や牧ヶ原地区住民の新たな活動の拠点として早期の完成を望み、私の一般質問

を終わらせていただきます。

○議 長 これで中塚礼次郎議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩とします。再開は午後１時といたします。

［午前１１時３６分 休憩］

［午後 ０時５９分 再開］

○議 長 会議を再開します。

休憩前に引き続き一般質問を行います。

３番 松澤議員。

○３ 番 （松澤 文昭） ３月議会において、中川村の人口減少に関する提言より、リニア中

央新幹線・三遠南信自動車道開通後の将来ビジョン並びにビジョン作成におけるプロ

セスの重要性について議論をいたしました。引き続いて、中川村の人口減少に関する

提言に関する村の今後の方針について、パート２ということで、議論の中で課題となっ

た事項及び中川村の人口減少に対する具体的な政策について村の方針をお聞きします。

中川村では、人口減少対策としてお試し住宅、お試しシェアハウス、村営住宅の建

設等の施策が進められております。これらの施策は、短期的な移住政策としては効果

があると考えますが、来てくれ来てくれの戦略だけでは一過性の施策になってしまう

と考えております。移住者から中川村を長期的に選ばれる地域にすることが重要であ
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り、産業だけでなく、あらゆる分野で新しい組み合わせによる新たな価値を中川村全

体で生み出していく政策が必要だと考えます。そのためには、ビジネスの場としての

中川村の地域活用を高めることが必要であり、あらゆる分野で新しい組み合わせを検

討して働き方に革命を起こす地域にすることが重要だと考えます。

そこで、議論の中で課題となった事項及び中川村の人口減少に対する具体的な施策

について村の方針をお聞きします。

まず、３月議会の中での議論の中で課題となっている事項についてお聞きをします。

３月議会の中で、政策提言の職員への内容説明、共有化についての質問の中で、課

長会の中で協議、議論を行っていきたいと答弁がありました。課長会での協議、議論

が実施されたのか、実施されたとすれば、どんな議論がされ、村政のどのように反映

されるのか、村長にお聞きをします。

○村 長 ３月１９日の回数で言いますと第 22回の課長会であります。提言をいただきました

中川村の人口減少対策に関する提言、これを改めて話題にいたしました。ものすごい

長い時間というわけにはいきませんでしたが、ポイントというのは幾つかあろうと思

いますけれども、移住を進めて定住化を図ること、これに尽きるだろうということに

なったわけでございまして、具体的にはですね、企画委員会っていうものがございま

す。その中でこのテーマについて考えていくというふうに振りまして、ことしになっ

て企画委員会の中で議論をしておるところでございます。

議会からいただきました提言の内容につきましては、平成 27 年度に作成して現在進

めておりますまち・ひと・しごと創生中川村総合戦略に盛り込まれている政策に関連

するものが非常に多いというふうに考えておりますし、課長の中での認識もそういう

ふうだったというふうに考えておるところでございます。人口・定住対策を効果的に

進めるという観点から、４月から総務課の中に企画広報係を村づくり係に変更をいた

しまして事務事業の見直しも行っておるところありますし、空き家利用の今後の利用

促進のための新しい新たな制度など、議会から３月議会で提案をいただいております

ので、こういったことも参考にしてですね、検討をしていくことというか、企画委員

会で検討に入っておるということでございます。

○３ 番 （松澤 文昭） 一応、課長会の中で議論をされたということであります。それで、

ほとんど今話の中では、今までの計画の中に盛った内容ということでありますけれど

も、私個人的にはもっと違う発想ならいろいろ考えておるわけでありますので、その

点につきましては追々これからの中で議論していきたいと思うわけでありますけれど

も、いずれにしましても、このことは非常に重要な、中川村にとって重要な政策のポ

イントになると思いますので、もう少し幅広い中で議論を行ってもらいたいなと思う

わけであります。それで、これから随時その内容について考え方をだんだん詰めてい

きたいと思うわけでありますけれども、もう一つ、３月議会の議論においてリニア中

央新幹線・三遠南信自動車道開通後の中川村の将来ビジョンの必要性について議論を

行ってきたわけでありますけれども、今現在、中川村に設置されておりますリニア中

央新幹線対策協議会では、今のところ環境保全が議論の中心となっておりまして、こ

38

のリニア対策推進協議会につきましては、今後もこの環境保全が議論の中心になるだ

ろうというような考え方を持っております。

そこで、リニア中央新幹線・三遠南信自動車道開通後の中川村の将来について、こ

の策定のプロセス、課程を大事にするような新たなプロジェクトの立ち上げが必要で

はないかということで、そのことを立ち上げて中川村の第６次総合計画に反映させて

いくことが私は必要じゃないかというふうに考えておるわけでありますけれども、村

長の考えをお聞きをしたいというふうに思います。

○村 長 前回の３月のときにもご質問いただきましたが、リニアの開通と三遠南信自動車道

路の延伸、これにつきましては、今のところ、その時間的な経過は第６次総合計画の

基本構想の後期の計画ですか、後期計画の終わるころになるんだろうというふうに

思っております。これを見据えた中で、どういった村をつくっていくか議論をしてい

くっていうことと――議論をしていきたいということで前回の質問にはお答えをした

予定でございますけれども、特別に、そのプロジェクトを立ち上げていくということ

よりも、今現在では、副村長、総務課長、それから村づくり係長との間でですね、第

６次総合計画の基本構想と基本計画の策定の進め方について今議論をしておるところ

でございまして、その相談をしておる中身はですね、従来のその住民意識調査のほか

に、住民の意見やアイデア、直接聞く場として住民参加によるワークショップ、これ

はテーマ別になるかどうかわかりませんけれども、こういったワークショップを開催

していく、そのときに、こんな村にしたいと、こうすべきだという、そういう思いが

出てくるんだろうというふうに思うわけでありまして、これらを構想の中では提起し

ていく、反映させていくという、こういう手法を今取り入れるっていうことを考えて

おるわけであります。人口減少が予想されるということでありまして、10 年先ではな

くて 30年先のありようを想像して向こう 10年のスケールで考えていくということも

大事だと思っておりますので、これから先の 10 年は、リニアの開通、それから三遠南

信自動車道の延伸を迎えるときの中川村の姿がポイントにはなると思います。職員の

発想やアイデアを生かすということにつきましては、構想を具体化していくのが基本

計画でありますので、そういう中に反映できるように議論をしていきたいということ

で考えておるところであります。手法としては、くどくなりますけれども、企画委員

会に委ねて専門検討組織、いわゆるプロジェクト組織検討で具体的、具体化していくっ

ていう手法は、今のところ、その第６次総合計画の中で、９年とも言われております

リニア開通、それを見据えた中でどうしていくかっていうことは、ちょっと、とりあ

えず、そちらの場には考えていないと――失礼。プロジェクト検討組織で具体化する

という手法は、今で考えている限りでは、そんなようなことでございます。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、策定のプロセスを大事にしたプロジェクトの立ち上げ化の必

要性については次の点があるかなあと、一つはね、次の点にあるかなあというふうに

考えておるわけでありますけれども、私、よく仕事の進み方の基本はＰＤＣＡサイク

ルにあると言われておりますけれども、その中でよくＰＤＣＡサイクルを回せという

ようなことをよく言われておりますが、組織は、実際としてはなかなか動かないのが
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現状だと思います。その要因は、最初のプラン、Ｐの部分の計画づくりに問題がある

んではないかなというふうにいつも考えておるわけであります。そういう中で、この

策定チームの中でどこに問題があるかというようなことを、それを取り上げ、それを

テーマにしようとするから問題があるわけでありまして、ネガティブな後ろ向きな課

題をテーマにして解決方法だとか取り組みをする方法を考えるために、どうしたいか

と、どうしたいかということがないので、実行へのモチベーションが上がらなくなっ

てしまって計画ができないということで、したがって、計画はポジティブな明るい要

素を取り上げてみんなが前向きに取り組もうとするビジョンづくりが私は計画達成の

カギを握るというふうにいつも考えておるわけであります。したがって、先ほども申

しましたように、リニア中央新幹線・三遠南信自動車道開通後の中川村の将来につい

て、現状の分析、あるいは将来予測を的確に行う中で、ポジティブな要素を取り上げ、

みんなが前向きに取り組もうとする新たなプロジェクトが必要だと私は考えているわ

けであります。改めて村長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。

○村 長 このものにつきましては、リニアの後こういうふうにしたいという、こういうふう

になってほしいという、その住民の皆さんの意見っていいますか、そういったものを

構想に反映していきたいということは申し上げたところでありますので、じゃあ、そ

ういうふうになるために具体的に基本計画の中でどういうふうに具体化してくかって

いうことについてはですね、前向きといいますか、それに向けて、じゃあどういう整

備をしていったらいいのかということは、観光の面でもそうでしょうし、いろんな分

野で、計画づくりの段階では、ネガティブというか、実現、こうすれば実現できるん

ではないかというための計画というか、目標をつくっていく、それに向けて計画をつ

くり、実施をしていくという、そういう立場で物は考えていきたいとは思います。

○３ 番 （松澤 文昭） もう一つ違う点で、今の中川村第６次総合計画の策定に関しまして、

その新たなプロジェクトの立ち上げの必要性についてちょっと村の考えをお聞きした

いなあと思っていることがありまして、総合計画の作成に関しましては、行政として

は一部の部署や職員がたたき台をつくって、あとは審議会等で検討して色づけをして、

短時間に効率的に計画策定ができることが一番理想だと思うんですけれども、前々か

ら私が申しておりますように、策定のプロセスを大事にして、時間を費やして村民と

議論をして、多くの人からビジョンだとかアイデアを募り、計画に反映させることが

私は村の活性化につながると、この部分に私は時間を費やすべきだと、先ほど申しま

したように、プランの部分に時間を費やすことが私は計画達成のもとになるというふ

うに考えておるわけであります。

それから、昨今、住民の行政に対する無関心化が進んでおるということがよく言わ

れております。地方議会でも無投票当選が増加しておりまして、この傾向は小規模な

市町村から市へも広がりつつあるということであります。深刻化する議員のなり手不

足に対しまして、喬木村では夜間や休日の議会が開催され、伊那市市議会でも魅力あ

る議会づくり検討会が設置され、無投票を防ぐ対策が検討をされております。その要

因としてさまざまなことが言われておりますけれども、人材難、議員報酬、議員定数、
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時間的な制約など、いろんな要因が指摘をされておりますが、私は、議員のなり手不

足の原因は指摘されている要因以外にもあるんではないかなというふうにいつも考え

ております。といいますのは、現代社会においては、ほとんどの家庭で企業に勤める

ようになっております。それも、夜間業務が増える中、近所の人たちとも顔を会せる

機会が極端に減っておるのが現状かと思うわけであります。そして、普段の生活に手

いっぱいの状況というのが今の村民の状況かなあと思うわけであります。したがって、

地区行事への不参加、行政への関心低下につながっており、お任せの体質になってい

ると私は考えております。一昔前までは、農業主体の経営が行われており、青年団活

動、地区行事、お祭り等には全員が参加し、さまざまな議論がされ、自然にリーダー

が生まれてくる環境が整っており、その中から議員だとか村長への候補者が生まれて

きたと考えております。したがって、中川村の活性化を図るためにも、計画策定だと

かビジョン策定において村民の多くが議論に参加できる場を設け、新しいビジョン、

アイデアを取り組む必要があると考えます。特に、平成 32年度から始まる中川村第６

次総合計画策定を村民が村政への関心を高める好機と捉え、リニア中央新幹線・三遠

南信自動車道開通後のビジョン、アイデアを住民懇談会等での議論、村の外郭団体、

消防団、各種の婦人会組織、老人会、中学校のクラス単位で議論をし、議論をした中

から生まれたビジョン、アイデアを新たなプロジェクトで協議し、それをフィールド

バックして、その繰り返しの中で議論を積み重ねていくと、そういうことをすれば、

村民の村政への当事者意識が高まり、村政への関心も高まり、その議論の中からリー

ダーが生まれてくるというふうに私は考えております。したがって、先ほどから申し

上げておりますように策定のプロセスを大事にする新たなプロジェクトを立ち上げ、

多くの村民が将来ビジョン作成の議論にかかわり、そのビジョン、アイデアを第６次

総合計画に反映されるようにすれば村の活性が図れるというふうに私は考えておるわ

けでありますけれども、その点を踏まえて村長に改めてプロジェクトの立ち上げの必

要性についてお聞きをしたいというふうに思います。

○村 長 これについては、積極的な提案ということでお聞きをしたいわけですけど、今まで

も、例えば職能というか、職域割といいますかですね、そういうところからいろいろ

ご意見を吸い上げて反映をしてくる手法は持ってきたかと思うんです。

おっしゃるとおり、今回の総合計画については、一番の根本は、基本構想と基本計

画の一番の根本は、やっぱり 10 年 20 年、10 年先の、そのリニアとか三遠南信ってい

うことももちろん大きな山でありますけれども、その先をやっぱり考えた上で、中川

村、これから人口は減っていきますよっていう中で、どういうふうな村づくりをして

いくかという点でのやはり計画になろうと思いますから、先ほど言いましたのは、テー

マ別といいますか、そういう形でワーキンググループをつくってですね、何回も会合

を重ねる中で、そういう中でのこんなふうな村にしたらどうかと、こういうようなこ

とをですね、議論していただきながら基本構想に反映していくという手法はとりたい。

ただ、今、松澤議員おっしゃったようにですね、手法の、そのどういう方法がいいかっ

ていうことはもちろん考えなきゃいけませんけども、住民の皆さんの意見をできるっ
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ていうか、しっかり受けとめつつ、もう一つは、従来はですね、今までの計画の延長

をもとに、ベースにしてたたき台をつくって、これを住民の皆さんにこんなふうにし

たらどうですかという形で行政のほうからお示しをしていくというようなことが多

かったわけでありますので、ちょっとこの手法は余りよろしくないだろう――余り

じゃなくて、もう古いというか、よくないと思っておりますので、その点は、やっぱ

り直していきたい。それと、やっぱり、よく言いますとおり、今のところ考えられる

のは、示した案については、いろんな方の意見をですね、しっかり反映するように、

何ていいましたっけ、パブリックコメントっていうんですか、ああいう手法は、やっ

ぱり持っていく必要があるだろうと思っておりますので、そういう意味で、今までと

は、やり方は、やっぱり変えたいとは思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、とにかく村民を巻き込んでいくことが重要であると、村民に

議論してもらって、村政に対して関心を高めてもらって、当事者意識を持ってもらえ

ば、そして自分たちが考えたことが総合計画の中に反映されるということになれば、

それ自体も含めて「ああ、私がやってきたことがここに反映されたんだなあ。」ってい

うこともわかって、村政への関心も非常に高まってくると思いますし、先ほど申しま

したように、私は、これからは村民が主導していく、やはり村づくりっていうのは必

要だと思いますので、リーダー育成っていう視点がものすごい大事だと私は思ってい

るんですよね。どんなものに対してもリーダー、リーダーが重要なキーポイントを握っ

てくるというふうに私は考えておりますので、そういう意味では、先ほど申しました

ように、一昔前までの、議論し合って「ああ、あれは将来のリーダーだなあ。」ってい

うような人たちが出てくるようなことを村が今度は考えていくことをしないと、今の

この現代社会においては、なかなかそういう議論の場がなくなってしまって、リーダー

と思われる人が見えてこないことが今の村の活性化につながってこないんじゃない

かっていうふうに私は思っておりますので、もう検討してもらうことを、ちょっと約

束をしてもらって、これ以上は、もう、このことにつきましては言いませんけれども、

一応、私はこういう考え方を持っておりますので、また、それも含めて課長会等で検

討してもらえばありがたいなというふうに思っております。

それでは、引き続いて具体的な政策についてだんだんと議論をしていきたいと思う

わけでありますけれども、先ほどの前段でも申しましたように、中川村でも人口減少

対策としてお試し住宅だとかお試しシェアハウスだとか村営住宅の建設等の施策が進

められております。この政策につきましては、短期的な移住政策としては、私は効果

があるというふうに思いますが、やはり来てくれ来てくれの戦略だけでは一過性の施

策になってしまいまして、やはり中川村の魅力を明確にして、その魅力を高め、中川

村に来たいというような村づくりが必要だと考えているわけでありますけれども、村

長の考えをお聞きしたいというふうに思います。

○村 長 中川村の魅力を外にっていうか、出してですね、来てもらう、みずから選んでもら

うということは、確かに大事だというふうに思っております。なぜかっていうと、ど

この町村も、私のところへ、ぜひ、ここが売りだでどうですかということでやってお
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りますので、そういう中では非常に、競争が非常に高い中での戦いといういい方はあ

りませんが、取り組みが必要だというふうに思います。

お試し住宅ですとかお試しシェアオフィス、それから村営住宅につきましても、確

かに移住してきたりするという段階では、一過性ではあるかと思います。一過性でも

ですね、来てもらって、気に入って定住をしてもらう、こういうことで考えたのが、

一つは、久しぶりでありますけれども小規模での分譲地開発をしてきたということで

ございます。

それと、最近言われているのがですね、よく関係人口っていうのを増やしていくの

が、直接、私たちがいて、都会といいますか、人たちがいてという中で、その両方を

行き来したりつないだりする、そういう人口をうんと増やしていくと、これが、やっ

ぱりこちらへ目を向けてもらったり、一旦じゃあ中川へ来てみようっていうような、

これを呼び覚ますっていいますか、そういうふうなことが言われておるわけでありま

して、例えばＮＰＯ法人の伊那里イーラが行っている企業研修があるんですけど、こ

ういう受け入れなんかも通じてですね、こちらの中川はいいところだなっていう形で、

もしかしたら、その企業が来るかもしれないし、あるいは、その企業にお勤めの方が

こちらへ来て住んで、その企業との仕事のやりとり、やりとりの仕事は、仕方はいろ

いろ今ネットを使ってという仕事もあるでしょうし、そんなようなことを考えており

ます。そのためにですね、今回、おっしゃるとおりでありますので、予算、補正予算

を計上したブランドサイトの構築、こういったものですと、ふるさと応援基金、応援

寄附金なんかは、ファンを増やしていくという取り組みの中では必要だと思ってつ

くっておりますので、おっしゃるとおりの方向が必要だということは考えております。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、今やっている施策が決して間違っているとは思わないんです

が、それをどういうふうにして今度は選ばれる中川村にするかということを考えてい

く必要があるなと私は考えているわけであります。

そこで、次にも書いてありますけれども、今後必要な施策っていうのは、私は、移

住者から中川村が長期的に選ばれる地域にすることが重要であるというふうに私は考

えております。この中川村の地域でイノベーションを次々とつくり出すことが大事で

あって、産業だけでなくて、あらゆる分野で新しい組み合わせ、単純に、単純にお試

し住宅だとかお試しシェアハウスだとか村営住宅だけではなくて、いろんな組み合わ

せを模索して新たな価値を中川村全体で生み出していくことが重要だというふうに

思っております。そういう意味で、後ほどまた議論をしますけれども、そのパーツ、

ものになるパーツっていうのが中川村にたくさんあるだろう、豊富にあるだろうとい

うふうに考えておるわけでありますけれども、その点について村長の考えをお聞きし

ます。

○村 長 今までの考え方では、確かにっていうか、私どもが気づかないこと、中川村に住ん

でいる私どもが気づかないよさ、パーツとおっしゃいましたけれども、そういったも

のについては、やっぱり都会から来た皆さんといいますか、例えば、今も話をしてお

るんですけれども、東京の企業、実は、そのブランドサイトを立ち上げる必要がある
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よと、魅力をどういうところに感じていくか、こんなような企画が必要ですよってい

うことも提案をいただいているんですけど、そういう中で気づきをしっかり起こして

いきたいというふうに思っておりますし、そういう、その何か異質のものの組み合わ

せを都会の皆さんは非常におもしろがったりというか、中川村だからこそ、こういう

ことができるっていうようなことを求めて来るのかもしれません。ちょっと、それは

ですね、具体的には申し上げられませんけれども、そんなようなことで考えておると

ころでありまして、非常に、イノベーションというふうにおっしゃったんですけど、

ちょっと想像し切れないことがこれからは起き得るかなと、うまい展開によっては、

そんなように、ちょっと今のところそんな認識でしかおりませんので、パーツをとい

うふうに言われても、ちょっと申しわけないんですが、そんな認識でございます。

○３ 番 （松澤 文昭） パーツのことにつきましては、また後ほどもう少し議論をしていき

たいというふうに思っております。

それで、先ほど計画最低のことの中で情勢判断だとか将来予測のことを言ったんで

すけれども、私は、計画策定、計画を進める前段階としまして、中川村の現状につい

て情勢判断を的確に行うことが必要だというふうに考えております。特に、人は危機

的な状況になりますと思考停止に陥ってしまうということで、危機的な事態が想定さ

れますと、最適な対処方法を考えることをやめてしまうということがよく言われてお

ります。中川村も将来的に人口が非常に減る、あるいは年少人口が非常に減るという

ような情勢も、情勢分析も出ているわけでありまして、そういう中で、現状だけを見

ると漠然とした捉え方しかできませんけれども、中川村の将来人口について、過疎化

の現状をむしろ受け入れちゃって、そして将来から、未来から逆算すれば、今やるべ

き中川村の状況が見えてくるんじゃないかなと私は考えておるわけであります。その

点について村長の考えをお聞きしたいというふうに思います。

○村 長 過疎化の現状っていうこともそうなんですけど、今までずっと過疎状態ではありま

したが、ここへ来てですね、やはり日本全国の人口が減るっていう衝撃的な発表があっ

たわけですが、よくよく考えてみると、生まれてくる団塊の世代といいますか、の一

端、そのふくらみが、また子どもたちを多く生みという、こういう流れがずっと、こ

ういうやつがあったと思うんですが、これが統計学上で見ると、もう明らかに先細り、

それと、平均寿命も団塊の世代がという、一定年齢、何ていいますか、平均寿命まで

到達すると、それからもうどんどん高齢者の人口も減っていくと、こういうことが言

われていますので、こういう現状についてはですね、認識をしておるつもりでありま

すので、何ていいますか、これからの基本構想とか基本計画っていうのは、先ほども

申しましたとおり、この 10 年先っていうよりも、もう将来にわたって 20 年とか 30

年先のことを考えた上で、やっぱり今こういうふうにしていくべきだ、手を打ってい

くっていうことは、おっしゃるとおりだと思っています。

○３ 番 （松澤 文昭） 私が一番今懸念をしているといいますか、将来予測の中で危機感を

持っておりますのは、中川村の年少人口、０歳～14歳の人数であります。これ、日本

創成会議の推計人数によりますと、平成 52年には 377 人になってしまうということで
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あります。これ、１学年当たりに換算しますと 25 人～26 人の生徒数になると予測が

されておるわけであります。したがって、中川村には東西２つの小学校があるわけで

ありますので、１学年平均の生徒数は 12 人～13 人になってしまうというようなこと

になるというふうに考えられます。もちろん、西のほうが若干多くなって、東のほう

がもっと少なくなる可能性が大きくなると思いますけれども、したがって、このこと

を深刻に受けとめる必要が私は先ほど申しましたようにあるんではないかなというふ

うに思うわけであります。年少人口を増やすために、子育て世代である、やはり 20

歳代～40 歳代の若者世代の移住に焦点を当てる政策が私は中川村に必要だろうとい

うふうに考えております。中学校で１学年 36人以上になると２学級になることを考え

ますと、安全性を見て１学年当たりの目標生徒数を 40人とすれば、親子４人、夫婦プ

ラス子ども２人のモデル世帯を毎年７世帯から８世帯移住してもらわないと、先ほど

言ったような中学校で１学年当たり２学級にすることにならないというふうになりま

す。したがって、中川村の移住政策として重要なのは、移住希望者全体を考えるんで

はなくて、もちろん移住希望者全体を考えることも必要でありますけれども、特に子

育て世代である 20 歳代～40 歳代の若者の世帯の移住に焦点を当てるべきだろうとい

うように考えておるわけであります。村長のお考えをお聞きしたいというふうに思い

ます。

○村 長 今お話にあったことは、議会から提言をいただきました人口の、何でしたっけ、中

川村の人口減少対策に関する提言の中でも触れられておりましたので、それは私も読

んだところでありますけれども、そのことについては理解を、深刻だなあということ

になるぞということで理解をして――理解をしていきたいというか、理解をします。

これから 20 歳～40 歳代の若者が、やっぱり家族を持って働き盛りである若い人が

移住すれば、村に活気も出てくるだろうし、産業も関連したものがですね、元気にな

るだろうというふうに――いうことは想像します。何よりもですね、年少人口の急激

な減少、急激なっていうか、このままいくと、やっぱりこういう、何か一次曲線みた

いに、こう下がっていくわけですよね。そういうふうな減少をですね、その角度って

いうか、それを、一次曲線のそのＸの部分のＡの字をちょっと小さくする、こういう

ようなこと、つまり鈍化をさせるといいますか、そういうことでは効果があるんでは

ないかなというふうに考えておりますので、これからまた、いろんな提言の中ではで

すね、もちろん総人口も大事ですけど、特にやっぱり新しい皆さんが、中川へ結構住

宅を探して来る皆さん、見ていると若い方が多いので、そういう点では要望もあろう

かと思いますので、そういうところとうまくマッチングするような具体的な施策は

とっていく、そのためにできるだけのことを考えていくということは当然のことだろ

うというふうに思っています。

○３ 番 （松澤 文昭） そこで、先ほど申しました子育て世代である 20 歳代～40 歳代の若

者世帯の移住をどういうふうに施策として結びつけて実現をしてくかということにつ

いてこれから聞いていきたいと思うわけでありますけれども、中川村は、自然環境に

は恵まれておりますけれども平たん地が少ないということで、工業用水の確保が厳し
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い中、大規模な工場誘致は厳しいのが現況だと思うわけであります。

しかし、現在は情報社会ということで、新しい働き方を求める企業、働く場所を選

ばない企業が多く存在します。これらの企業は、災害に対するバックアップセンター

機能として交通アクセスがよくて豊かな自然があり、情報通信網が整備されている地

域を探しております。例えばサテライトオフィス、それからベンチャー企業、あるい

は研究機関等があろうかと思いますけれども、これらの企業は、ビジネスの場として

の中川村の地域価値を高めてやれば、自然に中川村に集まってくるんではないかとい

うふうに私は考えております。村長のお考えをお聞きします。

○村 長 サテライトオフィスについて言いますと、やっぱり結構というか、都市部にどうし

ても、まだまだ都市部のほうに集まっていますし、シェアオフィスについてもですね、

いまだに都市部のほうが実は人気があるという話がある、講演でお聞きをしたことが

あるんですけれども、理由とするとですね、同業者の方ですとか、さまざまな業種の

人たちと情報交換や連携が図りやすいと、都会のほうがですね、それで、そのことに

よって新たな仕事につながっていくということに価値を見出しているんだろうと思い

ます。いろんな意味でですね、企業に出勤しなくても一定の集まりができますサテラ

イトオフィスでの仕事、企業に出勤せずとも自宅と会社をインターネット通信ででき

る仕事など、今ありますので、中川村の環境を生かした仕事を選択してもらうといっ

たときに、かなり創造力を求められるとか、そういった業種になるのかなあって勝手

に判断するんですけど、何となく根拠が薄いわけでありますけれども、職種が限定さ

れるかとは思いますが、通信網の能力ですとか、中川村の景色とか環境を考えて、企

業が中川村を選んでもらえるような仕組みづくりをしていくっていうことは大事だな

あっていうふうに思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、先ほどのパーツっていうことで言うと、後ほどもう少し議論

はさせていただきますけれども、中川村にパーツはあるよって言った基本のベースの

中に、私は２つあります。といいますのは、中川村、今、美しい村連合に入っており

ますので、自然の豊かさはありますよね。一つは。それから、９年後には一応リニア

中央新幹線の開通が見込まれておると、あるいは三遠南信自動車道の開通が見込まれ

ておると、そうすると交通の便は非常にアクセスがよくなるわけですよね。ですから、

私が考えておるのは、先ほどから言っておりますように、そのベースになるものが２

つあるんですよね。それにもっていって中川村の地域価値を高めるような施策をして

やれば、それでもう３つの、３つのパーツの組み合わせができるわけですよね。そし

て、そのほかに、また、私は次の後半でまた違うパーツの考え方も出しますけれども、

そういうものを組み合わせることによって、一つだけでは他の市町村と同じようなこ

とをやっているんですけれども、それらを組み合わせることによって「ああ、中川村

は違う価値でビジネスの場としての中川村の価値を高めているんだな。」あるいは、後

ほど申しますけれども「働き方に革命を起こすような地域にしようとしているんだろ

うな。」というようなことがわかってくれば、別に宣伝をしなくても、そういう人たち

が私は集まってくるだろう、だから、そういう施策が必要だということを私は考えて
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おるわけであります。

そこで、このことは後ほど申しますけれども、一つ、その地域価値、働き場所の地

域価値を高めるための一つの政策として、私は、エコーシティー・駒ヶ岳による光ファ

イバー網の整備が終わりました。これで中川村のインターネット環境が大幅に改善を

されたと思うわけであります。しかし、これだけでは、これだけでは他の市町村と全

く同じことだということであります。そこで、これに例えば無線ＬＡＮ網の整備がで

きれば、先ほど申しましたビジネスの場としての中川村の地域価値は格段に向上する

というふうに考えておるわけであります。中川村は、御承知のように総務省の支援事

業として役場、文化センター、村内３小中学校の５カ所に無線ＬＡＮのアクセスポイ

ントの設置が行われております。これ、長野県内では白馬村と中川村だけということ

です。したがって、一つは、こういうもののもう少し拡充をすることによって、先ほ

ど申しましたように光ファイバープラス公共無線ＬＡＮの施設も充実しておるよと、

充実しておる中川村だよということで、また一つパーツが増えるわけですよね。こう

いうものの組み合わせを上げていくことによって、私は中川村の地域価値が上がるん

だろうと考えておりますので、その点を含めて村長の考えをお聞きしたいと思います。

○村 長 無線ＬＡＮの整備については、おっしゃるとおり、中川村につきましては、役場、

文化センター、３つの小学校、これに整備をいたしました。これも補助事業でありま

す。

何ていいますか、ファイバーＦＴＴＨっていうんですか、自宅の中まで光ファイバー

でつなぐ、こういう工事をいたしました。確かに、エコーシティー・駒ヶ岳の管内で

ありますので宮田から中川村までは、ある点では、小さいながらも、そういう条件で

は非常に先進といいますか、整っておるということは言えるかと思います。

おっしゃるとおり、無線ＬＡＮといいますかね、そういう無線ＬＡＮが使えるポイ

ント、アクセスのポイントを屋内外にしっかり持っていくと、そういうふうなところ

で、何といいますか、多数配置することによって仕事の場が非常に広がる、都会にい

なくても、ここでも同等のことができるというような売りがあるんじゃないかという

ことかと思いますけれども、何か英語の言い方で言うとノマドワークっていうのがあ

るみたいなんですけど、パソコン１つにですね、あるいは携帯電話といいますか、そ

ういったもの１つでもって、固定した場所じゃなくて、いろんなところへ行って仕事

をできると、するという、そういう働き方もあるようでありますけれども、ビジネス

の場としてのやっぱり価値を、中川村としての価値を向上させていくには、やっぱり、

どうしても仕事の拠点といいますか、ある程度、オフィスといいますか、いろんな意

味で関係者が集まって来られる、数人でも、こういう場がどうも必要ではないかなっ

ていうふうに思っておりますので、その整備もやっぱりあわせてやっていかないとっ

ていうふうなのが今考え方なんですけど、ちょっと私の判断が、ちょっとよく、間違っ

ているのかもしれませんが、無線ＬＡＮを決して否定しているわけじゃなくてですね、

人が集まりやすいところで、行って、そこで使える、憩える、そういうところでミー

ティングをしたり、そういう機会を使って捉える、こういう場所が増えてくるってい
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うことも非常に、中川村のいろんな広い意味での、固定した場所じゃなくて、どこで

も、そういった働き方っていいますかね、こともできますよという意味では、ちょっ

とおもしろいのかなとは思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） 先ほど申しましたシェアオフィスだとか、私はそういうものを否定

しておるわけじゃなくて、それも大事なんですが、その前段の、前段の働く場所とし

ての基盤整備をする、中川村の基盤整備をするということの中で、光ファイバー網も

整備ができました、無線ＬＡＮで無線ＬＡＮの整備ができましたということになると、

必然的に周りから見る目が、中川村を見る目が違ってくると私は思うわけです。とい

いますのは、私が、６ヶ月くらい前でしたかね、朝５時に、ここへ研修するために、

朝、車で乗りつけたんですよ。そうしたら、私は知らない人でしたけれども、外国人

の女性が私のところへパソコンを持って寄ってきまして「すみません。ここの方です

か。」って言うもんで「いや、町内の者じゃない。」って言ったら、そうしたら「いつ

もはここでインターネットが外で使えたんだけれども、きょうはちょっとアクセスが

できない。」っていうようなことを言っておったんですよね。そのときはアクセスがで

きなかったかもしれないけれども、そういう口コミで広がっていることも事実だと思

うんですよね。結局、そういう人たちは、そういう口コミの中で情報が広がっていき

ますので、整備ができれば、そういう人たちも必然的に中川村の地域価値っていうの

が、ああ、だんだん中川村っていうのはこういう村になってきたんだなっていうこと

がわかってくると思うんですよね。だから、私は、そういう基盤整備、仕事の場とし

ての基盤整備を中川村としていち早くすれば、他の市町村と違った移住政策ができる

んではないかなと考えておるわけでありますけれども、どうでしょうか。

○村 長 その方は、あれですかね、観光で見えた方じゃなくて……。

○３ 番 （松澤 文昭） そうです。

○村 長 ああ、そうですか。一般的にっていうか、よく最近テレビで見るのは、都会やなん

かへ行くと、もうインバウンドといいますか、外国から見えた方は、もう、そういっ

た無料のところの情報をどこから得るかっていうと、無料で使えるＷｉ-Ｆｉってやつ

だと思っております。それにつなぐことによって中川村でのいろんな情報を得られや

すいっていうのが考えたことなんですけど、確かに、それは一つあると思います。た

だ、私が言っているのは、ビジネスとして考えた場合には、例えば、もう少しお試し

を、今はシェアオフィスなんですけど、どこか農家住宅を、例えばお借りする、ある

いは買い上げてですね、そういったものを整備をしてオフィスとして、誰でもいいん

ですよ、そこを使えるように、もちろんお金払ってもらう必要はありますけど、そう

いう拠点をやっぱりつくっていくということは必要かなと思います。ただ、それがす

ぐ、公共無線ＬＡＮ、Ｗｉ-Ｆｉっていうんですかね、それをいろんなところに、各地

に、どこでも――各地にっていうか、村内中つくることが、これが絶対いいかどうかっ

ていうことは、ちょっといろんな面で検討をする必要があるかとは思っていますけれ

ども。

○３ 番 （松澤 文昭） 私も、そのＷｉ-Ｆｉを村内中っていうことは考えていないんですが、
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もう少し公共施設の部分で拡充をしたらどうかというふうに考えは持っております。

それで、村内中っていう発想の中では、次に書いておきましたけれども、もう一つ

は、御承知のように、地域広帯域移動無線アクセスということで、通称地域ＢＷＡと

いうようなことが言われておりますけれども、このことをエコーシティー・駒ヶ岳と

検討をして、このことも検討していくことが私は必要じゃないかなあというふうに

思っております。地域ＢＷＡっていうのは、１つの市町村の行政区域の全部または一

部、あるいは都道府県の行政区域の一部などを対象としておりまして、この地域ＢＷ

Ａシステムは、これらの対象区域において、地域の暮らしだとか、あるいは防災情報

の配信だとか、児童・高齢者の見守り、学校などのネット利用、公共機関の運行情報、

商店街監視カメラなどの映像伝送、条件不利地域の解消など、地域住民のためのサー

ビスの実現を図るために地域ＢＷＡを活用した地域公共福祉の増進に寄与するサービ

スの計画を立てるということの中で、それらの条件が満たされれば、総務省が審査の

上、地域ＢＷＡの無線局の免許が付与されるということで、これが中川村とエコーシ

ティー・駒ヶ岳の協定ができれば、エコーシティー・駒ヶ岳の中で地域ＢＷの無線開

局ができるということであります。したがって、このケーブルテレビ事業者が自治体

と連携協定などを結んだ場合に限って無線免許を与えられるこの総務省の制度の地域

広帯域移動無線アクセス、地域ＢＷＡの実現についてエコーシティー・駒ヶ岳と検討

をしていくことも私は必要かなあと、できれば、このことができれば、先ほど言った

ような中川村のビジネスの場としての地域価値が格段に向上すると、要するに、光ファ

イバーとの２点セットという形の中で格段に向上するというふう考えておるわけであ

ります。そういう点について村長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。

○村 長 エコーシティー・駒ヶ岳でありますけれども、平成 30 年度で検討したいというふう

に考えておるようであります。収支について試算をしておるというふうに聞いており

ます。

取り組むにしてもですね、地域ＢＷＡってやつは市町村ごとに認可が必要だという

ふうに聞いておりますし、１つの基地局からカバーできるエリアも半径２km 程度と、

これが広いか狭いかっていうことで、全部をカバーしようとしたら、これはたくさん

要るわけでありますので、これの投資も必要になってくるという中で、まずは駒ヶ根

市で実験してみたいというふうなことをエコーシティー・駒ヶ岳は考えておるようで

ありますので、してみたいということでありましてですね、方向は出ておるようであ

りますけれども、じゃあ本当にやるかのかどうかっていうことは、まだこれからと、

それとですね、費用が明らかになる必要がありますので、これも、やってみて、これ

は非常におもしろいぞっていう段階までですね、ちょっと手をつけるのはどうかなあ

というふうに思っております。その段階まで方向性をちょっと抱きつつですね、見て

おく必要があるんじゃないかと、なぜかっていうと、この地域ＢＷＡというその制度

とですね、無線ＬＡＮも各地にっていう話になってくると二重投資になるきらいが非

常にありますので、どっちが見ていくべきかっていうことは、やっぱり十分見きわめ

る必要があると思っておりますので、エコーシティー、駒ヶ根市の動きをまずは見た
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いということでございます。

○３ 番 （松澤 文昭） 私も先ほどの無線ＬＡＮと両方は必要ないと思っておりますので、

検討する中でどちらかにするべきでありますし、できれば、地域ＢＷＡのほうが中川

村の全地域をカバーできますので、このほうがきっと中川村の地域価値は上がるんだ

ろうというふうに思うわけであります。

それで、ちょっと間違っておったらすみませんけれども、私の記憶しておる限りで

は、須高で確か入れたような話を聞いておりますので、そこら辺の実態を見てもらっ

て、私はね、それなんで、駒ヶ根っていうよりかも、中川村の中で率先して議論をし

て、先ほど言った中川村に若い世代を移住させるんだっていう施策の根本施策として

の整備ということの発想の中から考えれば、中川村がいち早くこのことを導入するこ

とが中川村の地域価値を格段に向上させる、私は方向づけになるんじゃないかという

ふうに考えておりますので、そこら辺も含めて、村長、どうでしょうか。

○村 長 技術的な今の日進月歩の話はですね、よく私も十分聞いて理解をするのに時間がか

かりますので、これは考える必要がありますけれども、松澤議員おっしゃるのは一つ

の方法だと思います。

ただ、うちの中までですね、光ケーブルが通っていて、通信速度っていうのはそこ

へつなぐことによって非常に早いわけでありますので、いろんな無線を使ったり、い

ろんな地域ＢＷＡでの電波を使ってということよりも、実際には勝てないんじゃない

かなというふうに、有線につないだほうがですね、っていうような気もするわけであ

りますので、ちょっとそこんところはですね、よく、須高というお話もありましたの

で、実際どうなのかっていうことは、ちょっと、入れる、入れないは別にしてもです

ね、聞いて、うちにとってどうなのかっていうことはしっかり調べていく必要がある

と思っております。そういう意味で調べていきたいということでございます。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、外で、こうね、パソコンが使えるなんていうことがすごい魅

力になるなと、私は個人的には思っております。

それで、ちょっとまだ 10 番以降があるんですが、ちょうどここから内容がちょっと

変わりますので、ここで私の質問は終わりたいと思いますけれども、実は、私の任期

は、議会では今度だけでありまして、実は、この質問を全部最後まで終わらせたかっ

たんですが、ちょっとボリュームが多過ぎて最後まで行けませんでした。もしかして

この場に立つ機会がありましたら、皆さんはまた、メンバーかわりませんので、引き

続きまた質問をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

これで私の一般質問を終わりとします。

○議 長 これで松澤文昭議員の一般質問を終わります。

次に、７番 小池厚議員。

○７ 番 （小池 厚） 私は、さきに通告した２問、すなわち行政の指導性についてと役場

窓口の対応について村長の考えをただしたいと思います。

ただいま松澤議員のほうで非常に濃密な一般質問でしたので、私のはちょっと関連

論的な部分が多くなってまいりますけれども、私、この間５年４ヶ月ですか、議員や

50

らせてもらって、その中で、この行政の指導性の問題、何度か取り上げてまいりまし

た。あえてまた、ここでそういったことを質問させていただくわけでございますが、

この行政の指導性については昨年の３月と６月の定例会の２回にわたって質問をして

きました。それは、一つには、地方創生政策が導入される中で、この流れに乗りおく

れることなく、人口減少に対する中川版の政策をどのように具体的に取り組むのか、

村の対応を確認するものでございました。これに対しては、先行部分の取り組みとし

て平成 27 年度の補正分での一定の取り組みをし、積極的に対応してきたと思います。

また、追加事業についても、この春完成し既に入居者もいる若者住宅メゾン中組の建

設や小平地区に完成しましたお試し住宅、さらに上前沢に完成したお試しシェアハウ

スなど、人口減少対策に有効だと思われる住宅建設に具体的に取り組んできていると

思います。これらは、国や県のさまざまな政策に対して住民の利益にかなうメニュー

をいかに感度よく積極的に具体化するかといった役場職員の積極性、すなわち行政の

指導性によるところが大きいと思っております。

そこで、最初の質問の（１）について現時点の成果を確認をしたいと思います。

先日のお試し住宅及びお試しシェアハウスの内覧をしたわけですが、限られた予算

の中だが、よくできていたいと思います。

３月議会でも質問しましたが、利用する人を呼び込むためにどのような取り組みを

してきているか、また、現時点の成果はどうかっていうことを数字的なものも含めて

確認をしたいと思います。

○総務課長 それでは、お試しシェアオフィスの状況につきましてご説明をいたします。

まず広報の関係でありますが、チラシやパンフレット、インターネットのほか、現

地や首都圏でのイベントを通じて広報を行っております。力点とすれば、いわゆる紙

やネット媒体よりも、現地といいますか、都会で人と実際に接する機会のほうに力点

を置いてきたかなあというふうに思っております。１回は、昨年 10 月ですが、現地で、

現地を改修前の状況でありますが、プロモーション活動ということでやっております。

その後、11 月以降、東京で、日本橋、あるいは地域おこし協力隊の募集の場などを通

じてＰＲをしてきたいという経過であります。チラシにつきましては、銀座ＮＡＧＡ

ＮＯ、それから県の名古屋事務所に配置をしたほか、村内向けにも組回覧でお願いを

したということであります。

また、シェアオフィスに限りませんが、移住、定住の施策については、銀座ＮＡＧ

ＡＮＯをはじめ東京事務所、名古屋事務所、あるいは楽園信州の東京移住交流センター

などを活用をしてまいりました。

数字も含めての成果ということでありますが、実績でありますけれども、いわゆる

個室につきましては、３室あるうちの１室が１年間の契約になっております。

１室、申し込みを受けましたが、事実上は全く利用がなかったということで、１ヶ

月の申し込みでしたが、それはキャンセル扱いをしてまいりました。

それから、大部屋のほうですけれども、２社、２団体が累計７日間利用をしてきて

いただいております。
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また、ダイニングスペースにつきましては、時間貸しが１件あったというのが、こ

れまでの５月までの実績であります。

成果をどのように見ているかという点でありますが、申し上げましたように情報発

信はしておるわけですけれども、率直に申し上げて利用が広がっているという状況で

はないというふうに見ております。この企画、このシェアオフィスの企画に当たって

は、都市圏から中川村に向かう利用者を意識したものというふうに理解をしておりま

すけれども、やはり簡単ではないなというふうに再認識をしております。

都市圏に向けては、まず中川村を知ってもらい、その上で仕事も考えてもらえるよ

うなアプローチをしていく、そのためのツールというか、とにかく、まずここに来て

見てくださいねという、そういうためのツールとして位置づけていくことになろうか

というふうに思います。

現在、村にさまざまなチャンネルでかかわりのある都市部の企業さんがおりますの

で、そういった皆さんに「ここを使えませんかねえ。」というような働きかけを始めて

いるという状況であります。

一方、大部屋のほうの利用を見ておりますと、伊那谷の中にも、近在のところにも、

こういったスペースに対する需要はあるのかなあというふうに思います。定期利用を

しておられる方々の発信力といいますか、口コミも活用して、徐々にですが広めてい

きたいなあというふうに思います。

重複しますが、中川村を実感して、ここで起業を考えるきっかけとしていただくと

いうことが目的の一つでありますけれども、そのほかに、中川村の皆さんにも、そこ

にお見えになる方から刺激を受ける場になることも期待をしておりまして、何らかの

こういう交流イベントも考えてはいきたいというふうに思います。しかしながら、あ

くまでも仕事の場でありますので、余りその交流のほうにフェーズが傾斜し過ぎない

ように気をつけなければいけないかなあというふうに思っております。

○７ 番 （小池 厚） 総務課長のほうから非常にいろんな手段を使って広報等を取り組ん

でおられるっていうことがお話になられましたけれども、すみません、ちょっと勝手

なことを言うようですけど、もう少し大きな声でゆっくりしゃべっていただけると、

私よく聞き取れると思いますので、すみませんが、課長、すみません、よろしくお願

いします。

それでですね、私があえてここでですね、行政の指導性について質問するのはです

ね、ここにも書いてありますけれども、目的意識を持った人ならばですね、役場にも

問い合わせをしたりすると思うんですが、先ほど３番議員だな、おっしゃられたよう

に、行政任せの人が非常に多いわけでございます。新しい施策が例えば施行されても

ですね、実際に自分たちにどのようにかかわってくるかは、もう役場からの広報ほか

の情報でしか知ることができないわけです。以前にですね、住民の内発的な思いを行

政が支援する的な発言をされた方がおられましたが、そういった発想ではですね、行

政は停滞をしてしまうっていうふうに思います。何度も言うわけですが、地方創生が

うたわれたときの村の対応は素早い対応でした。議会からの提案もしっかり受けとめ
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てくれて、具体化してですね、計画に生かされたと思っています。引き続き職員の積

極性を引き出して、各種制度を有効に活用してですね、活力のある行政運営を担って

おりますけれども、村長、ここら辺の考え方を聞きたいと思います。

○村 長 村民の、その方のなりわいをさらにこうしたいけれども支援してもらう策はあるで

しょうかといったような問い合わせですとか、例えばですね、バスの運行がなくなっ

てしまったと、買い物が不便だから１便くらい出してくれ、ほしい、それから時間帯

に運行、それも暗くなってからでは困るわけでありまして、時間帯に、買い物の時間

帯ですね、運行してもらえるようなことがしてもらえないかという、その村民の方の

声っていうのは聞いておりますし、常に生活と行政の関係を意識している方から、やっ

ぱり聞こえることが多いんじゃないかなというふうに思っております。行政任せって

いうのが、特に不都合を感じないから、そうなる経験をしたときに改めて考えて制度

の問題点を思う、思うんじゃないかなあというふうに思うわけであります。行政施策

に関心を持つ場合っていうのは、きっかけってさまざまだと思うわけです。

曽我村政の時代につきましては、先ほどおっしゃられましたが、地方創生のまち・

ひと・しごと創生の中川村総合戦略、作成は短期間だったわけですけど、これが、も

う今この時点で要望を上げないと、もう取り残されるよっていう言い方はないんです

が、ある面、危機感ではありませんけれども、それで全力を挙げたということもあっ

たかと思います。そういう中でも、やっぱりやれば、よくまとまった計画じゃないか

なというふうに、自身、私自身は思っておりまして、よくその中でも予算化をして実

行に移していただいたかなと、もちろんシェアオフィス、お試し住宅もそうですけれ

ども、これも議会の同意があってのことでございます。

シェアオフィスの内容検討については、先ほど総務課長が申し上げましたとおり、

いろんな分野の方にかかわっていただいて、意見をできるだけ取り上げてきたと、議

会の中からも、視察に遠いところまで行かれた、その経験を提言としてまとめて、こ

うあるべきだというお話をいただきましたので、こういったものを総合的に受け入れ

てきたことが、やっぱりいい方向に行ったんじゃないかなというふうに思っておりま

す。都会の起業家の方の卵ですとか、農村でクリエイティブな仕事を考える若い人た

ちに、やっぱり発信をしてきたいと、現地の中川村で、この彼らのアイデア、使いや

すさなどの意見を施設設計に取り入れてきた、重複しますけれども、これが非常によ

かったし、これからも、やっぱりこうあるべきだなというふうに、一方で行政だけが

突っ走るっていうのは、もうそういう時代ではないだろういうふうに思っておるわけ

であります。褒めるわけではありませんけれども、担当となった職員については、い

やが応にも真剣にやってきたという、いろんな角度から取り組んでいるという意味で

ありますので、私が職員のときからは大分変わってきて、いい動きではないかなとい

うふうに思っておるところでございます。

行政の手法としましてはですね、企画会議を、先ほどの３番議員のときにもお答え

しましたけれども、企画会議を置いておりますので、私自身の公約ですとか、きょう

も議論がありましたけれども、議会から上がってきたご意見、こういったものを受け
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て形にしていくために、全部の課長からなりますこの特化した会議もしておるんです

けど、これをやって、問題ごとに関連部署の係長、関連部署ですから関係してくれば

何人かの係長が部署が違っても集まるわけであります。こういった参画する組織をつ

くっておりますので、こういったものを大事にしていきます。個別には、関連部署の

若手職員からできる、なります特別検討会議、世間でいうプロジェクト会議っていう

のを、またその下に置いてですね、具体的に詰め、上から下ろすわけですけど、具体

的にぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ、こういろんなところで練ってもらって、ときには

反発もあったりするわけですけど、そういう中から物が進んでいくんじゃないかなと

いうふうに思っておりますので、頑張っていきたいというふうに思っています。

何ていいますか、活力のある行政って一体何かということでありますけれども、行

政経験の中ではですね、今まではこんなことはできっこないっていうふうに思ってい

ることが結構、経験則の中から言うと多かったわけでありますけれども、そういうこ

とは、やっぱりしてはいかんだろうなというふうに感じておりますし、今ある制度の

有効的な活用はもちろんでありますし、内発的なということは、これではいけない、

だめだっていうお話もありましたけれども、職員の側から言いますとですね、あの当

時から、やっぱ「アンテナを常に高く持っていなさい。」ということは言われておった

ことでありますので、「ぜひ、だめもとで提案説明するように。」と、そのときにも言

われておりました。活力ある行政運営って何を指すのかという、非常に難しいんです

けど、難しいけれども、その限りある財源を有効に利用する、補助事業を研究をする、

上司に提案していく職員の姿が大変大切だと思っていますし、ちょっと先ほどの３番

議員との議論の中でも思ったんですが、これからは確かに、今では考えられないよう

な、行政、昔の行政マンといいますかでは考えられないようなことをしていかないと、

住民のニーズとか意識とか、村全体をこういうふうにしていくっていうことにはなか

なか結びつかない場合もあろうかと思いますので、常に行政の活力っていうのはそう

いう手法をとっていくことがこれからは必要なんだろうなあと思っております。

○７ 番 （小池 厚） ただいま村長から、これからの役場の取り組み方、また職員の仕事

の仕方についても、こんなふうに行きたいというお話がございましたので、基本的に

は私も同感でございます。活動のパターンはですね、庁舎の中にいるだけではありま

せんので、外へ出かけていくということも必要だと思いますし、ぜひ、そんな積極性

を持ってやっていただきたいというふうに思います。

それでは、続いて２つ目の問題に移りますが、役場窓口の応対についてということ

で、自分自身が以前から感じておったんですが、前よりは多少っていいますか、大分

明るくはなってきましたが、まだまだ庁舎内の雰囲気が暗いわけです。これは、ここ

の中川村役場だけにかかわらずですね、私、仕事をやっていたところへたまにＯＢと

いうことで行くわけですが、そこでもですね、やっぱり暗い感じがします。それは何

でかということなんですけれども、やはりパソコンを眺めているっていいますか、見

ている時間が長いということで、周りのほうに気が配られないというような、そんな

ことがあるかと思うんですが、そこでですね、聞きたいのは、接遇の研修をしている
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か、ないとすれば研修の必要性を感じているかっていうこと等について、ちょっと少

しく聞いてみたいと思います。

１番目ですが、それぞれ人には個人差があると思うんですが、役場に来る住民の方

の多くは、庁舎に入ってきたときにですね、多少どきどきしていると思うんです。こ

んなときに来庁者に気づいた職員がにこやかに声かけをしてくれると、ほっとすると

思うんです。ところが、私が自分の経験から言うわけですけれども、業務に追われパ

ソコンと向き合っていると、来庁者に気づかずにですね、自分の担当の方とわかった

ところで始めて気がつくときすらあるわけです。難しいとは思うんですが、この気づ

きをですね、早くするような研修、あるいは接遇の研修をする必要があると思うんで

すが、そこら辺についてどうお考えでしょうか。課長でいいですか。はい。

○総務課長 まだまだ暗いとは申せ、大分明るくなったというふうにお褒めを頂戴をいたしまし

た。

若い職員につきましては、マナーは昔と比べますと格段によくなっているのかなと

いうふうに感じております。

最近では、新規採用職員に対する研修としまして２日間行程を年２回というふうに

実行しております。この中で、基本的な公務員としての知識のほかにビジネスマナー

も学んでいただいておりまして、このあたりも成果として多少は出ておるのかなあと

いうふうに思います。

そのほか、職員全体を対象とした村独自の研修というものを平成 24 年度から行って

おります。毎年５月ころ開催をしておりまして、ことしで７回になりました。通常の

業務終了後に自己研さんという形で参加をしてもらっておりまして、これまで７回の

うち３回のテーマが窓口接客とクレーム対応というものでありまして、いわゆる接遇

の研修でありました。ことしは公務員倫理と使命ということをテーマに行いましたが、

こちらも住民の信頼を得るという基本の部分では接遇に通じるものがありまして、こ

れを含めれば半分以上は接遇にかかわる研修であったかというふうに思っております。

こういった研修は一度で効果が出るものではありませんので、来年度も引き続き窓口

接客をテーマにしてやっていきたいというふうに考えております。

○７ 番 （小池 厚） 今、課長から答弁があったんですが、私が前勤めていたのは県の機

関でございまして、何年かすれば異動ができまして、その場から立ち去るっていう言

い方はよくないんですけれども、いなくなることがあったわけですが、村の職員の方

は逃げることができません。そういった点では、印象がですね、ずっと後まで残るっ

ていうことがあるわけですね。その点では非常に私らよりも厳しい対応を求められる

というふうに思います。

私一つ提案をしたいと思うんですが、（２）に入りますが、多分、言葉が違っていた

らすみません、ワンストップサービス、こういう言葉があると思うんですが、そういっ

た対応をする、これは、１カ所で所期の目的が完結できるサービスのことのようでご

ざいますけれども、これをですね、活用して、最初に来庁者に気づいた職員がですね、

用件を聞いて担当の係まで案内をする、また用件を聞いて回答を持ってくるといった
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スピード感のある対応も必要だと思うんですけれども、ここら辺についてはどうお考

えでしょうか。

○総務課長 ワンストップサービスにつきましては、議員おっしゃられたとおり１カ所で用が足

りるということでありまして、役所の関係でいいますと、あちこちの窓口を回らなく

てもよい姿というふうに捉えられております。

役場の中でも平成 17 年度におきまして、事務改善委員会というものがありまして、

いわゆる窓口、主に保健福祉課、住民税務課の付近の窓口のあり方をどうしたもんか

ということを検討した経過があります。そのときは、来訪された方の動線はできるだ

け短くするという視点で検討をしてまいりましたが、結果として、現在以上によい配

置がその時点ではちょっと見出せなくて終わっております。

また、お話にありましたように、１つの係もしくは１人の担当者がすべてのサービ

スに対応する、いわゆる携帯電話ショップのような体制についても議論してまいりま

したが、行政では非常に難しいという上に、各業務間の連携ということを考えますと、

例えば間違いが起きたり余計に時間がかかったりということで、効率的ではないのか

なというふうな判断をしたという経過があります。

当村におきましては、お見えになった方が、何に、どこそこのことはどこの窓口で

すかというふうにお尋ねをいただいた場合は、何番の窓口ですというふうにとどめる

こともありますが、具体的にこういうことで来たんだけどというふうに要件を承った

場合は、担当窓口まで用件を聞いた職員がお連れして、同時に担当者にこういう要件

の方がお見えだということをつなぐようにしております。

また、最近は高齢の方が大変多くなりまして、動くのもなかなか大変という方も多

くなってまいりましたので、窓口あるいは近くの椅子におかけいただいておいて、各

所の担当者がそちらに出向いてご用件を伺うということも最近特に目立ってきており

ます。

いずれにしましても、臨機応変に迅速、丁寧な対応ができるようにこれからも工夫

を重ねてまいりたいと思います。

○７ 番 （小池 厚） 非常に親切丁寧な対応をされているってお話を聞いて、半ば安心を

しておりますけれども、私、老婆心ながら最後に一つ加えさせていただくと、回答に

は、やはり期限つきの回答をしていただきたいっていうことをお願いします。これは、

すぐ結論は出なくてもですね、幾日までに内容を調べておきます、あるいは幾日まで

に回答します、窓口は誰々ですというような名前までですね、あるいはその対応した

人が、私、何の何々ですというような名前を言ってですね、私が対応しますというよ

うな責任の所在を明らかにした、そういった回答をしていただけるっていうのが来た

方に非常に安心感を与えると、また、そこで信頼関係が結ばれるというふうに思いま

す。そんなことを最後にお願いしてですね、私の一般質問を終わりますが、いずれに

しても、役場の職員の方に対しては、いろいろ申すわけですけれども、こういったちっ

ちゃな村でございますので、ぜひ、少ない人数でもですね、一生懸命、元気に明るく

これからもやっていただきたいということをお願いしまして、一般質問を終わります。
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○村 長 これで終わりというお話でしたけど、今提案をいただいたっていうか、係を言って、

いつまでに回答をします、責任の所在を明らかにして、その期限までにきちんと返事

をするって大事なことだと思いますので、きょうお話いただいたことはですね、全般

にみんな職員も努力はしているんでしょうけど、長い間の習慣って恐ろしいもんで、

実はこういうことも言われております。隣の町、北の隣ですね、と比べると非常にあ

いさつができていないと、まだまだそういうことを言われますので、何というか、非

常にこう耳の痛い話かなあと思っておりますし、そのことも含めて、今おっしゃられ

たことについては、きちんと議論をしつつ、こういうふうな回答って大事なことだと

思いますから、諸君には徹底をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。

○７ 番 （小池 厚） じゃあ終わります。

○議 長 これで小池厚議員の一般質問を終わります。

次に、９番 村田豊議員。

○９ 番 （村田 豊） それでは、私は３問出しましたので、幾つも聞くことがありますの

で、細かい経過等についてはわかりやすく簡略にぜひ回答いただくようにお願いをし

たいというふうに、最初、思います。

最初の１点目ですけれども、交流センターが設置をするというような動きが大分見

えてきたわけですが、本当に実現するのかどうかということをお聞きしたいと思いま

す。このことは、今から７年前、23 年度のときに、私、最初にチャオの中へこういっ

た情報発信基地をどうかという質問をしまいて、その次の年には６次産業の取り組み

にあわせて、できたら予算化を具体的に進めてくれないかというお願いをした経過が

あります。ずっと来まして、昨年の 12月に再度、私のほうからどういうふうになって

おるんだということをお聞きしました。

１問目として、特に、そのときは、24年の質問のときに答弁をしていただいたのは

振興課長さんをしておられました、どなたかちょっと忘れましたけれども、「観光案内

のできる交流センターの検討を始めます。」ということをこのときにお聞きをしました。

聞いたんですけど、検討しますというのはいい言葉だと思います。それからもう７年

がたったというふうに思います。私がなぜこのときに言ったかっていうと、下伊那で

は、豊丘の第１次から始めて、松川、喬木――喬木ももっと早かったと思いますが、

そして高森あたりも交流センターがつくられておられました。そういう先進事例のい

いところを聞きながら、こうこうこういう内容で取り組んでおるからどうですかって

いう話をしたつもりでしたけれども、なかなか中川の場合には立ち上げができなんだ、

長い期間がかかっておるというふうに思いますけれども、どのくらいまで７年たちま

したけれども取り組みが進んだのか、途中経過は、もう過去のことですので、簡単で

結構ですので、お答えをいただきたいと思います。

○振興課長 交流センターの名称につきましては今のところ仮称ですけれども、交流センター構

想につきましては、平成 25年度に中川村農業振興方策としまして農業体験、観光農業、

農産物の販売、加工品等を一体的に取り組む組織が必要ではということで、営農セン
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ターとして検討が始まりました。当初は、どのような組織が望ましいかといったとこ

ろで同様な組織のある幾つかの町村のほうを視察を行いながら検討をしてきたところ

でありますが、おっしゃるとおり、なかなか進まなかったというところでございます。

平成 27年度には農業観光交流組織設立研究会を立ち上げまして、各種団体の皆さんに

加わっていただきまして検討を始めてきたところであります。南信州観光公社や豊丘

村の取り組みなどを視察研修してきましたけれども、検討の中で、組織より、まず何

を、どんな事業を行うべきかといったところが必要ということでありました。必要に

応じた組織のあり方が見えてくるとしまして観光型農業ですとか民泊の取り組みがス

タートをいたしました。体験型観光等の勉強会を開催しまして、まずはということで

農家民宿の取り組みが始まってきたところであります。御存じのとおり、当初は５軒

程度の農家民宿でありましたけれども、現在は村内に１８開催をされております。大

型１台分の修学旅行生を受け入れることができるようになりまして、ことしも今のと

ころは 10 件の受け入れの予定がございます。さらに引き合いがあるので、もう少し数

は増えるかなあというふうに思っております。

また、昨年から始まりました首都圏での産直市場、さらに予定がされていますふる

さと納税の返礼品など、交流センターが担う事業が見えてきたというふうに感じてき

ているところであります。

○９ 番 （村田 豊） 私も、観光協会のときだったと思いますが、南信州開発公社へ一緒

に行って、上坂田から始めて、ずっと取り組みを見てきました。それは生きたことで

あり、具体的な芽生えができてスタートをしたというふうに思います。私が前から言っ

ておるのは、もっと大きな農業全体を、観光から始まって６次産業を含めた中で、ど

ういうふうにサポートするかっていう組織として交流センターをつくっていったらど

うかということで提案を昨年のときもしたわけですけれども、それには、今言われた

ような民泊等も始まりましたけれども、私が感じるのは、あくまでもスポット的な取

り組みで始まっちゃっておるんじゃないかなあというふうに思いますので、もう少し

具体的に大きなプランを立てながら、組織体制をどうするとか、あるいは運営をどう

するかというようなことを具体的に試行錯誤しながら進めていく、先例がありますの

で、いいところをとりながら生かしていったらどうかということであるわけですけれ

ども、今年度になりましたので、30 年度でどのくらいまで進めるのか、あるいは 31

年度には、31 年度には交流センターの設立をしますよというようなところまで行ける

のかどうか、どこらの辺までの、トータル的に総体のマスタープラン的なものも検討

しながら進めて、部分的なものだけじゃなくて行けるのはどのタイムくらいになるか

お聞きしたいと思います。

○振興課長 営農センターのほうでは、時期的に事業実績、新年度の事業の取りまとめの時期と

いうことで、これに合わせて議論を行ってきたところでありますけれども、少し想定

的な取り扱いということになるのかもしれませんけれども、ふるさと納税の返礼品の

話が出てきたということで、これは交流センターで取り扱うのが望ましいだろうとい

うこと、また、首都圏等で行いました信州味の旅の物産展など、こんなものにつきま
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しては営農センターで取り組んできたわけですけれども、やはりこういうものも交流

センターの一つであろうというふうに検討をしてきたところであります。

本年度につきましても、営農センターの設立に向けた検討ということになっており

ます。とりあえず今のところ行うべき事業についてはある程度想定をされてきたとい

うことであります。さらに深くもっとしなければならないこともあろうかと思います

けれども、今のところ想定できる事業が出てきたということで、本年度につきまして

は組織や運営形態について検討を行っていきたいというところでございます。

30 年度につきましては、先ほど申しましたとおり、さまざまなやるべき事業という

ものは見えてきたところでありますので、まずは振興課または営農センターを中心に

動き出しをしたらどうかというふうに考えております。動き出しまして方針が固まっ

た段階で適当な場所に拠点を置く必要があるというふうに考えております。現時点で

は、観光案内を兼ねて地場センターに拠点を置くことが望ましいというふうに考えて

おります。

組織化につきましては、責任ある組織として法人化が望ましいというふうに思って

おりますけれども、その方法については、ＮＰＯがいいのか、株式会社がいいのか、

いろいろあります。当面は直営で進めていくという方法もあろうかと思いますけれど

も、この部分については、さらに議論を深める必要があるというふうに感じておりま

す。

また、設立の時期のことでございますけれども、初めは必要に応じて臨時職員を雇

うなりながら、予定している業務をこなしながら、並行して組織化の方向性や業務内

容、経営形態等についてできる限り早期、目安としては平成 30 年度中に組織化、これ

になるか法人になるかわかりませんけれども、目指していきたいというふうに思って

おります。その中で、さらに担うべき事業というものも、深い意味での事業というも

のも出てくるかもしれません。

いずれにしましても、法人として運営するといった場合につきましては第一に経営

等を考えなければいけませんし、何よりも人が重要でありますので、組織というとこ

ろも大事ですけれども、こんなところも総合的に検討して立ち上げていくことが必要

というふうに考えております。

○９ 番 （村田 豊） ２番の今後の進め方と方針の中で１、２、３と話をしていただきま

した。具体的に、私もふるさと納税につきましては、やはり交流センター等で具体的

に取り組むのが一番じゃないかなあと、通常の業務をしておって、なかなか忙しい中

で、これを庁内にいてやるというのは大変だと思いますので、そういう方針で、でき

たら、ことしから試験的に取り組みながら、実施をできるように、スタートできるよ

うにしてほしいと思います。

それで、今話があった中で、法人にするか直営にするかっていう話がありました。

例えば、下伊那の各そういった、こういう交流センターへ行きますと、例えば豊丘の

場合だったら、交流センターの長は行政から出向しています。あるいはまた松川、喬

木、そういったところについてもそうですけれども、具体的に団体組織、ＪＡ等から
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行っておる場合もありますけど、必ず１人～２人くらいは職員が出向してやっておる

というのが実態ですので、先ほど来、前段の質問にありましたように、行政が、やは

りある程度、これから立つところは最初に具体的に立ち上げをして、指導性を持って

進めていくような方向でないと、ということだと思います。そういう点では、今度の

豊丘の場合は道の駅へ丸々３人職員が出向しますね。飯島町の営業部等を見ても、相

当行政の職員が具体的な事務局の中心をやっておるということですので、できるだけ

行政が当初は主体となって動いていくように、丸投げするということがないような考

え方でやってほしいと思いますが、この４番に、どのようにその辺のことを考えてい

くかお聞きを、この点は、もしよかったら村長にお願いしたいと思います。

○村 長 先ほどお話をしましたとおり、個別のその具体的なところから、実はちょっと取っ

かかりを始めようというのが、課長がお答えしたとおりでございます。どれだけの人

員が必要か、どのように確保するかについては、今の時点では未定というふうにしか

お答えできません。地域おこし協力隊として募集する方法ですとかですね、運営を軌

道に乗せるまで職員を出向あるいは常駐させることもかなりあり得るかなというよう

なことでありまして、このことも含めて、現時点では明確にお答えできません。

交流センターにつきましては、村の農業や経済を活性化して、農家がもうけるお手

伝いをする組織だと、みんなが中川村という農業を基盤にしたものを使って、いろん

な面で、農家民宿をされておる方も、観光も、もちろん農業もそうですけど、そうい

う関連したところが元気になって、つながりが生まれていくっていうことを想定をし

たいと思っております。

繰り返しますけど、職員、人員体制を含めて、今後検討の課題ということだけ申し

上げておきたいと思います。

○９ 番 （村田 豊） そういうことで、積極的に、ぜひ相当入り込んで進めていただくよ

うに希望をしたいと思いますし、３番の他町村の措置組でよい点ということは先ほど

申し上げましたので、参考に今後聞いていただきながら取り組んでいただくというこ

とを、まず頭の隅に置いてもらえたらというふうに思います。

それでは２問目の議会活動の情報を動画で住民提供をということですが、一般質問

を出す時期が相当時間が前にありますので、慌てて書くとこういった設問になるんで

すけど、議会討議の情報をというふうにちょっと直して、後段のほうのこともお願い

したいと思いますけど、討議をするというのは、こういった一般質問であるとか、ほ

かの場面でもありますけど、やはり一番多くは、こういう場面で議員と執行側とのこ

ういう質問をして討議をするわけで、議会だよりでは、ほんの一部分しか書いて住民

の皆さんに見てもらうことができないわけなんです。そういう点では、私は、これも

５年くらい前に、例えば下條の議会の施政方針演説だとか動画、箕輪町、伊那市、そ

して南箕輪の、それは後半になってからですけど、そういった先進的に取り組んでい

るところの動画放映をユーチューブを通じてやっておるということを質問をした経過

がありますけれども、そのときには、非常にいろいろな許認可関係、言ってみれば、

エコーシティーがいろいろな許可を取らないとできないというようなこと、情報機器
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が古いままでは非常に問題が発生するということが５年前には言われました。ただ、

住民の皆さんは、やはり、こういった放送が幾日の何時から何時までありますよって

いうことで聞きましても、なかなかその時間に聞かないと、もう見逃してしまうとい

うことはありますが、いつでも見たいときに見たい人の質問、あるいは村長の方針を

聞きたければ、その部分をクリックすれば内容が確認できるというか、聞くことがで

きるということがありますので、これからは、そういう高度情報化の光ネットが設備

されましたし、このテレビも、テレビカメラも新しくなって非常に映りもよくなって

おりますので、いろいろなマイナス要因が解消されておると思いますので、ぜひ動画

放映をお願いをしたいということです。やはり若い皆さんがこういったことを動画で

いつでも見られるっていうことになれば、そういったことも議員のなり手不足への改

善策の一つにもつながればいいんじゃないかなあということを感じますし、若い皆さ

んに興味を持ってもらうという意味でも、そういう取り組みをお願いをしたいという

ふうに思います。

議会で、１問目に挙げてありますように、活用の範囲が広いわけですけれども、Ｃ

ＥＫで一般質問の動画を流せないか、動画として流すと、これは、場合によれば、も

う少し質問時間を短くするということも出てくるかもしれませんけれども、そこらは

議会の中でも検討しなきゃいかんことだと思いますが、それから、定例会のとき、あ

るいはまた予算、決算のときに村長のほうから基本方針だとか具体的な考え方がいつ

も示されますけれども、そういったものも放映をしておるわけなんで、そういったも

のを放映をしてもらうということをしていってほしいというふうに思います。まず、

この点について１点お聞きをしたいと思います。考え方について。

○総務課長 申しわけございません。文面からご質問の真意がよく読み取れなかったものですか

ら十分な用意ができておらないかもしれませんが、ここで放映と書かれているのは

ネットでの配信ということでよろしいんでしょうか。

○９ 番 （村田 豊） 通常は、ほとんどがユーチューブ経由でやっておられるわけですけ

れども、例えばスマホ等々でも使えるような、今の時代ですので、主体はパソコンで

のユーチューブでの動画放映、スマホ等も使えるようなこともできれば、そういう部

分への拡大をしていってもいいと思います。

○総務課長 わかりました。現在、議員、御承知のとおり、テレビではＣＡＴＶの番組もしくは

生中継でこの場面も放映をされておりますし、土日に朝晩、朝、夕べといいますか、

朝、夜ですが、一般質問の様子については放映をしておりますが、それでは見たいと

きに見たいものが見られないということでありまして、それを見られるような環境を

ということのご質問かというふうに思います。

ユーチューブというサービス名が具体的に出ておりますが、ということと、パソコ

ン、スマートフォンという具体的な媒体のことも言っておられますが、現在の通信環

境、あるいはインターネット環境を考えますと、普通にパソコンで見られるものはス

マートフォンでも見られると思いますので、そこに余り区別は、私どもではしており

ません。
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いずれにしましても、議会の一般質問あるいは施政方針の部分をインターネットで

配信するかどうかという点は、まずだ一義的には議会の皆さんが方針をきちんと立て

ていただいて、その方向でやるべしというご指示というか、その方向があれば、村当

局はそれに従って実現に向けて努力するという立場かというふうに思います。

後段の部分とダブるかもしれませんが、何年か前には、議場のカメラといいますか、

録画の画質が悪かったというようなことが理由に挙げられたのかもしれませんが、

ちょっとその当時からしても、聞いておった立場なんですが、少々大丈夫かもしれな

いなという思いがありましたが、ＣＥＫのほうの判断として無理だというようなこと

がされたというふうにその場ではお聞きをしました。この動画配信をケーブルテレビ

会社が直接ネットに上げるということだとしますと、それはちょっと、エコーシティー

のほうでは現時点では考えていないということであります。録画したものをいただい

て、それを村が、村のサイトでもいいでしょうし、ユーチューブでもいいと思います

が、そちらに上げていくという手順になるのかなあというふうに思っております。技

術的には、現在では可能かというふうに思います。

○９ 番 （村田 豊） 実は、２番のを後にしまして、３番のＣＥＫの取締役会が必ず議長、

それから村長さん、そして総務課長さんとあるわけで、私、その折に、一番最後のと

きに希望意見としてということで申し上げました。ぜひ、中川も高度情報化の中で光

ネットを引いて、飯島も中川も全部テレビカメラもかえて映りもよくなってきた、情

報化の高度化が進んだので、動画を放映できるように、議会の、検討をしてほしいと

いうことを長の杉本さんに全体の席の中で意見として申し上げたんですけど、「検討を

してみます。」ということを、「検討をしてみます。」ということを言っていただきまし

た。条件は、放映できる条件は整ってきたわけですので、ぜひ、議会からの要望じゃ

なくて、伊南４市町村が一つの同じ情報機器で放映できる条件ができてきたので、伊

那市や南箕輪や箕輪町と同じように、ぜひ、これは放映ができるような手立てを進め

て、検討して進めていってほしいというふうにお願いをしたおと思います。

手法的なことで、（１）にダビングしたものはユーチューブへアップするとどうなの

かなあということもありましたし、録画が鮮明度が落ちると、録画したものをまたダ

ビングするということもありましたが、これは今のビデオカメラなら問題ないだろう

というふうに思いますし、問題は予算化をどうするかということが、私、中川の議会

だけでこうだっていうことだけじゃなくて、これはまた議長会でも具体的に話を出し

ていただいて、いつでも、どこでも、誰でも、見たい人のそういった情報を得ること

ができるということで、伊南４市町村もこれに向けて取り組みをしてほしいというふ

うに思いますけれども、まず（２）の予算化の問題、それから３番的には、実務的に、

今、総務課長さん言われたように、各自治体でやるのか、エコーシティーがみんなやっ

てくれるのか、そこらの辺で予算化のことも違うと思いますし、実務的に、ここへ来

てやるとしたら、じゃあ誰がどういうふうに、その情報をアレンジしてつくってくれ

たものをどうするのかということが必要になってくると思いますので、その辺の分担

が生じたときのこと等も含めて、エコーシティーでのまず第一の検討を進めてもらい
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たいと思いますが、そこらの辺はいかがでしょうか。

○総務課長 まず、配信をするのが仮にユーチューブであったとした場合、エコーシティーが配

信をするということの意味なのですけど、いわゆるエコーシティーのアカウントで配

信をせよということを仰せなのか、ほかの自治体を見ますと、それぞれの自治体のア

カウントといいますか、それで配信をしておるというふうに私は見ておりまして、作

業は誰かするにしましても、いずれにせよ動画配信の主体といいますか、名義はそれ

ぞれの自治体ということになろうかなというふうに思います。

また、今、伊那、南箕輪、箕輪の例がありましたけれども、会社が違うからと言わ

れればそれまでですが、それぞれやっぱり放送している――放送じゃないな、動画を

上げている上げ方には差がありまして、画一的にどこかの会社が同じ内容をしている

というわけでは決してないというふうに見ております。具体的には、一般質問の情報

をそのまま１時間なり流し続けるものと、設問ごとに編集をして流したりとか、いろ

いろ工夫がそれぞれあるように見ております。

したがいまして、誰がやるにしても、それぞれの市町村でどのような形で流すかを

考えていくということは必要かなあというふうに思いますので、エコーシティーにお

願いをしてやってもらえれば、こちらはマンパワー的には助かるのかとは思いますが、

そこは話かなというふうに思います。前４市町村、全く同じ、全く足並みをそろえて

同じようにという話はなかなか難しいのではないかというふうに考えておるところで

ございます。

いずれにしましても、ご意見がございましたので、私は参与という立場で発言権も

ありませんが、取締役会等に取締役さんを通じてお話ができればというふうに思って

おります。

○９ 番 （村田 豊） 具体的に相当クリアするところは幾つもあると思いますので、恐ら

く、ここに挙げてあります２番の下條から始まって南箕輪、そのほかやっているとこ

ろもありますので、動画放映等々を見てもらいながら検討を進めてほしいというふう

に思います。

それじゃあ３番目の農産加工施設の活用と関連する６次産業への取り組みというこ

とで、活動が停滞をして数年たとうとしておりますけれども、今後、効率活用をどの

ように進めていくのか、また関連して、加工施設に関連して、６次産業の取り組みを

どう活用していくのかと、していくのかということだと思いますけれども、まず１点

目として、協力隊員の設置をいたしました。聞いたところによると月１で打ち合わせ

をしながら進めていこうということでやっておるということですけれども、具体的に

今後の活動、どのような方法をとっていくか、行政も入って一体となった活動の検討

がされておると思いますけど、どのような展開をあわせてしていくかお聞きをしたい

と思います。細かくわかれば、どんなスケジュールで、どんな商品開発をするのか、

あるいはまた指定管理者、受託組織との連携、指定管理者との連携はどんなふうになっ

ておるか、この最初の１点目、お聞きしたいと思います。

○振興課長 ４月から地域おこし協力隊に赴任をしていただきまして農産物の取り組みのほうに
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かかわっていただいております。非常に積極的に活動をしていただいておるところで

ございます。

活動の当初につきましては、やはり外から来られた方ということもございますので、

村内の農産物ですとか加工品の状況とか、関連する農業者の皆さんとの顔合わせと

いったところを主体的にやってきたいただいたところであります。

また、急でしたけれども、５月の連休中に首都圏での物産展への出展というのがご

ざいまして、地域おこし協力隊の方に１週間携わっていただきました。それに際しま

して、出展するのに商品のデザインですとかポップですとか、いろいろなものを考え

ていただいて販売のほうに携わっていただいたということでありました。

また、施設を運営する上では、どうしても衛生管理も必要ですので、研修ですとか

管理者として必要な知識や技術の習得にも重きを置いて活動していただいたところで

あります。

当面のイベント的なものとしましては、８月と２月に予定をされております首都圏

への農産物産展への出展を軸に商品開発をしていただく予定であります。

新しい商品開発というだけではなくて、商品に魅力を与える、同じものでも名前が

違ったりとか、パッケージ、またＰＲ方法を考えると、また新たな商品としての魅力

も生まれてきますので、そんなところも進めていく予定であります。

先ほど議員さんのほうで触れていただきましたけれども、４月以降は、できれば１

回以上、月１回以上会議を持ちたいということであります。内容的には、協力隊と加

工組合、指定管理者及び商品開発に協力していただける方等が加わりまして商品開発

に関する打ち合わせを行うこととしております。流れ的には、商品の提案、試作、試

食の繰り返しということになります。この商品の提案の中には、容器ですとかパッケー

ジ、ネーミング等も含まれております。当初は、ちょっと村もこの会議にというよう

な話をさせていただいたんですけれども、自由な発想でやりたいといったようなご意

見がございまして、当面は、村はこの会議には参加をせずに、報告を受けたりですと

か、できたものの試食等で加わる予定であります。こんなところで協力隊と連携をとっ

ていきたい問いふうに考えております。

また、受託組織の方々とか、協力隊と村との連携という部分でありますけれども、

今回の協力隊につきましては、当面でありますけれども、原則、毎朝役場のほうに来

ていただきまして、朝礼ですとか必要な打ち合わせのほうを行った後に加工施設のほ

うに出向いていただいて必要な活動を行っていただいております。また、夕方には振

興課のほうに戻ってきていただきまして、業務報告というような形で報告を受けまし

て、村及び加工組合との意思疎通のほうを大切にしながら、今のところ活動を進めて

いるという状況でございます。

○９ 番 （村田 豊） まだ始まったばかりですので、具体的な動きはそんなにはないと思

いますけれども、指定管理を受けられた皆さん、一年間にぼつぼつなろうと思います

けれども、具体的に、この協力隊員が来て話が始まったのか、その前に具体的な何か

商品開発というようなものが進んでおるのか、それから、もう１点は、直接ではない
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ので細かいところまでわからないと思いますが、運営なり採算性はどうなのかってい

うことも、現時点での点を聞きたいと思います。

○振興課長 指定管理者の状況ということでありますが、昨年行ったものでありますけれども、

まず利用者との貸し借りの規約のほうを新たにつくり直していただいたというところ

であります。

また、施設の活性化ということで、元気づくり実験塾、加工施設研究というような

ものを上伊那振興局の皆さんと連携しながら進めてきたということもございます。

また、企業と里山保全プロジェクトの商品開発のワークショップといったようなと

ころも取り組んできたところであります。

また、小学生の施設の見学の受け入れということもされてきたようでありますが、

まず、施設を開かれたもの、有効的に使っていくというところを重きに活動をされて

きまして、新商品の開発といった部分については、なかなか手がつけられなかったと

いうことでございます。

村の協議の中で、村としては指定管理者の皆さんにも積極的に新商品の開発なり商

品を売り出していただきたいというような話をしてきたところでございます。

採算性の部分でありますけれども、指定管理者としての収入というものは、商品を

多く売っているわけではありません。今のところは、ほとんど管理が主でございます

ので、指定管理者としての採算性は余り高いものではございません。

ただ、その施設を使って加工した売り上げというか、動いたお金につきましては、

一般の皆さんの利用も含めますと 2,000 万円以上のお金になっているかと思っており

ますので、当初この施設をつくるときの活性化計画の目標としましては、平成 25年の

数字でありますが 1,000 万円以上というような計画をしている中では、2,000 万円を

超えているので、これが金額的に高いか低いかというのはわかりませんけれども、当

初の目標以上の数字を上げているということは言えるかというふうに思っております。

○９ 番 （村田 豊） 具体的に数字を示していただきました。

ただ、有効活用、施設全体が有効活用できておるかどうか、あるいはまた遊休とい

うか、効率、利用効率の悪い施設、ルーム等があるかどうか、その点もちょっとお聞

きしたいと思います。

○振興課長 施設がフル稼働という状況になっていないのは事実でございます。幾つかの稼働状

況でございますけれども、菓子加工室につきましては昨年 154 回であります。惣菜室

はちょっと低くて 40回であります。漬物加工室につきましては、１回漬けるとしばら

く置いていくということもございまして 43回であります。多いのがジュース加工室と

瓶詰加工室であります。毎日毎日稼働しているのではなくて、一気に仕上げてという

形であります。ジュース加工室が 107 回、瓶詰加工室が 127 回ということでございま

す。合計で、すべての部屋の回数を単純に足し上げると 550 回程度ということでござ

います。やはり、管理の状況を見る中では、使われている部屋と使われていない部屋

があるというのは事実かというふうに思っております。

○９ 番 （村田 豊） それじゃあ、その次の施設に関連する６次産業への取り組みという
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ことですけれども、６次産業の具体的な話がぼつぼつと出始めました。例えば１番に

挙げましたようにワインや発泡酒、シードルへの取り組み等の計画があるのか、考え

方があるのかということですけれども、ワインは聞こえてきますが、シードルについ

ては、一部担当者の中でお聞きしますと、あわせて検討をしていく必要があるんじゃ

ないかなあという声をお聞きをしました。特に今、一部の若い人たちが盛んに何とか

今の現状を打破するために新しい品目、新しい付加価値をつけてある程度売っていき

たいということで動いておるのは事実であるわけでして、この具体的に６次産業への

取り組みで補助事業を活用するようなことを検討しながら進めておるのがワインだと

思いますけれども、その辺の、ここに挙げてありますように、取り組み品目と事業の

採択要件、必須項目等あると思います。４つなら４つ全部クリアしないと事業が導入

できないというものがあると思いますけど、事業量の下限等を含めて、まずブドウで

ワインの醸造を取り組みをしたいという声がありますので、その辺と、それに加えて

発泡酒、シードルの考え方が具体的に上がってきておるかどうか、ちょっとお聞きし

たいと思います。

○振興課長 今ワインとシードルの話のほうをしていただいたわけですけれども、まず、農産物

加工施設、また村としてワインや発泡酒、シードルについての具体的な計画、整備計

画っていうものは、今のところはない状況であります。

ただ、職員の中ではいろいろなアイデアを出し合っておりますので、その中でワイ

ンやシードルというのも取り組んだらまたいいかなというような、そんなような話は

しておりますけれども、具体的な検討には至っていないというのが、まず状況であり

ます。

そんな中で、村内の若者を中心に法人を設立してワインやシードルの醸造、販売を

やりたいというような計画は上がっております。ワイン施設での醸造につきましては、

数年後の予定のようでありますけれども、これらに向けて酒造法の免許ですとか補助

金活用の情報収集が進められているというような状況であります。

村としましては、これに向けてワイン特区の取得に向けて取り組むと、これでやる

ということになれば取り組むことになりますけれども、今のところは情報収集の団体

ということであります。県のほうで信州６次産業化推進協議会というものを 10個の振

興局のほうに設置をしておりますので、その皆さんに説明なり、いろいろ相談をしな

がら今現在進めているということであります。近いうちには、農政局の６次化の担当

者の方も加わっていただいて、説明会を農業者とともに受ける予定になっております。

そんな中で今後のスケジュール感的なものを確認をする予定であります。

ちなみに、ワイン特区というものにつきましては村が取得をするわけですが、通常

6,000ℓのものが特区だと 2,000ℓでいいよというようなものでありまして、これの取得

を目指すということになろうかと思います。

６次産業化に関する補助金としましては、６次産業化ネットワーク活動交付金とい

うものがございます。これでいろいろのものの６次化ができるわけですけれども、取

り組みの品目については限定とかされているわけではありません。ただ、事業主体の
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方については総合化事業計画といったものをつくって国の認定を受けなければなりま

せん。その認定を受ける中で、こういうもの、品目はこういうものがいいとか、数量

はどのくらいだめとか、そんなような指導は受けるかなあというふうに思っておりま

すが、認定の要件としては、具体的な制限とかは今のところないというふうにお聞き

をしております。

シードルの件については、先ほど申しましたとおり、アイデアの話の中では出てき

ておりますけど、まだちょっと具体的なところまでは進んでいないというところでご

ざいます。

○９ 番 （村田 豊） 私、先ほどからお聞きしておったのは、例えば、そういう考え方が

あるようであれば、今現在つくっチャオのあいておる施設だとか、あの周辺のところ

へそういった施設をしてやることも並行して考えていくことができるのかどうか。こ

れは、私は、ちょっと本当にアウトラインから聞いたんですけど、６次産業の中では

中山間地域では 50％補助金をもらえると、例えば松川や、ほかのところの場合には

30％なんですよね。そういうことなんで、ほとんど、生産者がやろうと思っても投資

金額が大きいのでなかなかそこまで踏み切れないと、はっきり言って、生産は生産、

製造は製造という分業方式をとらないと相当のリスクが、言ってみれば投資効率が上

がらないということ等を含めて言っております。そういう点では、つくっチャオのと

ころを、例えばあいた部屋があれば、そこを使うことも検討するのか、あるいは予冷

庫を含めて、予冷庫を仕切って貯蔵しておいて販売等々についても生かすのか、そう

いうことの検討を並行して両方して進めてもらうということが大事だと思いますが、

その辺の考え方があるのか、ないのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。

○振興課長 今のところ、ワインや発泡酒の取り組みと農産物加工施設の活用を並行して検討を

しているというところは正直ございません。仮に、信州６次産業化推進協議会との相

談等をする上で「ああ、そういう施設を活用していったほうがいいでしょう。」という

ような話が出てきた場合につきましては、具体的に農業者ですとか指定管理者、また

施設を利用している方々も含めて検討をするということになるかもしれませんけれど

も、今のところ検討を行うような状況にはないというふうに思っております。

○９ 番 （村田 豊） ただ、私、関連がありますので４番のところを先お聞きしますが、

今回ましのワインは、1億 5,000 万円くらいかけて１万 5,000ℓくらいの、例えば 2,000

ℓのステンレスのタンクを４本とか、1,000ℓを４本、500ℓとか、それからプラスチック

の 1,000ℓと 500ℓのプラスチックの貯蔵用のタンクを入れております。その中で、松川

の人たちがほとんど、酒造の販売許可を取れば、この発泡酒、シードルの加工を受け

ますよということでやっておるわけでして、そういう点では、製造の受けもとは、今

度、ことしからスタートするんですけど、ワインをとっておったところでなくて、新

たに建物をつくって、2,000 万円くらいで浄化槽をつくって、そして放流をしながら

という許可を取りながら、税務署、保健所の許可を取って具体的にスタートするとい

うことですので、持っていけば受け皿はあると、例えば、日報さんにも出ました――

あ、これ、信毎だったかな――伊那のカモシカシードルでね、座光寺の人たちが表参
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道だかの人たちと提携をして 400 ㎏くらいの秋映とシナノゴールドを使ってシードル

をつくって、こっちでも向こうでも販売をするという方法をとっておるんですけど、

一番気をつけなきゃいけないと思うことは、ましのでも、いつワイン制度をやめよう

かと思ったと、ワインだけだったら、とても、もうやっていけないと、シードルがあ

るからやれるんだと、ブドウの場合は、kg 反収で１ｔくらいしかとれないわけですよ。

いいものはね。それで、それが 100 円や 50円のものだったら絶対合わないと。リンゴ

の場合は kg30 円 35 円の原料を買えるわけですね。だとしたら、アメリカから入って

くる 1,000 円以下のワインに十分太刀打ちできる、言ってみれば付加価値をつけて売

れるだけのことはありますよということで、そんな話も聞いてきたんですけれども、

ワイン特区は、なぜかっていったら、山梨県が今、長野県の非常にいいブドウができ

てワインができるので、世界販売をする戦略の一つとして長野県でつくったものを安

く仕入れて売ろうというのが、山梨の人たちが、酒造会社の人たちもやっておるよう

ですけど、一番は、生産性を上げなければ、投資をしても経営的には成り立たないと

いうことだと思いますので、十分これは検討をしながら、ほとんどの産地が生産と製

造は分離しておる、分業しているっていうことをね、やはり頭の中に置きながら、こ

の若い人たちにも言ったんですけど、「許可を取るまでに３年かかるよ。」っていう話

もちょっとしたんですけど、そんな点は十分検討の中で、行政側として指導して引っ

張っていく上で注意をしなきゃいかん点じゃないかというふうに思いますが、ましの

ワインは、社長と話した中では、「受けてくれんか。」と言えば十分受けてもらえるだ

けの設備は今回できたということですので、その辺は、もし一時期、そういう分業、

今、委託製造してもらっておって、自分たちでできるようになったらやるということ

も頭の中へ置きながら、このワインの醸造、生産については進めていく必要があると

いうふうに思いますが、このましのワインとの連携について、ちょっと先にお聞きを

したいと思います。考え方があるかどうか。

○振興課長 ましのワインとの連携につきましては、正直申しまして、今のところ連携というこ

とについては検討をしていないところであります。

今いただいた心配されることということもございますので、そういう部分につきま

しては、農業者等にもお伝えをしながら計画を練っていかなければいけないというふ

うには思っておりますが、農業者の意向として、こんなようなワインをつくっていき

たいというような強い意志もあるようでありますので、そんなところも含めながら、

余り、現実性が出るように一緒に検討をしていきたいというふうに思っております。

○９ 番 （村田 豊） また頭の隅に置いておいてもらって、ちょっとよろしくお願いをし

たいと思います。

⑤番、４番５番のところですけれども、特に４番は、相当、加工品つくる場合は生

産コストを含めて考えながら、販売ができて初めてお金になるわけですので、まず良

品生産と生産規模をどうするかっていうようなことと、経営分析をきちっとできない

と、とても採算性合う経営はできないよということは言っておられます。そういうこ

とですので、そんな点は、これから進めていく上で、ぜひ生かしてほしいと思います
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し、西原へ、ことし加工ブドウの植えつけが５反歩６反歩近く始まりました。植えつ

けがもう終了しております。あと、すぐ３反歩くらいはすぐ間に合わせてほしいとい

うことで、現在も土地を確認をしておりますけど、見つかりそうです。あのブドウ団

地の近くです。そういうことですので、具体的に、もう植えつけが始まって、生産に

足が地についてスタートしたということですので、ぜひ若い人たちの希望は、これを

生かしてやれるように進めていくことが大事だと思いますので、お願いしたいと思い

ます。

それから、５番のところですけど、あわせて、これも若い人たちが、現在もう植え

つけをしたんですね。ウイルスフリーのサツマイモ苗をとってほしいということで言

われて、手配をしてとったんですけれど、試験的に、ことしは、例の氷温貯蔵をして

おる若い人たちが冬期間の労力配分のために、このサツマイモの干し芋の加工販売も

やっていきたいと、経営上は、採算性は余り合わんかもしれないけど取り組みしてい

きたいということで、現在も植えつけがされておりますので、西原の場合も、下伊那

の松川の人がちょうど１町歩くらい加工干し芋の植えつけ、その人は松川の人ですが、

２万本くらいの苗をつくって、ウイルスフリーの苗ですが、ここに挙げてありますよ

うに田切の道の駅も、あそこでつくったもので製造して、苗を供給して販売しており

ますし、豊丘の道の駅でも、やはりこの干し芋を、苗は松川の人から行った苗で芋の

生産をしてやっておりますので、これから若い人たちが冬期間の、言ってみれば遊休

的な期間を有効に活用するというようなことで出てくると思いますので、そんな点も、

販売等々についても、道の駅、それから豊丘、田切等へ聞いてもらえば様子が、どう

いう方法で生産をして、どういう方法でということで、なかなか林商事を通じて売っ

ておりますので単価的には高いんですけれど、強気の販売をしておりますが、様子は、

実態をつかんでいただけると思いますので、そんな点もアンテナを立てていただいて、

若い人たちが取り組んでいく芽を上手に育てていただきたいと思いますが、これは、

例の何人かで入れる電槽の氷温貯蔵のあれも使うと、機械も使って周年販売につなげ

られるようなことを考えていきたいということですので、そんな点も内容的にこれか

ら出てくると思いますので、取り組みをしていく一部分の人たちですけど、ことがあ

りますので、若い人たちの芽を育てていただきたいと思いますが、それに対する補助

政策等々も具体的に検討してもらえるのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

○振興課長 芋干しの取り組みにつきましては、議員さんがおっしゃられたとおり、電槽の鮮度

維持装置の利点を生かして、冬場のあいた時期にそんな作業をするということで、作

業の標準化等もできるというようなことでございます。今回は、この鮮度維持装置を

入れるに当たって国の産地パワーアップ事業というものを活用するわけですが、こと

しの４月からつくりました補助事業のほうで上乗せ要件になりますので、これを入れ

るに当たって村のほうでも補助をしていく予定であります。

また、これ以外にも、若い認定農業者等を中心になって農業をやられている方が、

このような新しい取り組みに際しまして施設等を入れたいということにつきましては、
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新しく村でつくりました補助制度の中で支援をしていきたいというふうに考えており

ます。

○９ 番 （村田 豊） 以上で終わりたいと思います。

○議 長 これで村田豊議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩とします。再開は３時 35分とします。

［午後３時２０分 休憩］

［午後３時３３分 再開］

○議 長 会議を再開します。

休憩前に引き続き一般質問を行います。

６番 柳生仁議員。

○６ 番 （柳生 仁） 私は、さきに通告しました３問について質問してまいります。

初めに食について質問してまいります。

１月の三者共催講演会からでございますけども、講演会からの感想について村長、

教育長に伺いたいわけでありますけど、講演は弁当の日について講演が行われました。

ここでは、食のあり方が子どもの生い立ちや成長が人生を大きく左右するとの講演が

あったと思います。村長、教育長も熱心に聴講されておりました。子どもたちの食に

ついてどのように受けとめられたか。初めて子どもさんを授かったお父さんお母さん

たちに子育てと食の大切さをどのようにアドバイスされて、村としてされているか。

また、村の給食食材の地産地消はどのようになっているか。

今、世界では遺伝子組み換え食品が大分入ってきております。アメリカから入って

くる大豆では約８割が、モロコシでは４割が、食用油ではカナダから８割が遺伝子組

み換えであり、私たちの食卓に入ってきております。

また、輸入の冷凍食品は、野菜などでございますけども、きれいに見せるために何

回もゆでてミネラルが少なくなった野菜が冷凍として入ってくるようであります。こ

ういったものを情報誌にあるわけであります。使用はされていないかなど、村を守る

責任者、村長、教育現場の教育長の感想をお聞きします。

○村 長 竹下和男先生でした。弁当の日を設けることで、子どもの成長、子どもの成長って

いうのは、正常な味覚、食事をつくってくれる親への感謝、それから社会性、こういっ

たことにつきまして小学生のときにこそ覚えさせることが大事だと、こういうことを

実線をされてきたわけでありまして、香川県の小中学校の学校で提唱をして実践をし

てきた、その中でいろんなエピソードを交えてのお話をしていただいたわけでありま

す。この講話につきましては、久しぶりにですね、眠くなったりするんですけど、飽

きることなく、そして、その中での子どもの成長、人としての成長だと思いますけれ

ども、こういうことに非常に感動し、久々熱いものがこみ上げてくるというような、

こみ上げてくることを覚えたお話だったというのが私の正直なところの感想でありま

す。

自分の子どものときと比較してみますと、私、台所に立つっていうことはございま

せんので、なかったんで、笑うどころじゃないんですけど、ありませんでした。また、
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母親に「手伝おうか。」と言った記憶もありませんし、こういった体験が小さいうちに

あればですね、今の自分もいい意味で違った人間になっていたのかなというような気

もいたします。

学校給食について言えば、給食を盛りつけてですね、一緒に食べる、献立の内容を

聞きながら食べる、そして片づけること、これは大切な食についての教育であろうと

いうふうに思っております。

中川村の小学校につきましてもですね、後で教育長のほうから報告があろうかと

思っておりますけれども、非常に、この先生のお話にあったようなことも少しずつ実

践されておるというふうにお聞きをしております。

以下については、教育長に答弁をお願いをするところでございます。

○教 育 長 私の思ったことでありますけれども、お弁当の日を進めるということが将来自分が

子どもを育てるということを楽しいと思う気持ちが育つ、そういうことになる。また、

家族のために子どもの未来を優先するっていうことが大事だというふうなところがと

ても強く心に残りました。

ただいま村長から話のありましたお弁当の日でありますけれども、本年度は中学校

も小学校も 10 月と 12月の年２回計画をされております。

中学校では、計画、食材探し、調理、それからお弁当に詰めることを自分で実践す

る中で食事づくりにかかわれる力をつけること、また、地域の食材への理解、そして

自分の食事のバランスに対する理解などを通して、家族の一員として自分にできるこ

とは自分でしようとする気持ちを育てることになると、また、そのことは、食事ばか

りではなくて、生きる力を育てることを狙いとしているところであります。

小学校でも２年前からお弁当の日を始めるようになりました。各自がお弁当箱を

持ってきて、給食に出された献立を自分のお弁当の中に詰めると、そういう活動をし

ます。低学年では、食べ物の名前を覚えること、またお母さんのお手伝いをすること

などを願っておりますし、高学年では、家庭科の学習と重なってバランスのよい食事

に対する理解など、そういうことを通してお父さんやお母さんへの感謝と、また生き

る力を育てることを狙いとしております。

○６ 番 （柳生 仁） 今、弁当の日を設けて、まずは与えられたおかず等を自分で詰めて

弁当をつくろうというようなお話がありまして、大変うれしく思っておりますけども、

地産地消ですけども、どうなっているのか、相当量地元の食材使っておると言いまし

たけども、実際、今、私たち知らないうちに遺伝子組み換えの食料が入ってきておる

ということで、つまり遺伝子組み換えも余り明記されていないようでもありますけど

も、できることなら、みそなんか、豆腐なんかも地元の豆を使ったような、そういっ

た取り組みもされているかどうか、その地産地消についてお伺いします。

○教 育 長 地産地消につきましては、中川村では、おいしい野菜届け隊の皆さんのご協力と、

それからたじまファームのご尽力によりまして中川村地元産の野菜の利用率がだんだ

んに上昇してきまして、昨年度は 57％にまで高まりました。今年度は、流通経路が少

し変わった中で、やや状況が変わっている部分がありますけれども、引き続き皆さん
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のご協力をいただきながら地産地消に努めていかなければというふうに思っておりま

す。

それから、輸入の冷凍食品等につきましては、むきエビ等、一部の冷凍輸入のもの

がありますけれども、限られたものしか使用をしておりません。特に野菜については、

ただいま申し上げたようなおいしい野菜届け隊等のご尽力で、輸入の冷凍食品は使用

していないという状況であります。

○６ 番 （柳生 仁） 野菜は地元にありますので、自分たちも出しておるわけであります

けども、輸入の野菜はないということで、むきエビ等は当然かもしれませんが、安心

したところであります。

そうした中で、最近の報道でもそうですけれども、小さい子どもさんがろくに食事

ももらえなくて、つい最近の報道では、５歳の子どもさんが平仮名を練習させられて

「あしたはいっしょうけんめいやるから」と、こんな悲しいニュースを聞いておって、

本当テレビを見ておって泣けてきてしまいます。これも、食事ももらえなんで、そし

て親に叱られて、最後は衰弱して死んじゃうっていうような悲しいニュースがあるわ

けでありますけれども、村ではお父さんお母さんたちに子育てのスタートからかか

わってくるわけですけれども、この子育ての食の大切さっていうのをどのようにアド

バイスされているかお伺いします。

○保健福祉課長 初めて子どもを授かったお父さん、それからお母さんに子育てと食の大切さをどの

ようにアドバイスされているかということについてですが、機会としては、母子手帳

発行時、それから産後３～４ヶ月の乳児訪問、それから就園までの８回の乳幼児健診

の中で食事について集団での講話と個別相談により話をしています。

乳幼児期は、体をつくることに加えて、自分で食べる能力を消化、吸収、そしゃく、

嚥下の面で身につけ、味覚学習をする重要な時期です。妊娠を機に、母の体、それか

ら食について見直して、子どもの成長に合わせて適切な食事がとれるよう促していき

たいと思います。

以上です。

○６ 番 （柳生 仁） ただいまの説明のとおり、まず母子手帳から始まって子育てについ

てしっかりアドバイスされておりますけども、一番は、お母さんお父さんがそれを認

識されて子育てしているかの調査などはどのように行っておられますか。

○保健福祉課長 具体的な調査というのは、今のところまだ行っておりませんが、もし必要があれば

ということですが、調査は今のところ行っておりません。

○６ 番 （柳生 仁） そういった調査というの、個人的プライバシーもあるかもしれませ

んが、ある程度のデータを必要とし、子育てに役立てていくことが大事かと思ってお

ります。中には、まだまだ食事にちょっとありつけない家庭もあるようなふうにも聞

いておりますけども、ぜひとも中川村から食の不自由な子どもさんが発生しないよう

な施策も村として考えていただきたいと思っております。

次に給食センターについて伺ってまいりますけども、食の大切の要因には学校給食

が大変重要と考えております過去の話ですけども、ある中学校で非常に荒れた中学校
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があって、そこを校長先生が見ていたら、みんなコンビニ生活しているっていうこと

で、給食センターを立ち上げて一気に改善されたという事例が 20年前にありました。

これは丸子実業の奇跡という話でございますけども、これにきょう載せてありません

が、いかに学校給食が大切かっていうことがわかってまいりました。

中川村の給食センターは大変すばらしく、栄養士さんを初め調理する皆さんが一丸

となって取り組みを行っており、ことしは表彰も受けており、本当に、恐らく村長に

誇らしく思っておると思っております。食事のメニューもすばらしく、卒業のときに

は、そのレシピが生徒さんにプレゼントされると聞いております。日々の給食も残る

ことなく完食と聞いていますが、依然に給食体験のとき、「残った料理と食べられる

人。」と声をかけると、食べられる子どもさんが手を挙げて、本当になべの底というか、

入れ物の底が空になるまで本当に平らげておりましたので、本当に安心でございまし

た。そのときの給食は大変おいしくいただくことができましたが、私は、村では、以

前にも質問しておりますが、現在の学校給食についての将来的な考えをどのようにす

るか伺いたいわけであります。現在は、調理師に正規職員が１名でありますが、今後、

現在の正規職員が定年を迎えたときなど、新たな正規職員を採用する考えなのか、ま

た、現在、正規職員が１名でありますけども、なぜ正規職員は１名でいいのか、そこ

ら辺も伺いたいと思います。

○村 長 学校給食センターの考え方でございますが、両小学校、中学校の学校給食をつくり、

配送をし、食べてもらうという方式で、中川の学校給食センター、センター化をされ

て今まで運営をされてきておりました。したがいまして、先ほど私も言ったのは、食っ

ていう、学校給食っていうのは、授業といいますか、教育の一環であるということで

ありますので、食数が、もしかしてですね、減ったとしてもですね、これは維持をし

ていく、つまり、どこかの業者さんに委託をするとか、そういうことは、ちょっと今

のところ考えられないということでございます。

一つに、現地の食材を使ってですね、調理して食べるということ、献立の食材の出

所を知り、おいしく食べると、それが大げさに言えば大人になっても中川産を食べて

育った意識につながるのではないかなというふうに思うわけでございます。

また、アレルギーの子どもが非常に増えておりまして、多種類の食物に拒否反応を

起こす子どもも中にはいると、そういう中で、食材の出所と一人一人の食に責任を学

校給食センターが負わなければいけないというふうに考えるからであります。

それから２点目の調理等現場に従事する職員のことでありますけれども、実はです

ね、自治体の職員数の制約っていうのもございます。総体的に、いわゆる現場を担当

している職員っていうことでございますが、総体的には減らしていく方向に進んでい

る自治体が圧倒的に多いということでございます。上伊那郡内を見ましても、飯島町、

駒ヶ根市、箕輪町では、正規職員が配置をされておりません。5,000 人を割り込んで

人口減少の言われておるような自治体、私どものところでは、もう 4,800 人を下回っ

ておりますので、こういうところでは、通常の業務に従事する職員をですね、確保す

るっていうことがどうしても優先されてしまうということでございます。定年退職後
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の正規職員の補充っていうのは、今のところ非常に難しいというふうに考えておりま

す。ただ、年金の受給とのつなぎ、こういったことが、もう既に私どものというか、

職場、自治体職場でも問題になっておりまして、定年後、本人、御本人の希望にもよ

りますけれども、調理技術ですとか、先ほどおっしゃいましたとおり、ことしの春先

でしたか、最優秀賞の表彰をいただきました。地方の地域の食材を使って、それを物

語性を持って短時間で、見た目にもきれいに、栄養もという、すべてのものをバラン

スよく満たしたということで評価されてきたわけでありますけれども、こういった調

理の技術、経験の継承、こういったところから再任用で当面つないでいくということ

は考えております。

１名の職員、正規職員で回している根拠は何かということでございますけれども、

現場に従事する職員の退職後の補充をしてこなかったというのが一番大きな原因であ

ります。

それから、ドライシステムを今採用しておりますけれども、時間内に手際よく調理

する技術と経験が重視されるために、臨時といってもですね、経験豊富ではあるけれ

ども、他の調理員の指導的な役割とリーダー的な存在というものが必要でありまして、

そのために、正規職員の今の働いている１名でございますが、その方にその役目を担っ

てもらっておると、そういうために配置をしておるということでございます。よろし

くお願いします。

○６ 番 （柳生 仁） 今のお答えですと、何か今、今の正規職員さんが定年を迎えた後は

正規職員がいなくなるようなふうに聞こえたんですが、それで間違いないんですか。

○村 長 現場を担当する職員という職種は、今のところ採用は考えておりませんので、ただ

しですね、職員の中には保育園の中で栄養士の資格を持った職員もおりますし、創じゃ

ない職員もおりますので、そういう担当する職員が回っていくということも、これは

考えられないことではないということであります。ただ、今申し上げたとおり、現業

職という言い方は変なんですけれども、そういった職員については、ちょっと採用は、

これからどうなのかなということでおるところであります。

○６ 番 （柳生 仁） 私は、なぜ１名かっていう今説明がありましたけども、今のは非常

に弱いところの職員を減らしていくように聞こえてならないんですけども、特に子ど

もさんたちの食事をつくる現場においては、全員が責任を持っておりますけども、特

に正規職員が１人がおってつくるっていうことは大変重要な現場と思っておるわけで

す。今後、答弁ではもうちょっと考えていないっていうふうでしたけども、まだまだ

その方が定年までに時間がありますので、正規職員がいなくなるっていうふうじゃな

くて、検討、まだまだ検討課題として残していけるかどうか再度伺います。

○村 長 先ほど申し上げましたとおり、経験豊富な職員が指導的な役割を果たしていくとい

う必要はあるということでございますので、今の体制になるかどうかわかりませんが、

場合によっては、今違う現場にいる職員をですね、回すということも十分考えられる

ということでご理解いただきたいと思いますけれども、これも、そちらの職場での数

合わせではありませんが、その比較の中で決断をするということであります。
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○６ 番 （柳生 仁） このことは、自分たちは今回の任期ですので、またそういった機会

があれば質問していきたいと思っております。

次に、朝食を食べてこない子どもさんについて伺ってまいりますけども、朝食は、

毎日の私たちの暮らしに、また生活のリズムに、また将来の健康を保つためにも大変

重要と言われております。

私は、ある集まりで「中川村でも朝飯食べてこん子がおるんだに。」なんていうお話

聞き、大変驚きました。子どもの将来についていいのかねなんて心配しておったわけ

であります。教育委員会では、このような状態についてどのような調査をされている

か、またその子どもさんの将来像についてはどのように心配されているか伺います。

○教 育 長 朝食を毎日食べているかとかにつきましては、小中学校とも生活習慣アンケートと

して毎年、児童生徒に調査をしています。平成 29 年度の調査では、小学生が 97％、

中学生が 86％が「毎日食べている」という結果で、小学生では８名、中学生では 18

名が「週に食べない日がある」と答えていることになります。理由としましては、小

学生では「食欲がない」、中学生では「時間がない」が主なものであります。これらの

結果をもとに、学校では毎年、学校保健委員会を開催して、職員が学校医、それから

学校歯科医、学校薬剤師の先生方、それから保健福祉課、教育委員会とともに話し合

い、子どもたちの健全な心身の育成に努めております。

村の食育推進懇話会でも毎年、村長を初め食育にかかわる委員の皆さんと学校、給

食センター、保育園、保健福祉課、教育委員会で食育について話し合っています。朝

食欠食の実態については３年ごとに調査結果を調査をしているところですが、その結

果を見てみますと、次第に朝食欠食が増えている傾向はあります。殊に小学生から中

学生になると増えていることがわかり、この点が課題となっております。平成 30年度

は、こんなことから食育推進委員会の共通テーマを「朝食を食べよう 生活リズムを

整えよう」として小中学生に働きかけていくということであります。

○６ 番 （柳生 仁） ぜひとも、そういった働きかけによって全部の生徒さんが朝食食べ

て来られるような家庭環境ができるようなことを期待するわけでありますけども、そ

のお話の中で、ある御家庭の方は「私たち夫婦が食べないから子どもにもあげないん

だ。」なんていうことを言った方がおったようであります。実態はわかりませんが。こ

れは世間話ですけども、そんなことがあってはならないことで、親が食べなくても子

どもには食べさせるというようなアドバイスをぜひ今後していただきたいと思います

ので、お願いいたします。

次に三者共催講演会の呼びかけについてでございますけども、このときの、先ほど

村長の答弁ありましたけども、本当に久しぶりに、本当に真剣に聞いちゃったってい

う話がありましたけれども、大変すばらしい講演でありました。今回の講演に参加者

が非常に少なかったわけでありますけども、来年もこうした講演をできるように今現

在計画をしておるようでありますけども、今後、参加者を増やす対策はどのように検

討されているかっていうことであります。三者共催でありながら、その関係する方っ

ていうと、住民全部の入るわけですけども、基本的には学校関係が多いのかなと思い
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ますけども、そういった方が大変少なかったように思っております。「三者共催、誰が

対象なのか、ちょっとわかりにくい部分もあったのかなあ。」会合でもそういった発言

された委員もおりました。「私が行っていいのかなあと思いました。」っていうことで、

行かなかったっていう話でございますけども、一般の方が戸惑うような言葉を思うわ

けですけども、文字放送、有線放送などでは、どなたでも参加できますよっていうよ

う意味合いが伝わらなかったように思っております。また、従来のペーパー張るだけ

では集まりが改善されないように考えますけども、村のほうではどのように考えてお

られますか。

また、話は変わりますが、過日、公民館で役職員研修会がありましたときに非常に

多くの方が参加しておりまして、あのときも一般の方もおったわけでありますが、こ

れだけ集まるといいなあと思ったことがありました。村では、その三者共催講演会の、

もし来年のときの、同じ講演があるようでありますけども、どのように集める工夫を

されるかお伺いします。

○教 育 長 ご指摘のとおり、今回は、昨年度聞かれた方たちから「ぜひ、もっと多くの方に聞

いてほしい。」という声がありまして、その再講演であります。昨年度の内容の概略を

チラシで伝えたり、また３校ＰＴＡ連絡協議会を通じて参加者やＰＴＡ会員に口コミ

をお願いしていきたいと思います。また、学級・学年懇談会においてＰＴＡや先生方

からも口頭で呼びかけてもらいます。

三者共催の３者とはＰＴＡと社会福祉協議会、公民館のことであります。この３者

組織が力を合わせて子どもたちの健全育成に力をいただいているわけであります。そ

れで、昨年度聞かれなかった方が１人でも多く聞いていただくために、それぞれの組

織が参加目標人数を達成できるように取り組んでいただきます。

３者でない人は行ってはいけないのかなと思われてはいけないということでありま

すが、放送等で「どなたでも、ぜひご参加ください。」というふうに呼びかけていきた

いと思います。

○６ 番 （柳生 仁） ただいまの３者は、よく聞いてみると村民全員が該当するように思

えるんですけれども、なかなか、その３者っていう言葉にちょっと違和感があるのか

なっていうことから、つけ加えて、こういう組織なんで村民全員なんだよっていうよ

うな呼びかけが大事かと思っておりますので、ぜひとも、その呼びかけの工夫をぜひ

お願いして、あのすばらしい講演をもう一度聞きたいなあと思っておりますので、お

願いいたします。

次に、ふるさと納税について２問、質問を行ってまいりますけども、ふるさと納税

のこれからでございますけども、前段９番議員のほうからも質問がありましたので、

大方お答えになっておると思いますけども、村では、いよいよふるさと納税に踏み切っ

たわけであります。しかしながら、先ほどの説明ありましたように、まだまだ試行錯

誤の状態であり、住民の方たちから「商品が見えてこない。」などの意見があったわけ

であります。

ＪＡでは、飯島町の例では、品目が 69点、そば打ち体験から高級な刺身までってい
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うことでありますけども、パンフレットでもって内容がよくわかってまいります。飯

島町に確認したところ、窓口は役場地域創造課地域係がすべての窓口になっておるよ

うであります。商品の安全性や確認の苦情など、どのようになっているかっていうこ

とでございますが、その窓口ですべて受け持っておりますと、「これからの窓口はどの

ようにしていくか。」って伺ったところ、「これからも現在のような形でやっていきた

い。」ということでございます。

また、中川村では、この商品の中に民泊が入っており、現在、中学生から外国人の

学生の民泊が受け入れており、ことしで３年目になっておりますけども、大分民泊を

やる方たちもなれてきて、楽しくなってきたかなあと思っております。これが中川村

のメニューに入っており、非常に楽しみかなあと思っておりますが、これからの交流

センター立ち上げについては先ほど答弁ありましたけども、そこが窓口になるのかな

あと思っております。また、その時期についても先ほどありましたけど、再度説明を

お願いしますけども、そうした中で、パンフレットなどどうなっていくのか、また民

泊でございますけども、ただ泊まるだけではちょっとおもしろくないのかなあ、中学

生の修学旅行の民泊と違って、大人の民泊になりますと、プラス何か商品があるとお

もしろいのかなあ、それがそば打ち体験とか、みそづくりとか、地域散策とか、そん

なメニューをプラス加えると、民泊と、また地域を知ってもらうことができるかと思っ

ております。そういったことで、これからの流れを確認したいと思います。

○振興課長 ふるさと納税につきましては、今までも実施をしてきたところでありますけれども、

納税のお礼としては一年分の広報と美しい村ハンドブックなどを送ってきたというと

ころでございますが、いわゆる返礼品は送ってこなかったというところでありますけ

れども、これからは、これにプラスしまして農産物など中川村の魅力を納税のお礼と

してお返しする新たな納税、ふるさと納税制度としてスタートを予定をしているとこ

ろであります。

今後の窓口につきましては、先ほども少し触れましたけれども、納税の受け付けで

すとかＰＲですとか、村の全体のイメージを上げるブランディングっていうものは村

のほうで行うことになりますけれども、返礼品、農産物の返礼品等の取り扱いにつき

ましては、当面は振興課または営農センターで取りまとめるというような形になりま

すけれども、交流センターが設立されれば、ここが担うような形になろうかと思われ

ます。

先ほども触れましたけれども、交流センターの動き出しにつきましては 31年度を目

指して検討を進めていくというところであります。

返礼品につきましては、中川村の魅力を伝えるというコンセプトをもとに、中川村

産にこだわった、今のところでありますが、リンゴ、洋梨、干し柿、野菜などの農産

物ですとか、加工品もたくさんありますので農産物の加工品、できれば日本酒などを

予定をしております。

また、中川村の魅力を伝えるということで、やはり来ていただくということも非常

に重要でございますので、体験メニューとしましてイチゴ狩りですとかリンゴの木の
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オーナー、先ほど触れていただきましたけれども農家民宿の利用権ですとか望岳荘へ

の宿泊券などを予定をしているところであります。農家民泊の宿泊とともに体験メ

ニューといったようなご提案もいただきました。これにつきましては、またご協力い

ただけるような農家の皆さんのお声も聞きながら、対応できるというようなことがあ

りましたら、そんなようなところも加えていきたいなあというふうに思っております。

農産物の関係とかにつきましては、ことしの初年度につきましては、なかなかすべ

ての農家のほうにお声がけは難しいというふうに考えておりますので、農業経営者会

議の方ですとか、事前にアンケートを行ったときに協力をしていただけるよとお答え

をいただいた方が何人かいらっしゃいますので、その皆さんに６月中には打ち合わせ

の機会を持つ予定でございます。

ことしは８月からを予定をしておりますので、通年の農産物というものは取り扱っ

ていくことはできませんけれども、来年以降、順次取り扱えるものについては順次増

やしていく予定でございます。

ちょっとＰＲの部分については総務課長のほうにお譲りをいたします。

○総務課長 ＰＲの関係でありますが、一般的な、いわゆるふるさと納税サイトのようなものは

使わずに独自の展開をしていくということにしておりまして、申し込みについても、

そういったサイトはつくりますが、ちょっとほかのところとは一線を画した形、中川

村はちょっと違いますよという感を出していきたいというふうに思っております。

パンフレットについては、現在、案を用意をしておりまして、ただ、なかなか紙の

媒体というのは使いにくいといいますか、出ていかないと効果がないということがあ

りまして、使いづらさはありますけれども、最初ですので、１回はできるだけきれい

なものをつくり、あとはそこをうまく使いまわしていくようなことができたらという

ことで、現在まだ検討をしておるという段階でございます。

○６ 番 （柳生 仁） ふるさと納税は、中川村では特別高額なものもなかなか難しいのか

なあと思っております。住民の方から「何か目標金額が小さいね。」って言われますけ

ども、私は、まずスタートはよかったのかなあ、いいのかなあと思っておりますけど

も、私の期待しておるところは、都市と農村の交流が進んで中川村を知ってもらうこ

とが、ふるさと納税プラスもう少し大きなつながりができてくることによって村の農

産物とか交流とか増えることによって中川村の収入が増えてくるのかなあと、こんな

期待をしておるわけでありますけども、村では、ふるさと納税は納税が目的、納税だ

けが目的なのか、村の知名度アップも大いに考えておるのか、ちょっとそこのところ、

再度お願いします。

○振興課長 先ほど村長の答弁にもありましたとおり、このふるさと納税につきましては、企画

委員会のほうで検討をして、さらに若い職員も含めたプロジェクト会議というところ

で内容について検討をしてきたところであります。やはり、検討の中で村の魅力をアッ

プする、魅力を発信していく、村に来てもらう、村のブランド力を上げるといったと

ころで検討しました。検討の中で、先ほど村長も申しましたとおり、大分議論が、い

ろいろな意見があったりしたところでありますけれども、まずは村を知ってもらう、
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村に来てもらう、そういうところをコンセプトに始めていこうというところでありま

す。その中で、通常のカタログサイトではないところから村の独自のこだわった方法

でやっていきたいというところで、初年度については少額ではありますけれども取り

組みのほうをスタートしていきたいということで進めている状況でございます。

○６ 番 （柳生 仁） 非常に楽しみであります。

今、都会では結構中川村ファンっていう方がいらっしゃって、つい最近ですけども、

自分のところへも農産物を送っていただきたいっていう小さいレストランの方がおり

まして、お米ですけども、少量を口コミで送ったところ、非常においしいっていうこ

とで、だから、これからのふるさと納税、非常に期待できると思いますし、自分のと

ころでつくっている野菜なんかもこれから送ってもらいたいっていうような、それで、

そのお店では「中川村の農産物でお店やっていきたい。」と、そんなことも言ってくれ

ておりまして、非常に今後このふるさと納税っていうのは期待されるかと思っており

ますので、ぜひとも村としても力を入れてやっていただきたいし、また、必ず出てく

るであろうトラブル、このことはきちんとしていただきたいけど、その部分について

どのように考えておられますか。

○振興課長 トラブルなりクレームがないというのが一番かというふうに思っております。その

ためにも一つ一つ農産物も確認しながら納税していただいた方にお届けするというこ

とで、生産者の顔も見えるような形で進めていきたいというふうに思っております。

そういう予定でありますので、クレームのないようにはしたいと思いますけれども、

仮にそのようなクレームがあったときは、丁寧に対応しながら、村の信用を落とさな

いような対応をしていきたいというふうに考えております。

○６ 番 （柳生 仁） ぜひともそうしていただきたいわけですけど、以前にたじまファー

ムでもリンゴ送っておって、必ず店長が確認して、商品を、それで送っておりました。

やっぱり、そのくらいな手を加えないと、ただ農家任せ、誰か任せでは、やっぱりト

ラブルがあるかなと思いますので、そういった慎重に１品１品がクレームにならない

ような対応をぜひお願いしたいと思っております。

それでは、３問目の生活保護について質問してまいります。

中川村では、この生活保護についてのトラブルというのはほとんどないと思います

けども、確認していきますけども、中川村における生活保護者に対する対応はどのよ

うになっているかでございますけども、私は、自分で毎月取り寄せている情報誌で全

国の生活保護が必要な方たちについての情報がありました。中川村の現状を確認しま

す。

日本における貧因は拡大を続けており、生活保護制度の重要性は社会的にも増して

きております。

小田原市のジャンパー事件、皆さん方もテレビで見たことあったかと思いますけど

も、生活保護者に対する市の職員の対応の悪さがあったかと思っております。

生活保護行政の現場では、矛盾が蓄積されて、利用者に対する人権侵害が横行して

いる状況があります。
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2012 年時点でもって全国の貧因は 2,973 万人と言われております。割合では 23.3％

となっておりますけども、その捕捉率でございますけども、何と 15.3～18％しか生活

保護が見てもらえていないと、こんなようになっております。

実際に村でも生活保護が必要な方に適正に行われているかが問われるところでござ

いますけども、１回窓口へ来て「捕捉率どうですか。」って尋ねたところ、担当者は「わ

かりません。」とお答えいただきましたので、きょう質問しております。

村では、福祉事務所で査定が行われまして、２週間～30 日以内にその申請した方に

通知が来るわけでございますけども、この情報誌によりますと、市の場合なんかは非

常に厳しくて、なかなか認定されないというふうにあります。

一部報道では生活保護者の不正受給が報道されたことがあります。その不正受給っ

ていうのは、生活保護をもらうとすぐ遊興に走ったとか、そんな報道があって、私も

それを見たときには「これはよくないなあ。生活保護って一体なんだな。」と思ってお

りました。しかし、この情報誌だと、その方たちは全体の 0.4％ほどなんで、報道だ

けを真に受けるとちょっと勘違いするかなあと思っております。

海外の事例を見てみますと、捕捉率がドイツでは 64.6％、フランスでは 91.6％、イ

ギリスでは 47～90％、スウェーデンでは 82％となっておりまして、これから見て日本

の生活保護が必要な方に適正に支払われているかどうかがちょっと問われるわけであ

りますけども、中川村では生活保護が必要な方に対して捕捉率はどのくらいか伺いま

す。

○保健福祉課長 ６番議員さん詳しくお知りですので、再度、繰り返しになってしまうかもしれませ

んが、ご容赦いただきたいと思います。

村の非保護世帯についてですが、平成 26 年度末が４世帯の 11 人、それから平成 27

年度末が６世帯 13 人、それから 28 年度末が４世帯 10 人、そして現在は３世帯８人と

なっています。世帯は、死亡とか所得の増減によって変わってきます。

生活保護を利用される方は、当課と中川村を所管する上伊那福祉事務所が相談窓口

となっておりまして、具体的には、生活保護の相談・申請窓口は上伊那福祉事務所の

生活保護担当です。福祉事務所で毎月、所得の確認を行いながら月ごとの支出額の決

定を行っています。必要な方に適正な対応がなされるように福祉事務所などで所得な

どの把握を行いながら、さらに病院とか児童を預かる学校関係、それから保健師の巡

回、それから地域を所管する民生児童委員の皆さんのご協力も得ながら生活困窮者の

把握に努めていきたいと思っています。

いずれにしても保護を受給する必要のある方が保護を受けられないことはあっては

ならないことでして、適正受給に努めていきたいと思っています。

今おっしゃいました捕捉率ということですが、なかなかこの捕捉率を算定するのが、

いろいろな統計がありまして、複雑になっていまして、実際、中川村が捕捉率幾らと

か、ほかの市町村もそうですが、幾らというような数字は出ておりません。

外国でいくと 80％以上となっていますが、日本の場合は 20％以下です。いろいろな

原因があるとは思うんですが、制度が正確に認識されていないとか、間違った説明を
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してしまうといった、そういった理由が挙げられると思いますが、中川村としては、

そういったことは起こさないように適正受給に努めていきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。

○６ 番 （柳生 仁） 生活保護を必要とする方に 100％手当ができればいいわけですけど

も、なかなか難しい部分がありますが、捕捉率については把握できないっていうこと

になりますと、生活保護を必要とする方の把握ができていないっていう解釈でいいで

すか。

○保健福祉課長 生活保護を必要ということは、一番確実なのは、申請があって受給の対応をとると

いうのが一番自然だと思います。ただ、実際こちらから、本人が生活保護を受けられ

る状況にありながら、こちらからその方を探すということになりますので、そうした

場合は、相手の所得を調べるとか、そういった個人の内面まで入っていくっていうこ

とが必ず必要になりますので、そうした場合に、そこまでこちらで入っていけるのか

どうかというところが、ちょっと難しいところになって、プライバシーの関係もあり

ますので、そういったこともありながら、とにかく、そういった状況があったらすぐ

取りかかるようにしていきたいと思っております。

○６ 番 （柳生 仁） さっきのこのことは非常に大きなプライバシーなので、無理やり生

活保護を受けなさいっていうことじゃなくて、ごく自然の中で、困っているっていう

方が来れば、そのことを対応してあげるっていうことだと思いますので、ただいまの

説明ですと、中川村はほぼ適正にできているようにも聞こえてまいりましたので、安

心をしていいのかわかりませんが、まず安心かなと思っております。

それでは、最後のことがまとまりましたので、安心して一般質問を終わります。

○議 長 これで柳生仁議員の一般質問を終わります。

これで本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会とします。

お疲れさまでございました。

○事務局長 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）

［午後４時２０分 散会］


